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総 務 区 民 委 員 会 会 議 録 

 

１ 開会年月日 

  令和７年１０月２日（木） 

２ 開会場所 

  第一委員会室 

３ 出席議員（９名） 

  委員長     白 石  英 行 

  副委員長    金 子 てるよし 

  理  事    宮 野  ゆみこ 

  理  事    田 中  香 澄 

  理  事    名 取  顕 一 

  理  事    浅 田  保 雄 

  理  事    海 津  敦 子 

  理  事    山 本  一 仁 

  委  員    吉 村  美 紀 

４ 欠席委員 

  な  し 

５ 委員外議員 

  議  長    市 村 やすとし 

  副 議 長    高 山  泰 三 

６ 出席説明員 

  成 澤 廣 修  区 長 

  佐 藤 正 子  副区長 

  加 藤 裕 一  副区長 

  丹 羽 恵玲奈  教育長 

  新 名 幸 男  企画政策部長 

  竹 田 弘 一  総務部長 

  榎 戸   研  防災危機管理室長 

  髙 橋 征 博  区民部長 
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  長 塚 隆 史  アカデミー推進部長 

  松 永 直 樹  施設管理部長 

  宇 民   清  会計管理者会計管理室長事務取扱 

  渡 邊   了  監査事務局長  

  川 﨑 慎一郎  企画課長 

  菊 池 日 彦  政策研究担当課長 

  岡 村 健 介  用地・施設マネジメント担当課長 

  進   憲 司  財政課長 

  横 山 尚 人  広報戦略課長 

  野苅家 貴 之  情報政策課長 

  畑 中 貴 史  総務課長 

  山 田   智  総務部副参事 

  熊 倉 智 史  ダイバーシティ推進担当課長 

  中 川 景 司  職員課長 

  木 口 正 和  契約管財課長 

  増 田 密佳子  税務課長 

  齊 藤 嘉 之  防災危機管理課長 

  横 山   勲  安全対策推進担当課長 

  木 村   健  区民課長 

  内 宮 純 一  経済課長兼緊急経済対策担当課長 

  髙 橋   肇  戸籍住民課長 

  吉 本 眞 二  アカデミー推進課長 

  阿 部 遼太郎  観光・都市交流担当課長 

  矢 部 裕 二  スポーツ振興課長 

  中 島 一 浩  生活衛生課長 

  阿 部 英 幸  施設管理課長 

  寺 崎   寛  保全技術課長 

  大 畑 幸 代  整備技術課長 

  宮 部 義 明  選挙管理委員会事務局長 

７ 事務局職員 
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  事務局長    佐久間 康 一 

  議事調査主査  菅 波 節 子 

  議事調査担当  玉 村 治 生 

８ 本日の付議事件 

  (1) 付託請願審査 

   1) 請願受理第４号 「文の京」版“区民参画型予算”の導入を求める請願 

   2) 請願受理第６号 文京区職員の区民とのコミュニケーション能力及び合意形成能力 

             の向上に積極的に取り組むことを求める請願 

   3) 請願受理第８号 子どもたちの「意見等の表明と参加」を確実に進めるため、子ど 

             もたちへの情報発信・提供を強化することを求める請願 

   4) 請願受理第23号 消費税率引き下げとインボイス制度の廃止に関する請願 

   5) 請願受理第24号 場外馬券売り場（後楽園オフト）の撤去を求める請願 

   6) 請願受理第25号 ゲノム編集食品の表示の義務化を求める請願 

   7) 請願受理第26号 公募型プロポーザル方式の事業について、応募した企業（体）の 

             プロポーザルの概要を区ＨＰで閲覧できるよう求める請願 

   8) 請願受理第27号 文京区における「多文化共生」に向けた取り組みをさらに進め、 

             区としての基本方針や条例検討に向け調査・研究を求める請願 

   10) 請願受理第28号 「区政の情報は区民のもの」と明記し、情報公開の徹底を求め 

              る請願 

  (2) 理事者報告 

   1) 報告事項１ 令和７年度「文の京」総合戦略の進行管理の実施結果について 

   2) 報告事項２ 旧区立根津一丁目住宅（契約管財課）の売却について 

   3) 報告事項３ 本駒込地域センター改修工事について 

   4) 報告事項４ 白山交流館外３交流館の指定管理者の評価結果について 

   5) 報告事項５ 文京区勤労福祉会館の指定管理者の評価結果について 

   6) 報告事項６ 文京区立アカデミー文京外６施設の指定管理者の評価結果について 

   7) 報告事項７ 日中友好交流都市中学生卓球交歓大会への参加報告について 

   8) 報告事項８ 文京総合体育館外６スポーツ施設の指定管理者の評価結果について 

  (3) 一般質問 
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  (4) その他 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

午前 ９時５９分 開会 

○白石委員長 おはようございます。 

 総務区民委員会を開会いたします。 

 委員は全員出席です。理事者につきましては、関係理事者の出席をお願いしております。 

 なお、請願受理第25号の審査の際に、中島生活衛生課長に御出席いただきます。 

 また、成澤区長は、「文京区地域安全のつどい」に出席のため、午後１時30分から午後３

時まで欠席となります。 

 また、請願受理第25・26・27号について、文京区議会先例により、「請願の紹介議員は、

付託委員会における請願審査を傍聴すること」としておりますが、本日、紹介議員である千

田議員が病気療養により不在であることを御了承いただければと思います。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○白石委員長 理事会については、必要に応じ、開催してまいりたいと思いますが、よろしい

でしょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○白石委員長 本日の委員会運営について、付託請願審査９件、うち６月定例議会からの継続

分３件、理事者報告８件、部ごとに報告を受け、質疑は項目ごととしたいと思います。 

 その後、一般質問、その他、本会議での委員会報告について、委員会記録について、閉会

と、以上の運びにより委員会を運営していきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

○白石委員長 本日、請願９件、報告８件と一般質問が予定されておりますので、円滑な運営

ができるように御協力をお願いしたいと思います。 

 なお、昨日と同じように、資料のほうにつきましては、データのページ等を指定すること

となっておりますので、そちらを指定し、御質疑をお願いしたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

○白石委員長 では、よろしくお願いいたします。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    
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○白石委員長 それでは、付託請願審査９件に入ります。 

 令和７年６月定例議会からの継続審査分、３件。 

 請願受理第４号、「文の京」版“区民参画型予算”の導入を求める請願。 

 「令和７年６月定例議会付託、継続分」のデータ、「請願受理第４号」を御覧ください。 

……………………………………………………………………………………………………………… 

・受理年月日及び番号   令和７年５月29日   第４号 

・件   名   「文の京」版“区民参画型予算”の導入を求める請願 

・請 願 者   文京区千石４－35－16  

         文京区における真の「協働・協治」を実現する会 

         代表 屋和田  珠 里 

・紹 介 議 員    小 林  れい子   関 川  けさ子 

・請願の要旨   次頁のとおり 

・付託委員会   総務区民委員会 

・請 願 理 由 

 文京区には「文の京」自治基本条例で「協働・協治」を理念として掲げ、「区民参画の手

続に関する指針」を整え、年度ごとに「区民参画現況調査報告」をまとめています。しかし、

文京区は単に区民からの「意見聴取」のみを以て「区民参加」とするような動きも感じられ

ます。 

 一方、練馬区は「区民意見反映（パブリックコメント）制度」という名称を使い、区民か

ら「意見聴取」した後、「反映に努める」こと、「説明責任を果たす」ことを強調している

ほか、杉並区では「区民参画」をさらに推進する一環として「区民参加型予算事業」に取り

組んでいるほか、23区では豊島区でも令和５年度に取り入れ、令和６年度予算案で「公園の

日陰化」など６事業へ計約5,000万円を計上しました。江戸川区も令和５年度に区民からの

政策提案プレゼンテーションを初めて開催しました。 

 こうした各区の取り組みは、「文の京」を標榜し、「文の京」自治基本条例を早い段階で

施行した文京区においてこそ、先んじてほしい施策であり、下記を区に働きかけていただき

たく貴議会に請願いたします。 

・請 願 事 項  

１ 「文の京」自治基本条例でうたう「協働・協治」を具体的で実効性のあるものとする観 

 点からも、「文の京」版区民参画型予算事業を検討し、子どもたちを含め幅広い区民から 
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 事業の“芽”を募れるようにしてください。 

……………………………………………………………………………………………………………… 

○白石委員長 この請願は、「文の京」自治基本条例でうたう「協働・協治」を具体的で実効

性のあるものとする観点からも、「文の京」版区民参画型予算事業の検討を行うよう、区に

働きかけを求めるものです。 

 御質疑がある方、いらっしゃいますでしょうか。 

 金子副委員長。 

○金子副委員長 この請願が継続ということで、６月のときに区の把握状況というのはお聞き

して、メリット、デメリットがあるというようなお話がありました。 

 私もこの夏、少し勉強させていただきまして、住民参加型の予算、自治体の予算には大体

３つの類型があるんじゃないかと。１つは、予算編成過程の公開、２つ目は市民がつくる予

算、３つ目は予算の一部の使途を市民が決めるというのを類型でやっていると。２つ目の市

民がつくる予算というのは、2005年、６年ぐらいに日本の中では埼玉県の志木市でやってい

るんだけど、なかなか続かなかったと。 

 ただ、３つ目の一部を市民が決める、住民が決めると。各地区ごとに、交付金か何かを割

り当てて、使途をその地区の住民が決めるというやり方は、長野県の阿智村なとで行われて

いるという話を、この夏、福島大学の藤原遥さんという財政の先生の話を聞く機会がありま

して、少し伺ったんですけれども、それぞれ試行錯誤はあって、メリット、デメリット論の

先に、こういう手法というのは、行政や議会の信頼回復、または、その議会で予算を議決す

るわけですけれども、間接民主主義を補完する手段として、参加型予算への関心が高まって

いるということで、この間は、この間答弁があったように杉並とか、近年では豊島区とか、

いろいろ試みられているというのがある。 

 私が今言った、行政や議会への信頼を回復というか、文京でいえば、増していくというよ

うな視点でいいんじゃないかなというように思うんですけれども、さらに、根本的には間接

民主主義を補完すると。そういう視点で、文京区は、その１番目の予算編成過程の公開とい

うのは、一部だと思いますけど、やっていると、ホームページを見させていただきましたけ

れども。その１のところを、私が今言った２、３のほうへ研究を進めていくというのも時宜
じ ぎ

にかなっているんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その後の研究の様子など

もあればお聞かせいただきたいと思います。 

○白石委員長 進財政課長。 
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○進財政課長 今、副委員長が言われたとおり、ほかの自治体ではそういった先進的な取組が

されているところです。ただ、実際に、もう御承知のとおり、様々な先行自治体の課題、い

わゆる直接民主主義的なような予算編成方針になってきますので、例えば地域ごとに幾らの

金額を割り当てて事業をやっていくかとか、あと、実際に、例えばそれをやったときに、そ

の事業の効果の責任の所在はどこにあるのかとか、やっぱり、なかなか様々な課題があるの

かなと考えております。 

 文京区では、予算編成方針の中で、これも御承知かと思いますけど、ちょっと読みますが、

区民要望とか区議会の動向を的確に把握して、各部で十分に検討した上で、納税者の視点を

大切にした予算編成を行っていくというところを今、一番掲げて、一般財源確保枠、新たな

予算編成手法ですけど、それに取り組んでいるところですので、他自治体のその先進的な取

組は引き続き研究するとして、今時点では、しっかりと予算編成方針に掲げたとおりの方向

で予算編成を行っていきたいと考えております。 

○白石委員長 それでは、各会派の態度表明をお願いしたいと思います。 

 自由民主党さん。 

○吉村委員 まず、令和８年度予算編成によると、先ほど進課長もおっしゃっていたんですけ

れども、区民の要望や議会の動向を的確に把握して、各部において十分に検討した上で、納

税者の視点を大切にした予算を編成する旨、述べられており、文京区では、民意を予算に反

映させるという趣旨を予算編成の基本方針に盛り込んでいます。すなわち、民意を予算に反

映させる手法として、区民に直接選ばれた区民の代表でもある区議会議員が、予算審査特別

委員会にて区民の声を届けるべく議論を尽くしているところですし、それ以外にも、各種会

議の場やパブリックコメント等の意見も参考にした上で、文京区では予算編成を行っている

ところです。 

 区民参画型予算事業については、取り入れている他自治体の例を見ると、事業選定を決め

る際に投票を行っているようですが、総じて投票率が低い。つまり１％未満であるというこ

と。そして、一定の参加者の固定化という課題もあると耳にしております。これらの課題点

もあることから、区には区民の意見を酌み取るための手法について、さらに研究をしていた

だければと思っております。 

 以上より、自由民主党は、請願第４号、不採択とさせていただきます。 

○白石委員長 公明党さん。 

○田中（香）委員 公明党は、前回いろいろ議論をさせていただきまして、意見は変わってお
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りません。メリット、デメリットがあるという中で、制度設計や研究を進めていくべきでは

ないかというような区の答弁も聞いたところであります。 

 また、先ほどの議論の中で、責任の所在という非常に重たいワードが出てまいりました。

私もそういうふうに思っていまして、私たち区議会議員は、そういった責任をしっかり持っ

てこの職に就いているというふうに考えておりますので、そういう意味では、この議会でし

っかりと判断をしていくということが、今、大事なのかなということ。 

 あと、前回の議事録を読ませていただいて、継続になった経緯ですけれども、その会派の

方の、若者の主体的な区民参画を促す仕組みの検討を求めるということで、継続になったと

いうふうに認識しておりますけれども、この意見に関しましても、私たちの会派は、そうい

う考え方も含めて、区はしっかり検討していただいているというふうに考えておりますので、

不採択とさせていただきます。 

○白石委員長 ＡＧＯＲＡさん。 

○浅田委員 結論だけ言いますと、継続でお願いします。 

 以下、理由ですけれども、先ほど来言われていますけれども、既に、先進なのか、先行な

のかといったら、先行になると思うんですが、先行事例としては、杉並や豊島や幾つかの自

治体で、子どもや若者を含む多様な区民の声を反映する手法として、これについては一定の

意義があるというふうには受け止めています。 

 また、都の都民提案事業は、提案事業ですね、社会課題解決の政策形成の手法というのは、

文京区においても、例えばＢ＋（ビータス）の拡充など、今後の区政運営においては、参考

になるものだというふうには認識しています。 

 でも、一方で、一般的に参加型予算制度には、継続的な運用体制の確保であるとか、参加

者の偏りであるとか、専門性の確保等、行政の責任分担の難しさ、全国的にもこれは指摘を

されている問題でもあります。 

 したがいまして、実施に当たっては、制度設計、運用に当たっての行政コストや公平性の

確保、政策的効果の見通しなども含めて、慎重な検討、議論が必要だというふうに思います。

決して否定されるものではないので、さらなる議会において検討・研究を進めていけばいい

のではないかという理由で、政策チームＡＧＯＲＡとしては、継続の判断といたします。 

○白石委員長 永久の会さん。 

○山本委員 請願第４号、態度表明をさせていただきます。 

 現行の文京区自治基本条例で十分機能を果たしていると思いますので、不採択でお願いし
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ます。 

○白石委員長 市民さん。 

○宮野委員 区民参画型予算については、子どもや若者を含む幅広い区民の意見を反映できる

とともに、区政への主体的な関わりを促す手法として一定の価値があることと認識しており

ます。 

 ただし、全国的に見られる課題としては、参加する方の偏りですとか固定化、専門性、継

続性、実効性の確保、さらには行政との責任分担の難しさなどが指摘されております。実際

に、先行して実施している自治体では、住民投票による事業選定において、投票率が１％程

度にとどまる例もあり、その代表性というものに疑問が生じており、公平性や行政コスト、

政策としての効果の面でも課題が残っていると受け止めております。 

 現時点では、各種会議やパブリックコメント、区民の声の収集、さらに、私たちが議会で

の議論を通じて区民の皆様の意見を区へ届けるなど既存の区民参画の仕組みの中で、区民の

視点を反映した政策提案を丁寧に取り入れていく方法が現実的であると考えておりますので、

本請願に対しては不採択としたいと思います。 

○白石委員長 区民が主役さん。 

○海津委員 先ほど進課長のほうから、区民参画型の予算事業において、課題がもう抽出され

ておりました。また、先行事例の自治体においての課題も一定出てきておりますので、これ

をどうしたら文京区として、そうした課題を解決しながらできるかということを考えられる

もう段階に来ていると私どもは思っておりますので、この請願事項１項に対して、採択いた

します。 

○白石委員長 採択、はい。 

○海津委員 採択です。区民参加……、区民が主役としては……。 

○白石委員長 はい、いいですよ、分かりました。 

 続きまして、日本共産党さん。 

○金子副委員長 先ほど質疑させていただきましたけれども、結論だけ先に言うと、採択でお

願いしたいということであります。 

 私も先ほど、夏に少し勉強したというのは、自治体学校に行って、いろいろ先生の話を聞

いたということですけれども、参加型の自治体予算というのは、1980年代の終わりにブラジ

ルのポルト・アレグレ市で始まったというのが起こりのようでありますが、そのうち、ポル

トガルで緊縮財政下でこういう形での参加型の予算をやって、信頼を図るというようなこと
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が必要になったというような経緯もあるようです。 

 ただ、日本に引き返して考えたときに、やっぱりそういう参加型の予算、様々研究を求め

ていくと同時に、議決に関わっている私たちが住民の皆さんと一緒に財政分析すると。そう

いうふうな取組も全国で行われていて、私が知っているのは、東京の中でも多摩市とか板橋

とかね、文京区でも一部やっていますけれども、かなり長いことね。そういう住民自身が議

会と一緒に、議員と一緒に財政分析するというような取組も参加型の一つというようなこと

で言われています。 

 私も、そういう取組、大いに住民の皆さんとやりたいなと思うけれども、同時に、自治体

の仕組みとして、そういうのを考えていく時期になってきているんじゃないかと。新自由主

義の功罪というのはいろいろ表れているというふうに思います。そういう点で、採択をした

いというふうに思います。 

○白石委員長 請願受理第４号の審査結果について申し上げます。 

 採択２、不採択５、継続１、よって原案を不採択といたします。 

 続きまして、請願受理第６号、文京区職員の区民とのコミュニケーション能力及び合意形

成能力の向上に積極的に取り組むことを求める請願。 

 「令和７年６月定例議会付託、継続分」のデータの「請願受理第６号」を御覧ください。 

……………………………………………………………………………………………………………… 

・受理年月日及び番号   令和７年５月29日   第６号 

・件   名   文京区職員の区民とのコミュニケーション能力及び合意形成能力の向上 

         に積極的に取り組むことを求める請願 

・請 願 者   文京区千石４－35－16 

         文京区における真の「協働・協治」を実現する会 

         代表 屋和田  珠 里 

・紹 介 議 員    小 林  れい子 

・請願の要旨   次頁のとおり 

・付託委員会   総務区民委員会 

・請 願 理 由 

 文京区には「人材確保・育成基本方針」がありますが、区民との「対話」能力や「コミュ

ニケーション」能力、区と区民ら「マルチ・ステークホルダー」との「合意形成」能力の重

要性が盛り込まれていません。 
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 一方、区職員の評価制度に関しては、品川区が令和５年度から「360°フィードバック」

を試行実施しているほか、中野区も中野区人材育成計画（2024～2026年度）の中で「新たな

360度評価制度の導入」を盛り込んでいます。 

 文京区職員の育成に関し、人事考課・評価にこれらの能力査定も盛り込むことを検討する

よう区長に働きかけていただきたく、貴議会に下記を請願いたします。 

・請 願 事 項 

１ 文京区職員の「育成方針」の中に区民との「対話」能力や「コミュニケーション」能力、 

 区と区民ら「マルチ・ステークホルダー」との「合意形成」能力の向上を盛り込んでくだ 

 さい。 

２ 区職員の評価・考課制度の中に前項の能力の査定を含めてください。 

 ３ 区職員の評価制度において「360度評価制度」のメリット・デメリットを研究・調査し、 

 結果を区民と情報共有してください。 

……………………………………………………………………………………………………………… 

○白石委員長 こちらの第１項が、６月定例議会から継続となっております。 

 この請願は、文京区職員の「育成方針」の中に、区民との「対話」能力や「コミュニケー

ション」能力、区と区民ら「マルチ・ステークホルダー」との「合意形成」能力の向上を盛

り込むことについて、区に働きかけを求めるものです。 

 御質疑のある方はお願いします。 

 金子副委員長。 

○金子副委員長 ここに出ている職員育成方針をちょっと改めて読んでみました。それで、コ

ミュニケーション能力というようなことで請願事項を書かれているわけでありますが、この

育成方針の中には、検索すると、コミュニケーションという言葉は、たしか６回ぐらい出て

くるんですね。ただ、どちらかというと、職員間のコミュニケーションというような文脈で

この言葉は使われていて、今日、請願で出されている、住民の皆さんとの間のコミュニケー

ションという文脈ではちょっとないかなと思うんですね。 

 それで、ちょっと聞きたいのは、職員研修というのは、いろんなのが行われていると。か

なり民間委託で行われているというふうに思います。これ仕様書に基づくというようなこと

で、仕様書が出ているので見たんですけれども、かなり外部講師でやっているというのも見

受けられるわけであります。研修の一覧の職層研修などは、30の項目があるうち24、これち

ょっと私の数え方だけれども、外部講師ということで、８割ぐらいが外部講師になっている
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んですね。 

 それで、私はちょっと気になったのは、さらに仕様書の中で、再委託が可能だというふう

な書き込みになっていて、それは事前に協議してくださいというふうになっているんですけ

どね。そうすると、自治体職員、公務員の育成という点で、私は、民間委託──だけじゃな

いですよ、直接やっている研修もありますから、それは２割ぐらいは。なんだけれども、い

ろんな職能というのが継承発展、定着というのか、熟成というのか、そういうふうになって

いく上で、こういう委託、外部講師採択というのは、果たして適切なんだろうかというのが

ちょっと心配になってくるんですけれども、再委託の状況というのは、どれぐらいの実績と

いうのがあるか、分かりますか。 

○白石委員長 中川職員課長。 

○中川職員課長 ちょっと今、具体的に何件という数字は持っておりませんけれども、委託先

のほうで、講師のほうを、自分のところではなくて、そのテーマに合った講師を外部のほう

にお願いをしてというような形で再委託という意味合いになってくるかと思っております。 

 実際、委託にしろ、再委託にしろ、外部講師という形でお願いをしているところではござ

いますけれども、研修実施に当たっては、職員課のほうで、研修の内容であったりとか、実

際に使うレジュメであったりとか、そういったものは全てチェックをして、場合によっては、

区にマッチしない、そぐわないような内容、民間ではマッチするけどとかということもあっ

たりはするので、そういうところは、行政に合わせた形でちょっと変えてほしいとか、そう

いったようなやり取りは、こちらとしてもしているので、漫然と委託ということで全てを外

部の事業者に任せているというような状況ではございません。 

○白石委員長 金子副委員長。 

○金子副委員長 漫然とは、私、申していませんので。 

 それで、外部講師の場合、元公務員の方とか現に公務員の方とかいう方が大半であったほ

うがいいかなと思うんだけど、そうじゃないことももちろんありますけど、実際どうなんで

すか。全く公務員経験じゃない方が大半とか、そういうことはないんでしょうねというか。 

○白石委員長 中川職員課長。 

○中川職員課長 いろいろな経歴をお持ちの方がいらっしゃいますけれども、研修講師、正直、

公務員出身というような方は、どちらかというと少数になってきます。やはり、こういった

もろもろの課題について、勉強というか、実績を積んでいらっしゃる方、そういう方という

ことで、選定もしているところではございますので、そこに公務員歴があるかどうかという
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ようなところ、もちろん公務員に対しての研修をやっている実績というようなところはある

かと思うんですけれども、必ずしも御本人がその公務員出身、あるいは現役の公務員かとい

うと、そこはもう少数になるかなというふうに考えてございます。 

○白石委員長 それでは、各会派の態度表明をお願いいたします。 

 区民が主役さん。 

○海津委員 自治体職員等にとって、住民との協働は不可欠です。それだけに、請願事項に示

された能力育成は、区政の信頼基盤につながるものだと考え、区民が主役の会は採択いたし

ます。 

○白石委員長 市民さん。 

○宮野委員 自治体の職員が区民としっかり対話をして信頼関係を築いた上で、合意を形成し

ていくという力の重要性が近年一層高まっていると考えております。 

 文京区の人材確保・育成基本方針において、必要とされる職務遂行能力として、交渉力、

説得力、調整力が明記されており、これらの力を高めるために、対話力や住民対応力の向上

を目的とした研修が継続的に行われております。 

 請願者の御指摘である対話力やコミュニケーション力、そして合意形成力の向上に関して

も、まさにこうした取組によって現在対応しているものというふうに認識をしておりますの

で、本請願に対しては不採択とさせていただきます。 

○白石委員長 永久の会さん。 

○山本委員 請願第６号、今、ちょっと紹介議員さんに確認したいんです。さっき副委員長が

質疑をやっているときに、コミュニケーションというのは職員のコミュニケーション、区民

とのコミュニケーションじゃないといって聞こえたものですから、ただ、これ表題を見ると、

区民とのコミュニケーション能力ということで書いてあるんですけど、それどっちかなと思

って、区民とのコミュニケーション……。 

（「僕が言ったのは、育成方針に書いてある文言がと……」と言う人

あり） 

○山本委員 ということで、確認……。 

○白石委員長 後ほどやってください。 

○山本委員 いずれにしても、十分、文京区の職員の方、一生懸命やられているので、請願に

関しては不採択をさせていただきます。 

○白石委員長 ＡＧＯＲＡさん。 
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○浅田委員 この文京区職員の区民とのコミュニケーション能力及び合意形成能力の向上とい

うのは、むしろ当たり前といえば当たり前ですよね。特に、近年というのは、行政課題の多

様化、複雑化というのは本当にもう大変なものがあって、職員の皆さんが区民との信頼関係

を築くというのは、そして合意形成をつくっていくというのは、本当に重要なことだという

ふうに思います。 

 ただ、この後の総合戦略のところで私、ぜひちょっと質問したいと思いますけれども、や

っぱり課題もあるんですよね。そこで、能力という言葉が出てくるんです。この能力の評価

というのは本当に難しいんですよ。そんな簡単に、誰かが誰かを評価するに当たっての能力

の評価というのは本当に難しいので、そこのところはきちんと区民の皆さんと行政、それか

ら職員間同士、あるいは職員と管理職の皆さんとの関係を含めて、やはりきちっと議論して

整理しながらやっていかなきゃいけないというふうに思っています。 

 したがいまして、この１のところについては、さらなる議論を深める必要があるというこ

とで、継続といたします。 

○白石委員長 公明党さん。 

○田中（香）委員 公明党は、請願の事項に書いてありますとおり、区民との対話能力やコミ

ュニケーション能力、また区と区民の例えば合意形成とか、区民と区民の合意形成の力とか、

そういうことは非常に重要だというふうに認識しております。 

 前回の議論で、文京区の姿勢も伺ったところですけれども、研修や人事評価制度の中で取

り組んでおられるということを明言していただきまして、私たち会派としてもそのように認

識をして応援しているところでございます。 

 公明党といたしましては、不採択とさせていただきます。 

○白石委員長 自由民主党さん。 

○吉村委員 請願第６号について、自由民主党の態度表明をさせていただきます。 

 文京区人材確保・育成基本方針によると、本区を取り巻く環境の変化や、複雑、多様化す

る区民ニーズに柔軟に対応するとともに、区民から信頼される職員であるため、文京区職員

として目指す職員像を掲げており、その職員像とは、課題に気づき、解決に向けて自ら考え、

行動できる、改革志向の職員となっております。 

 区民から信頼されるためには、区民との意思の疎通を図らなければならず、対話能力やコ

ミュニケーション能力が求められます。相手方との合意形成、すなわち意思の合致が図れな

ければ信頼を得ることはできないともいえ、それらの能力を向上することは当然の前提とし
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て含まれていると考えます。 

 また、職務遂行能力として、判断力、交渉力、企画力、説明力、情報収集分析力も人事評

価規定で挙げられています。 

 以上の理由で、１項はその必要がなく、自由民主党は不採択とさせていただきます。 

○白石委員長 日本共産党さん。 

○金子副委員長 自治体職員の皆さんの育成方針ということの関係でいくと、浅田委員が先ほ

ど少し触れられたように、働き方に関わるこの間の大きな変遷を踏まえて考える必要がある

というふうに私は考えています。 

 1970年だったと思うんですけれども、ＯＥＣＤの対日報告ということで、日本の高度成長

の原因が日本型経営にあると。雇用のことでいえば終身雇用、また、企業別組合とかいうよ

うなことが言われたわけです。 

 1995年に、当時の日経連がそれをやめようということで、新日本型経営ということで、終

身雇用をやめるというようなことで、長期能力活用型グループや、または非正規雇用を増や

すというようなことをやられて、そういうふうな雇用形態の変化が、公務の世界にも今、相

当反映して、会計年度任用職員の方が大量に増えるというようなことが起きています。そう

いう中で、住民の皆さんとの対話、意思疎通、聞く力、コミュニケーションの力、複雑な課

題があるだけに、ますます求められるというような状況があります。 

 そういう雇用の形態の変化というのを申し上げたのは、先日、雑誌のアエラを読んでいま

したら、産能大学の調査で、新人社員の人に聞くと、成果主義的な人事制度より、年功序列

のほうがいいと。つまり、安定して長く働ける。能力評価というのは、本当に給料の一部分

にしかすぎないということが、この20年ぐらいの中で、労働界の中で大体決着がついたんじ

ゃないかなというような今、時期に来ているというふうに思います。 

 そういうときに、公務で働く皆さんの育成方針というのは、コミュニケーション力を含め

て、さらに今、リニューアルしていく時期かなというふうに思っております。そういう点で、

１項について、採択をしたいというふうに思っております。前回に続きですね。 

○白石委員長 それでは、請願受理第６号の審査結果について申し上げます。 

 採択２、不採択５、継続１、よって原案を不採択といたします。 

 続きまして、請願受理第８号、子どもたちの「意見等の表明と参加」を確実に進めるため、

子どもたちへの情報発信・提供を強化することを求める請願。 

 データの「請願受理第８号」を御覧ください。 
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……………………………………………………………………………………………………………… 

・受理年月日及び番号   令和７年５月29日   第８号 

・件   名   子どもたちの「意見等の表明と参加」を確実に進めるため、子どもたちへ 

         の情報発信・提供を強化することを求める請願 

・請 願 者   文京区千石４－35－16  

         文京区における真の「協働・協治」を実現する会 

         代表 屋和田  珠 里 

・紹 介 議 員    小 林  れい子   関 川  けさ子 

・請願の要旨   次頁のとおり 

・付託委員会   総務区民委員会 

・請 願 理 由 

 文京区では現在、子ども家庭部子育て支援課が中心となり、（仮称）「こどもの権利に関

する条例」の策定と、令和７～11年度を対象とした「文京区子育て支援計画」の策定が進め

られています。 

 特に「こどもの権利に関する条例（素案）」では「こどもの意見等の表明と参加」のとこ

ろで、「必要な情報を得ることができるよう努めるものとします」と定めていますが、例え

ば、「文の京」自治基本条例は施行から20年以上経つのに、子どもが理解しやすいような子

供版「文の京」自治基本条例がありません。（※新宿区や埼玉県越谷市には小学生向け自治

基本条例パンフレットがあり、川崎市は「自治基本条例キッズページ」、練馬区は「ねりま

キッズページ」を設けています） 

 豊島区では区ＨＰのすべての漢字に「ふりがな表示」できるようにしています。杉並区で

は「子どもを社会の真ん中に」を打ち出す区長のリーダーシップの下、「子どもワークショ

ップ」や区立小・中学校における「意見交換会」が開催するなど、子どもとの「対話の区政」

も積極的に推進しています。そこで、貴議会から区に対し、下記を働きかけていただきたく

請願いたします。 

・請 願 事 項  

１ 区ＨＰにおいて①すべての漢字をふりがな表示できるようにするなど子どもにやさしい 

 情報が適切で理解しやすい言葉で提供する②子どもにとって「意味のある参加」を実現す 

 る方針と手順が子どもの目から見てわかりやすく情報発信する――ようにしてください。 

２ 特に、「文の京」自治基本条例を子どもたちが理解できるよう、小学生版や中学生版を 
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 つくってください。 

……………………………………………………………………………………………………………… 

○白石委員長 この第２項が、６月の定例議会から継続となっております。 

 この請願は、「文の京」自治基本条例を子どもたちが理解できるよう小学生版や中学生版

を作成するよう、区に働きかけを求めるものです。 

 それでは、御質疑ある方、お願いをいたします。 

 ないですね。はい。 

 それでは、各会派の態度表明をお願いしたいと思います。 

 自由民主党さん。 

○吉村委員 請願第８号について、自由民主党の態度表明をさせていただきます。 

 「文の京」自治基本条例については、こどもの権利条例を策定する過程において、こども

の権利推進リーダーに対して、本年７月の会議の際に、Ａ４判１枚にその内容を要約した上

で、自治基本条例について、子どもたちに説明をしたということも伺っております。 

 そのことから区では、場面ごとに、必要に応じて、子どもたちに対して、その内容を説明

する姿勢を有していることが見て取れます。区には引き続き、必要に応じて、場面ごとで、

その内容を適時子どもたちに説明する姿勢を示していっていただければと思っております。 

 以上より、請願第８号２項は不採択とさせていただきます。 

○白石委員長 公明党さん。 

○田中（香）委員 公明党は、先ほど吉村委員が言ったとおり、推進リーダーの中でそういっ

た御紹介をしていただいたり、区がそういった分かりやすい言葉の提供ですとか、また、ホ

ームページ上でのそういった提供をしているということも確認をさせていただきました。 

 公明党といたしましては、請願事項の第２項、不採択とさせていただきます。 

○白石委員長 ＡＧＯＲＡさん。 

○浅田委員 子どもの意見の尊重のために、その場をつくることとか、その場をつくるための

環境づくりであるとか、大人の聞く姿勢であるとか、政策の反映などの仕組みを整えること

はとても重要であって、こどもの権利条例をより分かりやすく具体化していくというのは、

極めて重要なことだろうというふうに思います。 

 とにかく、こどもの権利条例にしても、これまでにない新しい視点であるとか姿勢である

とか、求められている中での課題であるというふうに思っています。ですから、ぜひ、自然

な形で、子どもの意見を聞く、あるいは人権を守るということも含めて、こうした提案とい
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うのは必要ではないかというふうに思います。 

 したがいまして、ぜひこの委員会、議会としても、こうした議論については、ちょっと耳

を傾けて、できるところを探していけたらというふうに思っていますので、２項については、

継続といたします。 

○白石委員長 続きまして、永久の会さん。 

○山本委員 文京永久の会、請願第８号の態度表明をしますが、既に、こちらにも書いてある

ように、こどもの権利に関する条例とか、また、子どもに対する意見を取ったり、アンケー

トを取ったり、いろいろと現段階においても、様々な場面で子どもに対して尊重しながら、

施策を進めていることは確認をしております。 

 引き続き、そういった多様な、様々な、子どもに限らず、意見を吸い取って、施策に反映

できることを期待しておりますので、１項、２項とも不採択でお願いします。 

○白石委員長 ２項だけなんです。 

○山本委員 あ、そういうこと。だから今、２って言ったんだ。２項、不採択でお願いします。 

○白石委員長 市民さん。 

○宮野委員 子どもたちが意見を表明したり、社会に参加したりする権利については、これは

もう言うまでもなく、尊重されるべき重要な権利であるというふうに認識しております。 

 また、文京区の自治の基本理念である協働・協治を示した、「文の京」自治基本条例につ

いて、子どもたちにも理解してほしいという請願者の思いには共感しております。 

 しかしながら、一つの条例に対して複数のバージョンを用意するということになると、例

えば平易な表現にする過程で、本来の内容が簡略化されてしまったり、読み手によって解釈

が分かれてしまうなど、混乱を招くおそれがある点は懸念をしております。 

 一方で、８月に行われたこどもの権利推進リーダーとの意見交換会で、事前準備として、

中高生向けに自治基本条例を分かりやすく解説したパンフレットを作成して、その内容を伝

えたと伺っております。このように、パンフレットなどを活用して、現行の条例を分かりや

すく紹介すること。そして、今回のような、子どもたちが条例や権利について知る機会を一

層充実させていくことが現実的かつ有効な対応ではないかと考えておりますので、本請願第

２項に不採択いたします。 

○白石委員長 区民が主役さん。 

○海津委員 請願が求める情報保障は、至極当たり前のことです。子どもの意見表明を、意見

反映を掲げているこどもの権利条例、今、策定中ですが、その理念を実現する具体的な方策
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でもあると考えます。 

 また、今のこどもの権利条例の策定の過程の中で、中学生、こどもリーダーたちに向けて、

自治基本条例を分かりやすくした。もう既に実績があるということですので、明日にでも実

現できるものだと思いますし、不採択にする理由は一切、区民が主役の会としてはないと考

え、採択いたします。 

○白石委員長 日本共産党さん。 

○金子副委員長 結論を先に言うと、前回に引き続き採択すべきものということでお願いした

いというふうに思います。 

 条例の小学生版、中学生版をつくるということですから、今までいろんな説明をしてきた

ということの実践に立って、一歩前進してほしいということでいいと思うんですよね。 

 ただ、子どもの権利条約、1990年代の最初だったと思いますけど、日本が入って、そのと

きからもう30年以上たって、今、自治体でも権利条例づくりというのは大分進んでくるとい

うふうになっていますけれども、子どもを取り巻く状況、もちろん大人も取り巻く状況、先

ほど少し述べたような働き方の問題なんかも含めて、大きく変わってきているという状況が

あります。 

 そういうときに、当初、自治基本条例をつくったときの区報を見ると、絵で、子どもも入

っているんですね、区民の中にね。それから、地域活動団体とか、何かいろいろボランティ

アする活動の中にも、子どもが何かごみ拾いしている姿も入っているんですね。今日、皆さ

ん何人か触れられたように、当初から子どもを視野に入れて、こういう基本条例をつくった

というような経緯があるはずで、そのときの状況から、やはり社会の環境は大きく変わって

いるというようなことも踏まえて、正式版の、こういう子ども版というんですか、小学生、

中学生版をつくるというのは、時宜にかなった取組ではないかなというふうに思います。 

 以上です。 

○白石委員長 請願受理第８号第２項の審査結果について申し上げます。 

 採択２、不採択５、継続１、よって原案を不採択といたします。 

 続きまして、令和７年９月定例議会の付託分、６件。 

 初めに、請願受理第23号、消費税率引き下げとインボイス制度の廃止に関する請願。 

 請願文書表のデータ３ページを御覧ください。 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 



令和７年10月２日 総務区民委員会（速報版） 

－２０－ 

・受理年月日及び番号   令和７年９月２日   第23号 

・件   名   消費税率引き下げとインボイス制度の廃止に関する請願 

・請 願 者   文京区小日向３－７－３ 

         消費税廃止文京各界連絡会 

         代表 小 林  秀 一 外777名 

・紹 介 議 員    石 沢  のりゆき   小 林  れい子 

・請願の要旨   次頁のとおり 

・付託委員会   総務区民委員会 

・請 願 理 由 

 近年の急激な物価上昇は、国民生活を著しく圧迫しています。コロナ禍からの回復が進ま

ない中、事業継続に不安を抱く声も多く、中小企業は特に厳しい経営環境に置かれています。

東京商工リサーチの調査では「受注の先行き不安」を理由に賃上げが困難との回答が中小企

業では45.6％に達し、大企業の17.3％を28.3ポイント上回っています。また、連合が目標と

する春闘の賃上げ６％以上を予定する中小企業は僅か9.1％にとどまり、労働者の賃上げが

滞る深刻な実態が浮き彫りです。さらに「公租公課倒産」がコロナ後に激増しており、税や

社会保険料の負担は中小零細事業者の経営を圧迫しています。 

 こうした中、消費税は赤字であっても納税義務が課されており、企業の経営負担は限界に

達しています。消費税率の引き下げは、企業の税負担を軽減し賃上げ余力を拡大すると同時

に、国民の購買力向上を通じて景気回復にも資すると考えられます。生活と経済の双方に資

する経済対策として、消費税減税は喫緊の課題です。 

 加えて、令和５年10月に導入された複数税率対応の適格請求書保存方式（インボイス制度）

は、免税事業者である小規模・個人事業者が取引先からインボイス発行を求められ、発行で

きない場合には不当な値下げや取引停止を強いられる懸念があります。東京商工会議所の調

査では、免税事業者からインボイス発行事業者に転換した事業者のうち54.9%が減収、48.8%

がコスト増、82.2%が事務負担の増加を実感しています。税制軽減措置や支援策はあるもの

の十分とは言えず、小規模事業者の経営を圧迫しています。 

 よって、私たちは以下の二点について、文京区議会が国に意見書を提出し、速やかな対応

を求めるよう強く請願いたします。 

・請願事項 

１ 消費税率の引き下げ（減税）による国民生活と中小企業経営の支援 
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２ 中小事業者に過重な負担を強いるインボイス制度の廃止 

……………………………………………………………………………………………………………… 

○白石委員長 この請願は、消費税の引下げによる国民生活と中小企業経営の支援と、中小事

業者に過重な負担を強いるインボイス制度の廃止の２点について、国に対し意見書の提出を

求めるものです。 

 それでは、御質疑ある方、お願いをいたします。 

 金子副委員長。 

○金子副委員長 では、ちょっとまとめて聞きますが、消費税の複数税率に対応したインボイ

ス制度が始まって、昨日でちょうど２年になりました。昨日は、国会前でもこれをやめてく

れということで、インボイスノーの行動などが取り組まれているという状況があります。 

 それで、あと１年たちますと、この負担軽減措置がなくなって、小規模事業者やフリーラ

ンスなどの方々の消費税の負担がさらに増えると。2.5倍になるおそれもあるというふうな

ことで、昨日も声を上げたというような運動が起きているわけでありますけれども、この経

過措置がなくなるということに関わって、経済課なんかでこの間、取り組んでいるというよ

うなことはあるんですかというが１つです。 

 それから、消費税という税制は、あらゆる国税の中で一番滞納が多い税目になっているん

ですね。ということは、転嫁対策というようなことがこの間国で言われていましたけれども、

実際的には、転嫁できない税制になっているということが明らかだというふうに思うんです。

例えば令和６年度の租税滞納状況というのを国税庁が８月に公表していますけれども、新規

の滞納発生額、これ国全体でですよ、9,925億円ということで、あらゆる国税の中で滞納額

が一番大きくなっていると。２番目なのは、所得税というので、1,937億円ということと比

べると、いかに大きいかというふうなことが分かると──あ、ごめんなさい、9,925億円と

いうのは、全部の滞納額です、国税の。その中で消費税は、訂正しますが、5,298億円、所

得税は1,937億円となっている。ここに、実際には転嫁できないという実態があるんじゃな

いかというふうに思うんですけれども、区内ではどういう反映があるのかというのが２点目。 

 それから、なぜこうした滞納が発生するのかということの根本原因は、消費税は預り金じ

ゃないというふうに、これは裁判などでも、消費税制が始まってほどなくして、裁判があっ

たんだけど、確定しているんですね。つまり預り金じゃないと。価格総体に付加されていて、

納税義務者は事業者だというふうなことになっていると。預り金だから、取っておけばいい

でしょうというふうに税務署はよく言うんだけれども、違うんですよね。取っておけないん
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ですよね、資金運用もありますからね。 

 だから、預り金じゃないという、消費税のね、これは中小企業支援なんか、零細企業、い

ろんな相談を受けていると思いますけど、預り金じゃないということを前提に、いろんな相

談や転嫁対策の窓口を御案内しているという答弁だと思うんだけど、御案内する必要がある

と思うんだけど、預り金じゃないという認識、ありますか。 

○白石委員長 内宮経済課長。 

○内宮経済課長 インボイスについての経過措置のところ、その他対応のところでございます

けれども、国のほうで今、移行に当たっての経過措置の期間中ということで、仕入税額控除

については、最初の３年間は80％の控除で、その後、次の３年間は50％控除といったところ

が経過措置の中で取られているところでございます。 

 先ほど御指摘いただいたとおり、来年度ですかね、そういう意味では、その経過措置の第

１段目が終了するという形になってまいりますので、我々としても、インボイス、制度導入

当初はやはり多くの御相談があったと。やはり経過措置が１回、第１弾が終わるところで、

再度いろんな相談が来るのではないかというふうには考えてございます。 

 中小企業支援員が各事業所さんをめぐりながら、相談というか、お話を聞いて、支援窓口

につなげるということをしておりますけれども、今年度の頭であれば、相互関税の話ですね、

ああいったテーマについて掘り下げて聞いてみたりといった形で取組をしておりまして、来

年度は、そういった意味で、このインボイスの話、出てきたときに、各企業によってどうい

うような影響があるのか、どういったところにお困り事があるのかというのは、テーマを絞

って聞いていくような形で、意見を取り上げていくような形で考えていきたいというふうに

思っております。 

 また、転嫁が進まないところと、あと、その窓口等のところでございますけれども、現状

は、インボイスの相談、あと転嫁のところにつきましても、経営相談や融資斡旋等の相談の

中では、特段そこに絞った御相談というのは、現状は来ていない状況ではございます。 

○白石委員長 預り金……。 

○内宮経済課長 失礼いたしました。基本的に、消費税なので、これについては、支払うべき

ものという形で認識しているところでございます。 

○白石委員長 進財政課長。 

○進財政課長 預り金かどうかにつきましては、国会答弁でもあったかと思いますけど、正式

に財務省のほうが、預り金ではないというふうに答弁をしていると認識しております。 
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○白石委員長 それでは、各会派の態度表明をお願いしたいと思います。 

 区民が主役さん。 

○海津委員 中小企業の経営悪化や、区民生活、地域経済にも直結しているインボイス制度や

消費税なので、消費税やインボイス制度の廃止を国に求めることは、区民生活と区内中小企

業を守る有効な手段と区民が主役の会は考え、１項、２項とも採択いたします。 

○白石委員長 市民さん。 

○宮野委員 まず、１項についてです。消費税の制度そのものについては、見直す必要がある

と考えております。これまでの消費税の導入や増税は、法人税や所得税の減税と同時に進め

られてきた経緯があり、社会保障の財源としての位置付けは、後づけの理由だと受け止めて

おります。実際、消費税は、特定の目的に使われる目的税ではなく、使い道が自由な一般財

源であるため、結果的に法人税の減収分を補う形になっている側面があるとも言えます。 

 また、消費税がなくても、法人税や所得税、相続税、酒税、たばこ税といったほかの税収

を強化することで、社会保障費を賄うことは可能だという指摘もあります。 

 さらに、赤字企業であっても消費税を納める必要がある一方で、輸出企業は還付を受けら

れるという制度上の構造、そして消費税の逆進性の強さや、大企業を優遇して、中小企業や

庶民にとって過酷な税であるという点についても問題意識を持っております。 

 ただし、請願事項第１項の内容に関していえば、単に消費税の減税にとどまるのではなく

て、法人税などを含めた税制全体の抜本的な見直し、総合的な改革が必要だというふうに考

えておりますので、不採択とさせていただきます。 

 ２項について、インボイス制度に関しましては、免税事業者や本来は免税の対象であるに

かかわらず、現行の規模のままでインボイス発行事業者へと移行している小規模事業者など

に対する支援をより一層充実させていくべきと考えております。 

 しかし、制度を全面的に廃止するのではなくて、制度自体に必要な改善を加えながら、よ

り持続可能な税制の在り方を模索していくことが望ましいというふうに考えておりますので、

不採択とさせていただきます。 

○白石委員長 永久の会さん。 

○山本委員 文京永久の会、請願23号、１項、２項とも、国において議論がなされるべきと考

えますので、不採択でお願いします。 

○白石委員長 ＡＧＯＲＡさん。 

○浅田委員 現在、国のほうで、私の所属している立憲なんですけれども、自公との給付付き



令和７年10月２日 総務区民委員会（速報版） 

－２４－ 

減税控除の議論が始まっています。これどういう総理大臣になるのかにもよりますけれども、

一定程度減税という問題、それから２番に出てくるインボイス制度の問題等々も全部込み込

みと、連動してくる課題ですので、現時点では事態の推移を見守りたいということで、１項、

２項とも不採択といたします。 

○白石委員長 公明党さん。 

○田中（香）委員 公明党は、請願第23号ですけれども、現行の消費税の制度設計は社会保障

に充てられているということで、非常に重要であります。その持続可能性を考えていくと、

継続が必要であり、円滑に進めて、しっかり確保していくということが国民の社会保障の基

盤になると考えております。 

 また、インボイスは、スタートして２年ということで、軌道に乗ってきたというふうにも

感じておりますし、支援や相談も丁寧にやっていただいているというふうに認識をしており

ますので、引き続きやっていくべきだろうということで、廃止の必要性はないと考えて、不

採択とさせていただきます。 

○白石委員長 自由民主党さん。 

○吉村委員 請願第23号について、自由民主党の態度表明をさせていただきます。 

 消費税率引下げとインボイス制度の廃止については、同趣旨の請願が今までも出ており、

その際に議論は尽くされているものと理解しております。 

 また、中小企業経営の支援については、消費税率の引下げという形ではなく、さらなる企

業力の向上を図れるような経営支援策を区には引き続き実施していっていただきたいと思っ

ております。 

 よって、請願第23号１項、２項ともに、自由民主党は不採択とさせていただきます。 

○白石委員長 日本共産党さん。 

○金子副委員長 消費税については、さきの参議院選挙の際に、政権与党の自民党さん、公明

党さん以外の全ての政党が、何らかの形で消費税の減税など、廃止を含めて、触れるという

状況が起き、６月以降、そして、この夏を踏まえて、今、国会がまだ10月中旬にならないと

開かれないみたいな話になっているわけです。本来なら早く国会を開いて、そういう方向に、

多数派なわけですから、進んでいく必要があるというふうに思っております。 

 それで、質疑の中で明らかにしたように、消費税は預り金じゃないというのは、1990年の

３月と12月に東京地裁と大阪地裁で既に確定判決が出ていまして、そのうち財務省が、当時

大蔵省かな、答弁したというようなことで、事業者に重い負担となり、税率が10％に至ると



令和７年10月２日 総務区民委員会（速報版） 

－２５－ 

いう経過になっています。大変な景気を冷え込ませる税制であり、法人税の減税の穴埋めに

使われてきたことによって、消費を大変萎縮させていると。地域経済も痛めつけられている

経過がこの30年来続いてきたということであります。ここで民意に従って、税率を引き下げ

る。 

 また、インボイスについては、経過措置が間もなく終わるということで、相談対応をしっ

かりやっていただきたいけれども、これからだというような時期を迎えているということで

ありまして、１項、２項とも採択をすべきだということであります。 

○白石委員長 請願受理第23号の審査結果について申し上げます。 

 請願受理第23号第１項、採択２、不採択６、よって原案を不採択といたします。 

 第２項、採択２、不採択６、原案を不採択といたします。 

 続きまして、請願受理第24号、場外馬券売り場（後楽園オフト）の撤去を求める請願。 

 データ５ページを御覧ください。 

……………………………………………………………………………………………………………… 

・受理年月日及び番号   令和７年９月２日   第24号 

・件   名   場外馬券売り場（後楽園オフト）の撤去を求める請願 

・請 願 者   文京区本駒込５－15－12  

         新日本婦人の会文京支部 

         支部長 小 竹  紘 子 

・紹 介 議 員    板 倉  美千代 

・請願の要旨   次頁のとおり 

・付託委員会   総務区民委員会 

・請 願 理 由 

 文京区は、東京都への後楽園競輪再開に断固反対する要請文の中で、「文京区は、鷗外、

一葉、漱石をはじめ多くの文人が住み、作品の舞台となった歴史と文化のまちであり、東大

をはじめ多くの学校が所在する教育のまちに競輪はふさわしくない」と述べています。私た

ちは、私たちの住むまちをギャンブルのあるまちとして継続させたくありません。 

 文京区は、今、子育てしやすい町として、子どもの教育や安全な環境を求めて、若い世代

の人口が増えています。 

 今までの場外馬券売り場（後楽園オフト）では大井競馬場を中心に南関東公営競馬すべて

の馬券を販売しているため、ビルの６階に移動したとはいえ、馬券売り場も広くなり、券売
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機も50台以上設置されており、ギャンブル場特有の雰囲気です。「文の京」の教育と文化、

安全で安心なまちづくりにも逆行するものです。 

 ギャンブルが法で禁じられているのは、それだけ大きな弊害があるからです。勝ったらも

っと、負けても負けを取り返すためにまたというギャンブルの特性による被害は、ギャンブ

ル依存症の人だけでなく、さらにそのまわりで精神的、物理的被害が数倍にも及んでいます。 

 本人や家族の申し出で、競馬場や場外馬券場への入場を制限する制度があります。これは、

ギャンブル依存症に苦しむ当人、家族の働きかけで実現した制度です。 

 ギャンブル依存症の人だけでなく、さらにそのまわりの人達を苦しめる公営競馬、勝ち馬

投票券の販売を中止し、純粋にスポーツとしてのみおこなうことを、「文の京」文京区から

提案してください。 

 場外馬券売り場の撤去とともに、関係各方面に撤去を働きかけてくださるよう請願致しま

す。 

・請願事項 

１ 場外馬券売り場（後楽園オフト）を撤去してください。 

２ 中央競馬場外勝馬投票券発売所の撤去を関係各方面へ働きかけてください。 

……………………………………………………………………………………………………………… 

○白石委員長 この請願は、場外馬券売り場（後楽園オフト）の撤去と、中央競馬場外勝馬投

票券発売所の撤去について、関係各方面に働きかけを求めるものです。 

 御質疑のある方、お願いをいたします。 

 金子副委員長。 

○金子副委員長 請願理由の中程、少し後のほうに、ギャンブル依存症対策ということで、本

人や家族の申出で、馬券売場などに入場制限する制度がありますというふうなことが、今回

新たに記載されています。 

 それで、この間聞いてきた依存症対策ということで、国が対応したというようなことで、

実際には、区内にある後楽園オフトのところで、こういう制度というのはどのように運用さ

れ、どのような実績とか効果とか表れているのか、区で掌握されていることはありますか。 

○白石委員長 畑中総務課長。 

○畑中総務課長 この請願を拝見しまして、私も、競馬組合のほうにちょっとお尋ねしてみた

んですけれども、この制度を使って申請をされている方は10人弱いらっしゃるということで、

実際にその届出というか、入場制限の申請を受けて、入り口で係員の方からお声がけをして、
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御退場いただいたというような事例もあるというふうに伺っております。 

○白石委員長 それでは、各会派の態度をお願いしたいと思います。 

 自由民主党さん。 

○吉村委員 請願第24号について、自由民主党の態度表明をさせていただきます。 

 今回の請願については、同一の請願者から同趣旨の請願が今までも出ており、その都度議

論は尽くされているものと理解しております。 

 よって、請願第24号１項、２項ともに、自由民主党、不採択とさせていただきます。 

○白石委員長 公明党さん。 

○田中（香）委員 公明党は、第24号でございますけれども、前回と同趣旨の内容で不採択と

させていただきます。 

 ギャンブル依存症対策や相談など、御本人、御家族にも対応している状況を共有させてい

ただいております。公営競馬としての様々な努力をしていることにも理解をしているところ

でございます。不採択とさせていただきます。 

○白石委員長 ＡＧＯＲＡさん。 

○浅田委員 水道橋駅から後楽園に至るまで、非常に、橋を含めて環境もきれいになって、あ

と、オフト自体の建物も、昔に比べると随分様変わりしているなというふうには思っていま

す。 

 したがいまして、もちろん、この経緯としては、様々、文京区には、オフトのようなもの

は必要ないという御意見もあろうかと思いますけれども、一定の努力、改善が行われている

という状況も踏まえて、この請願１項、２項ともに、ＡＧＯＲＡとしては不採択といたしま

す。 

○白石委員長 永久の会さん。 

○山本委員 請願第24号ですが、場外馬券売場は撤去するべきではないと考えるので、不採択

でお願いします。 

○白石委員長 市民さん。 

○宮野委員 後楽園オフトの撤去を求める請願については、文京のまちにギャンブルはふさわ

しくないというようなお気持ちや、ギャンブル依存症に対する懸念は理解をいたします。た

だ、競馬は、法に基づく公営競技であること。また、現在では馬券購入の多くがインターネ

ット経由で行われていること実態もあり、依存症対策の重点は、オンライン利用者への支援

や啓発に移りつつあるため、施設の撤去が依存症対策に直結するというふうには限らず、実
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効性にも課題があるのかなというふうに考えております。 

 こうした点を踏まえると、後楽園オフトを一律に撤去すべきとは言えませんので、本請願

に対しては不採択とさせていただきます。 

○白石委員長 区民が主役さん。 

○海津委員 公営ギャンブルでもある競馬は、スポーツ振興にも寄与している一面があると考

えます。一律撤去よりも、依存症対策により力を注ぐべきものと考え、１項、２項ともに不

採択いたします。 

○白石委員長 日本共産党さん。 

○金子副委員長 質疑を聞いて、改めて、10人弱っておっしゃいましたかね、10人ぐらいね。

私、少なくないと思うんですよね。だから、やっぱり依存症そのものの発生源とかというこ

とで考えると、非常に深刻だなというふうに改めて思いました。 

 そういう点で、請願趣旨に１項、２項とも、採択ということで態度を表明したいというふ

うに思います。 

○白石委員長 請願受理第24号の審査結果について申し上げます。 

 請願事項第１項、採択１、不採択７、よって原案を不採択といたします。 

 請願事項２、採択１、不採択７、よって原案を不採択といたします。 

 続きまして、請願受理第25号、ゲノム編集食品の表示の義務化を求める請願。 

 データの７ページを御覧ください。 

……………………………………………………………………………………………………………… 

・受理年月日及び番号   令和７年９月２日   第25号 

・件   名   ゲノム編集食品の表示の義務化を求める請願 

・請 願 者   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・紹 介 議 員    千 田  恵美子   小 林  れい子 

・請願の要旨   次頁のとおり 

・付託委員会   総務区民委員会 

・請 願 理 由 

 東京都内のスーパーマーケットではゲノム編集トマトの販売が開始され、ゲノム編集され

た魚もオンラインショップで販売されています。ゲノム編集食品は、2019年から流通が開始

され、現在はトマト２種類、トウモロコシ、マダイ、フグ、ヒラメ、ジャガイモ、ティラピ

アの８種類が届け出されています。ゲノム編集食品の研究開発は活発に行われており、今後
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さらに多くの食品やそれを原材料とする加工食品が流通すると予測されます。 

 ゲノム編集とは、標的とする特定の遺伝子を壊す技術です。ゲノム編集技術では、目的外

の遺伝子を破壊する「オフターゲット」やＤＮＡの切断箇所で大規模な「染色体破砕」をも

たらす可能性が指摘されています。新しい技術であるゲノム編集食品はまだ食経験がないの

で食べ続けて問題がないのか誰にもわかりません。 

 「消費者基本法」には、消費者の「知る権利」と「選ぶ権利」が明記されています。しか

しゲノム編集食品は、国への「届け出が任意」で「食品表示義務がない」ため、私たちは選

択することができません。消費者の選択の機会を確保するためには「食品表示」が欠かせま

せん。ＥＵでは、2024年２月に「ゲノム編集食品の表示の義務化」を議決しています。一方、

日本では原料・製品・外食産業にも表示義務はありません。種苗にも表示義務がないため、

農家がゲノム編集された農作物と知らずに育ててしまい、学校給食で子ども達が食べてしま

うことも考えられます。ゲノム編集食品を「知らずに食べてしまう」または「知らずに食べ

させてしまう」ことを防ぎたくても防げないのが現状なのです。 

 現在、５県議会・20市議会・５町議会から「ゲノム編集表示を求める意見書」が提出され

ています。消費者庁が行った「食品表示に関する消費者意向調査」（令和５年）でも、５割

以上がゲノム編集食品の表示を求めています。食品表示は消費者にとって唯一の判断材料で

あり、なくてはならない大切な権利なのです。 

 以上のような観点から、文京区議会に対して下記の事項を請願いたします。 

・請願事項 

１ 「ゲノム編集食品」の届け出を義務づけるよう国に求めること。 

２ 「ゲノム編集」の「食品表示」を種苗・作物・食品に義務づけるよう国に求めること。 

……………………………………………………………………………………………………………… 

○白石委員長 この請願は、ゲノム編集食品の届出を義務化すること、種苗・作物・食品にゲ

ノム編集食品の表示をすることを国に求めるものです。 

 御質疑がある方はお願いをいたします。 

 海津委員。 

○海津委員 １点だけお伺いしたいんですけれども、消費者教育を文京区が行う際に、消費者

基本法に定められている８つの権利があると思うんですよね。選択する権利とか、知らされ

る権利、そうしたものは、やはりきちっと周知徹底しているという理解でよろしいでしょう

か。 



令和７年10月２日 総務区民委員会（速報版） 

－３０－ 

○白石委員長 内宮経済課長。 

○内宮経済課長 消費者教育の観点からいって、消費者の権利として、やはり選択をする自由

というのは非常に重要なテーマというふうに考えてございますので、研修実施の際も、そう

いった意味ではそこを重視して考えているところでございます。 

○白石委員長 よろしいでしょうか。はい。 

 それでは、各会派の態度表明をお願いいたします。 

 区民が主役さん。 

○海津委員 消費者基本法に基づく、知らされる権利、まさに、それから今、課長からも御答

弁がありました、選択する自由、そこをしっかりするためには、この請願事項にあるように、

ゲノム編集の届出を義務付けるように国に求めること。また、種苗・作物・食品に義務付け

るように国に求めること。消費者基本法の権利に合致していると思い、区民が主役の会は採

択いたします、両方。 

○白石委員長 市民さん。 

○宮野委員 ゲノム編集食品の表示の義務化を求める請願については、請願者の消費者の知る

権利、選ぶ権利への配慮や、子どもたちの食の安全に対する真摯な思いが込められているこ

とを理解しております。しかし、現時点で、科学的根拠や政策的妥当性に照らして、慎重な

判断が求められるべき内容であるとも考えております。 

 ゲノム編集食品は、外来遺伝子を含まない技術であり、従来のものと同様の変異を引き起

こすものであります。 

 表示や届出を義務化した場合に、違反したら罰則が発生することになりますが、その判断

基準になる科学的な根拠が現時点では乏しい状況にあるというふうに認識しております。 

 また、過剰な表示は、消費者に誤解を与えるおそれがあり、表示義務化をしたＥＵでは、

規制緩和の方向性も議論されております。一部の植物に関しては、日本やアメリカと同じく、

従来のものと同様に扱う方針が採択されつつあり、表示義務を免除する議論も並行して進ん

でおります。 

 このように、国際的にもこの問題は現在もいまだ流動的出あり、日本が独自に規制を先行

させていくことは、科学技術の発展ですとか、農業振興、食料安全保障の観点からも慎重で

あるべきであり、地方自治体が国の技術政策に対して意見を提出するということにも、現在

は慎重になるべきというふうに考えておりますので、１項、２項ともに不採択とさせていた

だきます。今後の技術や社会状況の変化に応じて見直しが検討される可能性はあると思いま
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すので、国の動向を注視したいと考えております。 

○白石委員長 永久の会さん。 

○山本委員 請願第25号ですが、国において、国民の食の安全を進めるということで、一義的

に思っておりますので、事項１項、２項とも不採択でお願いします。 

○白石委員長 ＡＧＯＲＡさん。 

○浅田委員 この問題は、遺伝子を操作するということですね。よく遺伝子組換え食品という

言葉がかつてありましたけれども、自然界にないものをつくり出すということに対して、あ

まりにも無防備になっているんじゃないかという意見があります。もちろん安全かもしれま

せんけれども、今のこの社会にないものをつくり出すということ、それをまた食するという

ことに対して、国のほうでしっかりとした対応を取っていただきたいというのは、これは率

直な意見として私どものほうに届いております。 

 したがいまして、１の届出を国に求める、あるいは２の表示をするように国に求めるって、

これは国のほうでぜひしっかりやっていただきたいということであります。したがいまして、

文京区だけではなかなか難しい、それは無理だと思いますけれども、国に求めるということ

については、一定しかるべき対応ではないかというふうに思いますので、１項、２項とも採

択をいたします。 

○白石委員長 公明党さん。 

○田中（香）委員 この請願者のように、ゲノム編集食品の表示義務化、規制強化を求める声

があるという状況は認識をしております。一方で、国は、技術的に最終的な製品の中にそう

いったものがあるかどうかという判別が困難であるというような理由から、現時点では導入

をしていないというふうに聞いております。 

 ただし、将来的には、検出技術の進展を勘案して、制度を見直す可能性も念頭に置かれて

いるんではないかというふうに私は考えております。法制度の改正ですとか、また罰則、行

政制裁措置の制度設計、少なくともこういった課題をどのように解決していくのかというこ

とについて、まさに今、議論をしているところでございますので、そういった動向を注視し

ていかなければならないというふうに考えております。 

 請願１項、２項におきまして、公明党は不採択とさせていただきます。 

○白石委員長 自由民主党さん。 

○吉村委員 請願第25号について、自由民主党の態度表明をさせていただきます。 

 ゲノム編集技術応用食品の届出制度等に関するフローの手続を確認するに、ゲノム編集技
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術応用食品を流通させる前に、開発者などは、まず厚生労働省に事前相談を行います。厚生

労働省では、当該食品が届出、または安全性審査のいずれかに該当するか否かを専門家の意

見を聞いた上で判断します。 

 最終的に、自然界、または従来の育種技術でも起こっている範囲内の遺伝子変化のものは

届出、それを超える遺伝子変化のものは安全性審査の対象になります。 

 また、必要に応じて、その取扱いなどについて、食品安全委員会へ諮問する場合もありま

す。 

 そして、届出と判断された場合、開発者などは厚生労働省に対し届出を行いますが、厚生

労働省は、開発者などから届出された情報の一部を厚生労働省のＷＥＢサイトで公表をして

おります。 

 安全性審査と判断される場合は、そのほとんどが組換えＤＮＡ技術応用食品に該当するも

のですけれども、それらは食品安全委員会での食品健康影響評価を得ることになります。こ

れら一連の手続の流れを見るに、ゲノム編集技術応用食品は、無秩序に流通しているわけで

はなく、食品衛生上、安全性を担保されていることが分かります。 

 したがって、１項は、その必要はなく、不採択とさせていただきます。 

 続いて、２項ですが、遺伝子組換え食品に該当しないゲノム編集技術応用食品については、

現時点では、ゲノム編集技術によって得られた変異と従来の育種技術によって得られた変異

とを判別し、検知するための実効的な検査法の確立が困難であり、表示監視における科学的

検証は困難であると考えられます。 

 また、国内における食品供給行程の各段階における分別流通等の管理方法が確立されてお

らず、国際的にもゲノム編集技術応用食品に関わる表示に必要な情報を十分に得ることが難

しい現状において、ある食品がゲノム編集技術を利用して得られた食品かどうか、ある加工

食品がゲノム編集技術を利用して得られた食品を使用しているかどうかを確認することがで

きないため、書類確認を基本とする社会的検証による表示監視で、その真正性を担保するこ

とは困難であり、実効的な監視体制を確保することができないと考えられます。 

 そのため、遺伝子組換え食品に該当しないゲノム編集技術応用食品及びそれを原材料とす

る加工食品について、食品関連事業者に表示を義務付けることは、現時点では妥当でないと

考えられます。 

 消費者庁によりますと、ゲノム編集技術をはじめとする新たな育種技術については、国内

外で研究開発が進められている分野であることから、今後、消費者庁は、流通実態や諸外国
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の表示制度に関する情報収集も随時行った上で、新たな知見等が得られた場合には、表示の

義務付けも視野に入れつつ、必要に応じて取扱いの見直しを検討いたしますと述べておられ

ますので、現時点においては、それらの動向を注視すべきであると考えます。 

 そのため、２項も不採択とさせていただきます。 

 なお、文京区では、食に関する周知として、消費者研究会の開催もしているところですし、

先ほど御答弁でもありましたように、選択をする自由も重視しているということで、一方的

な情報の押しつけではないというところも確認も取れましたし、食の安全に対する消費者教

育を引き続き文京区としては継続していただければと思っております。 

 以上です。 

○白石委員長 日本共産党さん。 

○金子副委員長 請願受理25号ですが、いろんな人が自分が食べるものが一体どういうものな

のかということを知りたいというのは、知れるようにしておくというのは、今や公の役割と

してきちっといろんな制度整備をしておく必要があるんだというふうに思います。 

 そういう点で、ゲノム編集食品の届出はまだ義務付けされていないけれども、お願いベー

スで届出制度があって、届出しないと、それが分かれば、これは届出していませんよという

ことで公表される仕組みになっていると。それぐらいやっぱり、国のほうもそういった形で

啓発しているということなんだそうですよね。 

 ですから、そういう点でいうと、冒頭言ったように、自分が何を食べているのかちゃんと

知りたいというようなことが、権利という角度からも、当然、人間の基本的な欲求としても

分かるようにしておくというのは、当然のことであって、１番の今行われている届出制度を

義務付けという形にしていくという必要性は、今、明らかになっているんじゃないかなとい

うふうに思います。 

 そして、２番目のゲノム編集の食品表示についても、それぞれ義務付けるということも必

要だろうというふうに思います。近年は、２年ほど前、あ、１年ぐらい前かな、紅麹サプリ

メントだったかな、そういうものだとか、特定機能食品とか、そういうもので、事件という

か、被害も発生しているというように鑑みれば、新しい技術について、国民の皆さんの関心

に応えるという準備をしておくというのは、当然だというふうに思います。 

 以上です。 

○白石委員長 請願受理第25号の審査結果について申し上げます。 

 第１項、採択３、不採択５、よって原案を不採択すべきものと決定いたします。 
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 請願事項第２項、採択３、不採択５、よって原案を不採択すべきものと決定いたします。 

 続きまして、請願受理第26号、公募型プロポーザル方式の事業について、応募した企業

（体）のプロポーザルの概要を区ＨＰで閲覧できるよう求める請願です。 

 データの９ページを御覧ください。 

……………………………………………………………………………………………………………… 

・受理年月日及び番号   令和７年９月２日   第26号 

・件   名   公募型プロポーザル方式の事業について、応募した企業（体）のプロポー 

         ザルの概要を区ＨＰで閲覧できるよう求める請願 

・請 願 者   文京区千石４－35－16  

         「文の京」Future Design Initiative  

         屋和田  珠 里 

・紹 介 議 員    依 田    翼   千 田  恵美子 

・請願の要旨   次頁のとおり 

・付託委員会   総務区民委員会 

・請 願 理 由  

 文京区では様々な事業において、プロポーザル方式を採用し、受託企業（体）を決めてい

ます。 

 しかし、区ＨＰでは現状、受託企業（体）が公表されるだけで、応募した企業（体）がど

のようなプロポーザルをしたか、現状では情報公開請求をしなければ区民は情報を入手でき

ません。 

 多くの自治体でこのような状況にある中、杉並区では「プロポーザル方式での事業者選定

に当たり、透明性・公正性の確保や区民への説明責任を果たすため」、企画提案書の概要版

を区ＨＰで公表する仕組みを導入しました（注）。 

 文京区では現在、竹早公園と小石川図書館の再整備を巡り、様々な意見の相違が表面化し

ていますが、計画策定支援の受託事業者である「竹早公園・小石川図書館共創研究所（共同

企業体）」がそもそもどのような提案をしたのか、選定で漏れた企業（体）がどのような提

案をしていたのかも区ＨＰを見ても分からず、知りたい区民は情報公開請求を強いられてい

ます。 

 そこで、文京区でも公募型プロポーザル方式の事業について、応募した企業（体）のプロ

ポーザルの概要を、区民が区ＨＰで容易に閲覧できるようにするよう区長に働きかけていた
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だきたく、下記を請願いたします。 

 （注）杉並区「プロポーザル方式の事業者選定に係る運用の変更について」 

 ▶情報公開のあり方「企画提案書の公表 〇原則として応募事業者全員の企画提案書の概

要版の提出を参加条件に付し、審査後、その概要版を区ＨＰで公表することとする。ただし、

区のセキュリティに関すること等、公表することが適切でないと選定委員会で判断した案件

は委員会の決定により非公表とすることができる。〇企画提案書の概要版には最低限記載す

べき項目として以下の内容をプロポーザル実施要領で指定することとする。①受託業務に対

する考え方（取組姿勢）・提案内容の全体像（企画提案書の評価項目の大項目部分に関する

内容を含む）②提案によって期待される効果 応募事業者名の選定委員への公表 これまで審

査中は事業者名を匿名としていたが、審査の質の向上や選定委員の利害関係者把握などの観

点から実名で審査する」 

・請願事項 

１ 公募型プロポーザル方式の事業について、応募した企業（体）の企画提案概要を区ＨＰ 

 で閲覧できるようにしてください。 

……………………………………………………………………………………………………………… 

○白石委員長 この請願は、公募型プロポーザル方式の事業について、応募した企業（体）の

企画提案概要を区のホームページで閲覧できるようにすることを区に求めるものです。 

 それでは、御質疑ある方いらっしゃいましたら、挙手をお願いいたします。 

 それでは、各会派の態度表明をお願いいたします。 

 自由民主党さん。 

○吉村委員 請願第26号について、自由民主党の態度表明をさせていただきます。 

 応募した企業のプロポーザルの概要を区ホームページで閲覧できるように求めるという請

願ですが、確かに文京区では、落選した事業者のプロポーザルの概要を区ホームページには

公開しておりません。企業の企画提案書は、当該企業のノウハウが含まれておりまして、そ

のノウハウは、企業努力の上、積み立ててきたものです。それを広く公開することは、事業

者のノウハウも広く公開することにつながり、事業者にとっては不利益にもなりかねせん。

その判断は慎重にするべきです。 

 よって、請願第26号は、不採択とさせていただきます。 

○白石委員長 公明党さん。 

○田中（香）委員 公明党の態度表明をお話しします。 
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 この請願からは、受託事業者がどのような提案をしたのか、また漏れてしまった企業はど

んな提案をしたのか、その判断は正しかったのかとの疑念があるんだろうなというふうに感

じております。 

 そういった様々な疑念は払拭したほうがいいと感じる一方で、今、吉村委員も言ったとお

り、デメリットもあるというふうに考えております。それは、企業の営業秘密やノウハウの

流出のリスクといった、もろもろあるかというふうに理解をしております。 

 一番大事なのは、プロポーザルをして、この受託事業者でよかったとみんなが実感をする

ことで、そのために、これまでもしていただいておりますけれども、一層、選定理由ととも

に、主要な提案ポイントを一覧化していただいて理解しやすくするなど、区の説明責任には、

一層工夫をしていただきたいというふうに意見をさせていただきたいと思います。 

 その意見も付しまして、本請願は不採択とさせていただきます。 

○白石委員長 ＡＧＯＲＡさん。 

○浅田委員 杉並の例が書かれてあって、非常に、情報公開という観点からの、杉並も随分先

行されてやっているなというのは感じます。 

 で、私が知る範囲で、文京区で、３つといったかな、いくつか認可保育園を担っている民

間の法人さんに、たまたま知り合いがいて、話を伺う機会がありました。こういうふうにお

っしゃるんですよね。提案の概要だけでもいいから公表できないでしょうかねという話はし

てみたんです。そしたら、その法人の担当者の方が言うには、冗談じゃないというんですよ。

つまり、自分たちのところは、もう必死で、子どもたちの保育をよりよいものにする、ある

いは健康を守る、命を守るということで、毎日毎日、保護者からの御要望だとか含めて取り

入れるように努力をしていると。それで積み上げてきたものがあるんだと。それを幾ら概要

版だとはいえ、プロポーザルで提案をしたときにオープンにされたら、それは他者に全部漏

れてしまうじゃないかという声もありました。 

 一方で、どこも一緒じゃないのと私、言ってみたんですよ。そしたら、それだったらむし

ろ保育の質の低下につながるよという話になるんですね。むしろ積極的な、いい意味でのノ

ウハウの蓄積であったり、競争が行われていないところに進歩はないというのが、私が話を

聞いた保育事業者さんの担当の声でした。 

 実は、それに似て、介護事業者さんにもちょっとお話を伺う機会があって、話を聞きまし

たけれども、やっぱり同趣旨のことをおっしゃっていましたよね。 

 ですから、この問題については、もちろん区民の側からの知る権利というのもあると思い
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ますけれども、これについては、やっぱりちょっと慎重な判断が求められるというのが結論

であります。 

 したがいまして、これについては、不採択というふうにいたします。 

○白石委員長 永久の会さん。 

○山本委員 請願第26号、現行のやり方で全く問題ないと考えますので、不採択。 

○白石委員長 市民さん。 

○宮野委員 公募型プロポーザルにおいて、応募企業の企画提案の概要をホームページ上で簡

単に閲覧できるようにしてほしいという請願者の御意見については、そのお気持ちは理解で

きるところです。しかしながら、実際のプロポーザルでは、例えば設計業務に関するもので

あれば、二次審査における技術提案書だけでなく、一次審査では、業務実績や人員体制とい

った要素も含めて事業者を選定しております。 

 加えて、選定過程を把握するためには、検討会議の要点や委員の名簿などの情報も重要と

なると思います。 

 こうした情報は、現行の情報公開制度を通じて、一括で請求することが可能であり、１件

のプロポーザルの全体像を正しく理解するためには、これら全ての資料に目を通す必要があ

ると考えております。現在は、情報公開の申請もLoGoフォームからオンラインで行えるよう

になっており、現行制度を活用して、偏りのない形で区民に情報を提供していくことが望ま

しいというふうに考えますので、不採択とさせていただきます。 

○白石委員長 区民が主役さん。 

○海津委員 杉並区では、企画概要の公開を制度化しているということは、先行事例として参

照も可能なことだと思います。 

 また、情報公開された案件については、そのまま区民に、ホームページに掲載をしている

自治体もあります。 

 文京区が透明性を高めることは、区政への信頼確保と公正性の担保にもつながるものと考

え、請願事項１項、区民が主役の会は採択いたします。 

○白石委員長 日本共産党さん。 

○金子副委員長 請願26号ですが、杉並区の事例というのは、一つ参考になるというふうに思

います。ただ、そういうふうに公開するようになった事情は、杉並区さんなりの事情があっ

たというふうに思うんですね。 

 では、振り返って、私たち文京区で考えたときにどうかというふうに私は思うのは、昨年
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のちょうど今頃から昨年度末にかけて、区立千石西保育園の給食調理の委託業務のプロポー

ザルというのが行われ、二次選考まで進んだときに、実は１社プロポーザルだったんだけど、

参加した事業者が、レパストといっていましたけれども、食中毒の発生履歴があり、そのこ

との記入を求められていたにもかかわらず、議会での答弁からすれば、失念していたという

ことで、そのプロポーザルは急遽取りやめになる。プロポーザルの仕組みの中でそれが分か

ったのは、当然、保護者の方の委員の選考の、第二次選考があるんだけど、その保護者委員

の指摘で分かったというような経過がこの間本会議や、たしか予算委員会だったと思います

が、私、取り上げて確認をしてきたところなんですね。 

 そのときには、プロポーザルに関わる状況が変わってきていると。それは、調理委託の分

野だから、なかなか人員確保がというようなお話もあったというふうに、そのときの質疑を

振り返ると、そういう状況なんです。つまり、プロポーザルで民間委託で事業者を探すとき

に、状況が変わってきているというのが、やはり捉える必要が今あるんではないかというふ

うに思います。 

 そういう点で、どのようにプロポーザルにおける透明性や公平性を自治体として確保して

いくのかということの論点においては、この間様々な議論があり、工事の入札なんかでは、

予定価格の事前公表なんていうのも一時期、東京都もやったのかな、やってきた経過がある。

それも今、大分また変わってきていますけど、もともとのとおり変わっているというのはあ

りますけれども、プロポーザルにおいては、そういう民間市場の変容というのを捉えれば、

この機会に杉並区の事例というのを参考にして、概要版などの公表というのを行うことによ

って、透明性や公正性を一層確保するということはあるのかなというふうに思います。 

 そういう点で、この請願については、採択を主張したいというふうに思います。 

○白石委員長 請願受理第26号の審査結果について申し上げます。 

 採択２、不採択６、よって原案を不採択すべきものと決定いたします。 

 続きまして、請願受理第27号、文京区における「多文化共生」に向けた取り組みをさらに

進め、区としての基本方針や条例検討に向け調査・研究を求める請願。 

 データの11ページを御覧ください。 

……………………………………………………………………………………………………………… 

・受理年月日及び番号   令和７年９月２日   第27号 

・件   名   文京区における「多文化共生」に向けた取り組みをさらに進め、区として 

        の基本方針や条例検討に向け調査・研究を求める請願 
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・請 願 者   文京区千石４－35－16 

         「文の京」Future Design Initiative 

         屋和田  珠 里 

・紹 介 議 員    千 田  恵美子 

・請願の要旨   次頁のとおり 

・付託委員会   総務区民委員会 

・請 願 理 由 

 文京区では、「区の基本構想を貫く理念の一つである『だれもがいきいきと暮らせるま

ち』」の考えの下、文京区多文化共生庁内検討会において、多文化共生を取り巻く課題を整

理し、区や関係団体等で行っている施策をまとめ」ており、「多文化共生に向けて、外国人

住民等への円滑な窓口対応に活用するため」の冊子を作成しています。 

 しかし、現実社会の状勢は急速に変化しており、そのことは先の参院議員選挙における各

党の訴えや主張、それに対する多くの国民の関心の高まりを見ても明らかであり、多くの自

治体で対応を急ぎ、強化しつつあります。 

 新宿区では他区に先駆けて多文化共生のまちづくりに取り組んでおり、総合的・効果的に

進めるための「新宿区多文化共生まちづくり会議」を区長の附属機関として設置しています。 

 江戸川区では「多文化共生のまち推進条例」があり、「ともに生きるまち推進課」が所管

していますし、世田谷区には「多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条

例・施行規則」があり、「逐次解説」や「啓発リーフレット」も作成しています。 

 杉並区も「区の目指す多文化共生の基本的な考え方や目標と、その実現に向けた取組の方

向性を示し」「全ての区民が人権を尊重し、互いの文化を認め合い、安心して暮らせる地域

づくりを目指す」として「杉並区多文化共生基本方針」を策定しています。 

 多文化共生の取り組みを必要とする状況は自治体によって異なるものの、文京区において

も決して無縁とは言えず、区民の間では不安を持つ人も増えていることも事実です。 

 「一歩先行く自治体として、区民の“期待どおり”のサービスから、“期待以上”のサー

ビスに発展させ」るためにも、また、区において「何が求められているかを常に考え、文京

区の明日を区民とともに創ってい」くためにも、文京区における「多文化共生」に向けた取

り組みをさらに進め、区としての基本方針や条例を検討するよう区長に働きかけていただき

たく、貴議会に下記を請願いたします。 

・請願事項 
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１ 文京区における「多文化共生」に向けた取り組みをさらに進め、「冊子」をつくるだけ

にとどまらず、区の実情を踏まえ、「文の京」に住み、働き、生きる全ての人が安心できる

ような基本方針や条例の検討に向けた調査・研究をしてください。 

……………………………………………………………………………………………………………… 

○白石委員長 この請願は、文京区における「多文化共生」に向けた取組をさらに進め、「文

の京」に住み、働き、生きる全ての人が安心できるような基本方針や条例の検討に向けた調

査・研究を行うことを区に求めるものです。 

 御質疑のある方は、お願いをいたします。 

 金子副委員長。 

○金子副委員長 ちょっと１点ですけれども、この請願理由の中に出ている、多文化共生に関

わる冊子でしたっけ、ごめんなさい、冊子ですよね。これは、私も、先ほどの請願でプロポ

ーザルの資料の情報公開というので、２階の情報コーナーによく行くんですが、そこに配架

されているのを少し前に見つけて、それで見ていて、今、この多文化共生に関わる自治体の

課題というのが非常にクローズアップされているので、こういう取組をやっているのかとい

うことで、ぱらぱらと見てきた経過があるんですが、令和４年３月に作られているんですね、

この冊子はね。それで、今、令和でいうと７年の半分まで来て、外国人の方々について政策

は云々というようなことで、クローズアップされているというふうな状況になっている。 

 中身を見ると、少し前のものだから、少しリニューアルが必要かなと思うようなことも幾

つか出てきているように思うんですけれども、こういうものをこの間活用してきた経緯、そ

れから今後のリニューアルとか考えというのかな、そういう方向があればお聞かせいただき

たいというふうに思うんですけれども、いかがですか。 

○白石委員長 熊倉ダイバーシティ推進担当課長。 

○熊倉ダイバーシティ推進担当課長 こちらの多文化共生に向けてという冊子でございます。

こちらは今、委員御指摘のとおり、令和４年３月に作成をしたものになりまして、作成の目

的ですとか、区の今後の取組の方向性、現状やっております区の取組と、あとその課題です

ね、そういったところの今後の展望ですとかそういったところを記載したものになっており

ます。ただ、その当時と今の時点ですと、やはり外国人の増えている状況というのが顕著に

なってきている部分があって、いろいろなところからお声をいただく場面というのが増えて

いるという実感は持っております。 

 内容につきまして、現在、取組を進めている各所管の事業、そういったところも、この全



令和７年10月２日 総務区民委員会（速報版） 

－４１－ 

庁的な庁内連絡会という会議体で課題等を把握しているところでございますので、内容につ

きましても、新しく現状に即した内容にリニューアルできるように、今後、その庁内連絡会

の場所等も活用しながら、リニューアル等についても考えていきたいというふうに思ってお

ります。 

○白石委員長 それでは、各会派の態度表明をお願いいたします。 

 区民が主役さん。 

○海津委員 江戸川区や世田谷区などでは、既に多文化共生条例を制定しています。文京区と

しても、区としての姿勢をそうした条例で示すべき時期かとは思いますが、区民が主役の会、

もう少ししっかりと調査研究をした上で内容を考えていきたいので、継続といたします。 

○白石委員長 市民さん。 

○宮野委員 本請願は、文京区における多文化共生に関する基本方針や条例の検討を求めるも

のですが、文京区では、総合戦略の中で多文化共生に関する方針が示されている認識でおり

ます。主要課題の40のところで、人権と多様性を尊重する社会の実現が盛り込まれておりま

す。今回の総務区民委員会で報告される戦略点検シートでも、外国人住民の急増が見られる

地域を中心に、地域における多文化共生の実現や、コミュニティ内での交流活動の推進、継

続的な意識啓発に取り組んでいくという明確な方向性が打ち出されております。 

 また、請願では、冊子を作成するだけでは不十分といった御指摘がありますが、９月には

外国籍の児童が増加している区立小学校に対して、ダイバーシティ推進担当が出向いて、教

育委員会と連携の上、保護者向けのレクチャーを実施するなど、実務的な対応も現在行われ

ているというふうに認識しております。 

 このように、区の基本的な政策の枠組みの中に、既に多文化共生の考え方は組み込まれて

おり、新たに条例や基本方針を検討する前提となる方向性の欠如というものは見受けられな

いかと思います。 

 まずは、既存の施策の実効性を検証しながら、必要に応じて改善を図ることが優先される

べきであって、その延長線上に将来的な制度の見直しや新たな方針の策定があるべきという

ふうに考えますので、本請願に対しては不採択とさせていただきます。 

○白石委員長 永久の会さん。 

○山本委員 文京永久の会、請願27号、多文化共生の社会の実現には、文京区も十分取り組ん

でいると思っておりますので、必要ないと考えますので、条例は不採択とさせていただきま

す。 
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○白石委員長 ＡＧＯＲＡさん。 

○浅田委員 ＡＧＯＲＡは、この条例というところにちょっと引っかかっているんです。とい

うのは、今、外国人の問題で、顕著な例で言うと、川口で起こっているような問題であると

か、大阪の西成で起こっているような問題であるとか、そういうところと文京区の場合はや

や違いがあるというふうに思います。 

 ただ、私どもは、基本的に共生社会の実現、外国人であろうと、共生社会を実現していく

という、この姿勢には何ら変わりはないんです。人権を守っていく、命を守っていくという

のに変わりはないです。ただ、今、起こっていることに対して、国会で、これも今、検討が

始まっているというふうに伺っています。つまり、法的なところでのまず整理があって、そ

れから各自治体で具体的にそれぞれの自治体で合わせた内容をつくっていくというふうにし

ないと、文京区だけが先行していて、法的な問題と齟齬が生まれても困りますので、ぜひ、

その辺の動向を注視しながら、基本的な考え方については、従来どおり、区民の皆さんに広

報であるとか、様々な課題を提供するとかあろうかと思いますけれども、この条例の検討と

いうのは、私どもとしては、まだ時期尚早だというふうに思いますので、不採択といたしま

す。 

○白石委員長 公明党さん。 

○田中（香）委員 請願第27号の多文化共生の件ですけれども、私たちの会派は、９月の議会

でも、また、さきの一般質問でも取上げさせていただいて、区民の不安な声をかねてから区

のほうへ届けさせていただいております。そして、常に区もそれに応えてくださっておりま

して、窓口業務の改善ですとか、また地域に出向いて、例えばごみのルールのお伝えをする

のにポケトークを携えて、コミュニケーションしていただいたりもしています。 

 一番課題だった学校現場のここにもフォーカスしていただいて、いよいよみんなの学びサ

ポート事業が始まるということで、非常に安心感を持っているところであります。 

 先ほど宮野委員からもありましたけれども、総合戦略の中でも、主要課題の第40番に、人

権と多様性を尊重する社会の実現というところで、多文化共生の視点はしっかり持っていき

ますよということで、しっかり明記をしていただいておりますし、先ほど御紹介いただいた、

今後どのように進めていくかという展開のところにもしっかりと明記をしていただいている

ところでございます。 

 そういった意味で、理念の共有をしっかりしていきながら、こういった取組が実践の中で

生きて、そして日本人も外国人も共に笑顔で過ごすことができるように、私たち会派も汗を
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かいていきたいというふうに思っております。 

 この請願に関しましては、不採択とさせていただきます。 

○白石委員長 自由民主党さん。 

○吉村委員 請願第27号について、自由民主党の態度表明をさせていただきます。 

 先ほどからちょっと出てまいりましたけれども、文京区では、「文の京」総合戦略の中で、

人権と多様性を尊重する社会の実現を主要課題として挙げており、文京区男女平等参画推進

計画における計画期間の方向性としても、あらゆる人の人権とその多様性を尊重する意識の

形成と取組の推進、区民がジェンダー平等や多文化共生の視点を持ち、人権を尊重する社会

を構築するため、情報発信に努めるとともに、理解促進に向けた普及啓発活動に取り組んで

いきますと定めております。 

 多文化共生に向けた取組への基本方針は、「文の京」総合戦略の中で定められているとこ

ろです。それに沿って事業を組み立てている文京区においては、条例の策定も必要がないと

考えます。よって、請願第27号は不採択とさせていただきます。 

○白石委員長 日本共産党さん。 

○金子副委員長 質疑で聞きましたけれども、この多文化共生に向けてという冊子の中には、

区の事業が42ですか、それから地域支援団体の事業が８あると、当時、記載されていて、た

だ、その最後のほうには、地域団体の活動が、いろいろグループがありますよと書いてある

んだけど、やはり米印で書いてあって、新型コロナの感染で活動休止になっている場合があ

りますということで、先ほど、今後リニューアルが必要というのは、そういったことも踏ま

えて、区民の皆さんが活動が細っているのか、どういう状況になっているのかということも

含めて、現状を捉えて、それで今、必要性というのは高まっているということだから、どう

いうことが必要なのかというのをさらに盛り込んでいく、そういうことが必要な時点だとい

うようなことを先ほど聞いて、私は分かったという感じなんですね。 

 そういう点で考えると、これだけの事業をしっかり区民の皆さんに条例形式で示して行っ

ていくという方向が、ことの正しい発展の方向なのではないかというふうに私は思います。 

 私、議員になって、最初の頃、男女平等の条例をつくったんです、ちょっと提案するんで

すというときに、理事者の皆さんにお話を聞いて、なるほどなと思った。今までと条例化す

るのとどう違うんですかと言ったら、条例という形でしっかり区民の皆さんにお示しするん

ですというふうに御説明を聞いて、自治体というのは、そういう形でしっかり示していくと

いうことに判断をしていくことがあるんだなというふうに勉強させてもらったことが非常に
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残っているんですけれども、多文化共生の課題についても、今、そういう形で取り組む時期

に来ているんじゃないかなというふうに思います。そういうことで、採択ということです。 

○白石委員長 請願受理第27号の審査結果について申し上げます。 

 採択１、不採択６、継続１、よって原案を不採択すべきものと決定いたします。 

 次に、請願受理第28号、「区政の情報は区民のもの」と明記し、情報公開の徹底を求める

請願。 

 データの13ページを御覧ください。 

……………………………………………………………………………………………………………… 

・受理年月日及び番号   令和７年９月２日   第28号 

・件   名   「区政の情報は区民のもの」と明記し、情報公開の徹底を求める請願 

・請 願 者   文京区千石４－35－16 

         文京区における真の「協働・協治」を実現する会 

         代表 屋和田  珠 里 

・紹 介 議 員    板 倉  美千代 

・請願の要旨   次頁のとおり 

・付託委員会   総務区民委員会 

・請 願 理 由 

 文京区では、「文の京」自治基本条例において、区政に関する情報は広く共有されるべき

ものとされており、執行機関には「積極的な情報提供」や「説明責任」が求められています。 

 しかし、区の制度や要領では、「区政の情報は誰のものか」という根本的な考え方が明示

されていません。例えば、情報公開制度の要領では「区民との情報共有」という表現にとど

まり、「情報そのものが区民に帰属する」という明確な位置づけはされていないのが現状で

す。 

 一方、杉並区では「区政の情報は区民のもの」と明記した通知を全職員に出し、情報公開

の徹底を図っています。これは、職員一人ひとりが「情報は区民に属するもの」との意識を

持ち、説明責任やオープンな行政を当たり前のものとするための一歩です。 

 文京区でも、区民の知る権利や区政への参画を実効性のあるものとするために、「情報は

区民のもの」という原則をはっきりと示し、その上で情報公開制度のあり方を見直すことが

求められています。 

 そこで、以下のとおり請願いたします。 
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・請願事項 

１ 文京区において、「区政情報は区民のものである」という基本的な考え方を明記し、 

 職員が共有できるようにしてください。 

２ 上記の考え方を反映し、現行の「情報公開制度事務要領」を改訂してください。 

……………………………………………………………………………………………………………… 

○白石委員長 この請願は、「区政情報は区民のものである」という考え方を明記し、職員が

共有できるようにすることと、その考え方を反映した情報公開制度事務要領の改定を行うこ

とを区に求めるものです。 

 御質疑のある方。 

 金子副委員長。 

○金子副委員長 この事務要領の冒頭に、「はじめに」にという文章があるんですね。そこで

は、情報公開制度の趣旨というか、経緯について書かれているんですけれども、こういうふ

うに言っているんですね。情報公開制度は、区民との間で区政に関する情報を共有しという

ふうに言っているんです。それから、文京区は、積極的な情報公開と区民との情報の共有に

より説明責任を果たすと、こういうふうにも述べているんですね。共有というのは２か所で

言っているんですよ。共有というのは、日本語の意味としては、共同所有という意味だから、

情報は区が持っているということと同時に、区民が持っている、所有しているという認識を、

この「はじめに」で述べているんだというふうに思うんですけれども、この「はじめに」の

文章の読み方というのは、そういう趣旨で間違いないですよね。 

○白石委員長 畑中総務課長。 

○畑中総務課長 この請願の理由のところに書いてあります、区政情報は区民のものであると

いう、この言葉については、こちらに書いてあるとおり、杉並区の区長が就任のときの所信

表明の中で述べたフレーズだというふうに認識をしております。ですが、先ほど副委員長が

おっしゃったとおり、文京区としても、区民に対する行政の透明性確保、それから説明責任

といった視点に立って、従来より取り組んでおりますので、そういった意味では、同じ考え

でやっているというふうに認識をしております。 

○白石委員長 それでは、態度表明をお願いいたします。 

 自由民主党さん。 

○吉村委員 請願第28号について、自由民主党の態度表明をさせていただきます。 

 文京区の情報公開制度は、区民以外の方も含め、何人も区が保有する行政情報の公開を請
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求できる制度となっております。公正で民主的な行政の推進のために、区民の知る権利を保

障し、行政の説明責任を果たすために、他者のプライバシーに抵触する場合や法律が禁止し

ている場合、そして公開することにより事業者に不利益が生じる場合等を除き、文京区では

原則として全ての情報を公開しています。つまり、公共の福祉との抵触がある場合には、ど

ちらのプライバシー権、そして公共福祉との比較考慮をした上でということなんですけれど

も、そういうふうに公開をしております。 

 そもそも、区政情報の帰属主体は、情報を所有している自治体のものです。そして、情報

の公開を欲している区民等の知る権利に資するために、情報を所有している自治体は原則と

して情報を公開し、自治体としての説明責任を果たしていただく、それに尽きます。よって、

文京区としては、これからも広く情報を公開して、区民の知る権利に資するため、自治体と

しての説明責任を果たしていっていただきたいと思っております。 

 以上より、１項、２項ともに、自由民主党は不採択とさせていただきます。 

○白石委員長 公明党さん。 

○田中（香）委員 第28号の請願ですけれども、先ほどから皆さんが引用している「文の京」

総合戦略の後ろのところに、自治基本条例が書かれてあります。改めて読ませていただいて、

区民との情報の共有ということですとか、あるいは区政に関する情報の公開ということに関

して、条文を読ませていただきました。そういったことを常日頃からこういったことで確認

をするということだったり、あるいは、請願者が言っているような情報の積極的な公開の次

の条文の中には、個人情報の保護に配慮しなければいけないというようなことも明記をされ

ております。 

 そういった意味では、それだけをもって、基本的な考えをあえて明記する必要ということ

はないということと、改定する必要性もないと考えますので、公明党としては、不採択とさ

せていただきます。 

○白石委員長 ＡＧＯＲＡさん。 

○浅田委員 この請願、基本は区民参画にあるというふうには思います。したがって、区民情

報は区民のものであるという考え方、これは変わるものじゃないというふうに思います。た

だ、先ほどこの２つ前の議論、請願審査で私が述べたような事例もあって、一定の整理なり

はしていかないと、これも含めて、区民合意が取れないんじゃないかなというふうに思いま

す。 

 したがいまして、この１項、２項とも、現時点において、会派としては不採択というふう
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にいたします。 

○白石委員長 永久の会さん。 

○山本委員 永久の会、請願第28号ですが、現行の自治基本条例において、十分機能がなされ

ていると思いますので、１項、２項とも不採択です。 

○白石委員長 市民さん。 

○宮野委員 文京区では、「文の京」自治基本条例において、区民が行政情報を知る権利を保

障することや、区の執行機関が積極的な情報提供を図り、区民への説明責任を果たすといっ

た考え方が明記されております。 

 情報公開の理念や説明責任については、既に条例レベルで明文化がされており、改めて

「情報は区民のもの」と記述し直さなければ理念が欠けるという状況ではないというふうに

認識しております。 

 本請願で触れられている区、杉並区で示された「情報は区民のもの」という表現は、区長

の政治的なスローガンとしての側面もあって、そうした背景や文脈を踏まえずに、そのまま

文京区に適用するということについては、少し慎重になるべきではないかと受け止めており

ますので、本請願１項、２項ともに不採択とさせていただきます。 

○白石委員長 区民が主役さん。 

○海津委員 今、文京区の情報公開制度の中で、黒塗りにされた部分が多くあり、それで審査

請求も、たしか非常に混雑しております。私はかつて情報公開をしたら、全文が全て非公開

になった。そのときに審査請求をして、その後、非公開の情報の該当に当たらないと、全文

が公開になったという経緯がございました。 

 非常に、ここに書かれている請願理由というのは納得できるものです。ただし、この請願

事項に、区政情報は区民のものであるというふうな基本的な考え方をどう書き込むのが、職

員の皆様方と共有ができるのか、また、情報公開制度の事務要領もどのような文章で改定し

ていくのが実効性が高まるのかということを、会派としては、もう少し吟味したいと思い、

この１項、２項とも継続いたします。 

○白石委員長 日本共産党さん。 

○金子副委員長 当然、杉並区と文京区でも政治過程が違いますので、そのままというわけに

は当然いかないわけでありますが、ただ、私が先ほど質疑した情報公開制度の事務要領とい

うのは、第４版ということで、平成27年２月ということになっているんですね。制度は昭和

61年からということになっているわけで、現行条例は平成13年からということです。 
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 「文の京」は平成17年ということなんだけど、情報は区民と共有していると。それは、情

報は区民のものと同じ趣旨だという御答弁で、だったらその共有ということをもう少し踏み

込んで、この決まりというか、ルールというか、その考え方をもう少しきちっと示してもい

いんではないかなというふうに思います。共有という言葉でなくていいと思うんですね。だ

から、杉並区に倣って、区民のものって別に言わなくてもいいんだけれども、共有では、な

かなかちょっと固いかなという感じもします。何ていえばいいかって、ちょっと今、思い当

たりませんけれども、しかし、住民が主人公と、自治体の、住民自治の本旨とかというのを

考えると、そうだろうなというふうに思うわけでありまして、この事務要領の改定の２項目、

それから請願事項の１項目を含めて、採択ということでいきたいと思います。 

○白石委員長 請願受理第28号の審査結果を申し上げます。 

 請願事項第１項、採択１、不採択６、継続１、よって原案を不採択すべきものと決定いた

します。 

 請願事項２、採択１、不採択６、継続１、よって原案を不採択すべきものと決定をいたし

ます。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○白石委員長 次に、理事者報告に入ります。 

 各部ごとに報告を受け、質疑は項目ごと行ってまいりたいと思います。 

 それでは、企画政策部より１件、報告事項１「令和７年度「文の京」総合戦略の進行管理

の実施結果について」、お願いいたします。 

 川﨑企画課長。 

○川﨑企画課長 本件について、御報告いたします。 

 資料が３つございます。まず、ファイルの１－１、資料第１号を御覧ください。 

 初めに、一番上、１の概要ですが、(1)に記載のとおり、総合戦略に掲げる主要課題の解

決に向けた事業の実績等を戦略点検シートにより、点検・分析を行っております。 

 また、(2)の行財政運営分野についても、行財政運営点検シートによって、取組の成果や

課題を振り返り、次年度以降のより効果的・効率的な施策の展開等につなげるために、今後

の取組の方向性を確認しております。 

 令和７年度の進行管理は、昨年度６年度の取組状況を振り返り、来年度８年度以降の当初

予算や重点施策など、展開につなげるものとなります。 

 ２の対象、３の取組体制は、記載のとおりでございます。 



令和７年10月２日 総務区民委員会（速報版） 

－４９－ 

 続いて、一番下の５、昨年度からの変更点を御覧ください。 

 ６年度までは、「５、次年度、事業をどうするか」という項目があり、計画事業ごとに次

年度の方向性を継続やレベルアップで示していたところですが、こちら現時点では、来年度

の当初予算や重点施策は、明らかでない段階でございますので、昨年度の議会の御意見等も

踏まえまして、今回から項目５を廃止し、「４、今後どのに進めていくか（展開）」という

項目のところにおきまして、施策（主要課題）レベルでの来年度に向けた進め方を詳しく記

載する書式に改めたものでございます。 

 次のファイル１－２、別紙１を御覧ください。 

 こちらの４ページから７ページにかけて、戦略点検シートの見方というページがございま

すが、そのうち６ページを御覧ください。 

 こちらのページ、一番下、青い四角囲みで４の部分でございます。こちらの部分が、今後

どのように進めていくか（展開）の項目でございます。今回から、こちらで、施策（主要課

題レベル）での進め方について詳しく記載するという書式となったものでございます。 

 ４ページにお戻りください。 

 四角０の項目、４年後の目指す姿・計画期間の方向性の内容を踏まえまして、その下の四

角１で、６年度の事業を振り返っております。 

 次に、６ページにお進みください。 

 一番上の四角２で、社会環境等の変化も確認した上で、その下、四角３で、成果と課題を

整理しております。グラフなどの最新状況も更新いたしまして、点検評価を実施する流れと

なっています。 

 それらを踏まえまして、最後に、四角４で今後の展開を示しているというところでござい

ます。 

 続きまして、次のファイル１－３、別紙２を御覧ください。 

 別紙２、行財政運営点検シートでございます。こちらの２ページを御覧ください。行財政

運営の分野につきましては、大きく４つの視点から項目分けしております。 

 １の区民サービスのさらなる向上、２の多様な行政需要に対応する施設の整備、３の財政

の健全性の維持、４の質の高い区民サービスを支える組織体制の構築、以上大きな４つの項

目ごとに、関連する取組の成果と課題を分析しております。 

 なお、この報告内容を含む、総合戦略の最新状況でございますが、区ホームページに掲載

をしているところでございます。非常に幅広い内容でございますので、議会から御意見も踏
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まえまして、分かりやすく整理する形で見せ方を工夫しているところでございます。 

 主要課題の詳細、後ほどホームページを御覧いただきたいんですが、青いボタンを作って

おりまして、こちらは基本政策ごとにグループ分けをして、52の主要課題ごとの詳細ページ

を説明しております。 

 また、緑ボタンで、全体版といたしまして、年度ごとのシートを掲載しているほか、赤い

ボタンでは、人口・財政状況等の最新状況を、また黄色いボタンでは、ＳＤＧｓの取組も主

要課題と17のゴールの関連を掲載しております。 

 以上、総合戦略といたしまして、計画期間中であっても、施策や事業の展開には絶えず検

証を加えまして、見せ方も工夫しながら、社会状況の変化に適用する、課題解決型の区政運

営を推進しているところでございます。 

 御報告は以上でございます。 

○白石委員長 それでは、質疑のある方、挙手をお願いいたします。 

 名取委員。 

○名取委員 ページで141ページ、52の事業の点検作業ということで、今回この戦略シート、

今年も作っていただいて、見せ方については、様々な工夫をされて、大変見やすいものにな

ってきたのかなというふうに感じております。文京区の人口も24万人を超えて、先ほどの請

願の中でもいろんな議論があった中で、職員の求められる姿というお話もありましたけれど

も、様々な区民ニーズがこれだけ多様化している中で、その要望をいかに的確にそれぞれの

政策に落とし込んでいって、それがどのぐらい進捗しているかというのが分かるためには、

ツールとしてこのシートというのは、大変大切なものだなと思いますし、このシートを作る

上で、職員の皆さんの努力ですとか、そういったものには敬意を表したいと思います。 

 確かにこれを見ると、区民の人も見ただけで、それぞれの事業がどういうふうに進捗して

いるのかというのは非常に分かりやすいですし、私どもも大変参考にさせていただいて、こ

の資料を見せていただいております。 

 まず初めに、ちょっと大きいところなんですが、そういった中で、以前からいろんな、

様々な機会で話が出ていると思うんですが、いわゆるスクラップ・アンド・ビルドで、以前

ですと、継続ですとか廃止というような表現でなっていたと思うんですけれども、今後、こ

れだけ毎年毎年いろんな需要が変わっていく中で、スクラップ・アンド・ビルドのタイミン

グといいますかね、というのを、この重点もそうでしょうけれども、どういうタイミングで

どういうふうに共有していって、これをスリムにしつつ、また新しいものを加えていくかと



令和７年10月２日 総務区民委員会（速報版） 

－５１－ 

いう、その基本的な考え方をまず１点、先にお聞きしたいんですが。 

○白石委員長 川﨑企画課長。 

○川﨑企画課長 御覧いただいたとおり、本当に52の主要課題、非常に幅広い内容でございま

して、事業も多岐に及んでいるというところでございます。委員御指摘のとおり、行政需要

が多様化しておりますし、また、国の制度改正等も多数ございまして、それに伴う区の取り

組む事業と、また予算、また職員の数も近年増え続けているというところでございます。 

 こうした行政課題に、引き続き区として取り組んでいくためには、スクラップ・アンド・

ビルドの視点というのは非常に重要でございます。今回の報告は、現時点で昨年度の事業の

進捗状況を確認したものでございます。今後、来年度予算に向けて予算の編成が進んでまい

ります。また、11月議会には、例年ですと重点施策を御報告させていただく流れになろうか

と思っております。 

 こうした重点施策に取り組んでいくためには、業務の効率化ですとか事務の効率化、また、

類似事業がございましたら、そこを統合するですとか、そういった視点も必要になってくる

というふうに思っております。 

 また、行財政の運営シートでもございますけれども、事務の効率化のためには、現在、Ｄ

Ｘの推進というところも区のほうで取り組んでいるところでございまして、こうした取組を

進めながら、事務の効率化を進めて、新たな行政需要にも対応できるような体制を整えてま

いりたいというふうに思っております。 

○白石委員長 名取委員。 

○名取委員 ありがとうございます。様々な見直しを行っていく中で、横串というのも大変重

要なんじゃないかなと思うんですよね。それぞれの課だけで見ていたら見えないところです

とか、新しい発見があるんじゃないかなと思うので、そのあたりの、いわゆる会議体までつ

くることはないのかもしれないんですけれども、そういった意見交換の場というのは考えた

りしていらっしゃいますかね。 

○白石委員長 川﨑企画課長。 

○川﨑企画課長 こちらのシートですけれども、横串を刺すという視点で作っておりまして、

事業も一つの担当課だけではなくて、複数の課にまたがった事業のほうを掲載しております。 

 こうしたシートを作る際には、担当課とまた企画も入りまして、担当者同士で状況の確認、

意見交換というところを進めているところでございます。 

 また、今後、10月下旬から11月にかけまして、今後、基本構想推進の区民協議会が開催さ
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れます。公募区民ですとか団体推薦の委員さん、そこに区の職員も出席いたしまして、さら

に点検評価を進めていただく流れとなっておりますので、こういったところで区民委員の皆

様の御意見等もいただきながら、そこには複数の所管部の職員も参りますので、御意見を聞

きながら、横串を刺した政策の推進につなげていきたいというふうに思っております。 

○白石委員長 名取委員。 

○名取委員 ありがとうございます。ぜひ、そうやって広く意見を聞きながら、様々な施策を

前に進めていっていただきたいと思いますが、今回、この中の話をしていいんでしたっけ。 

○白石委員長 答えられる……。 

○名取委員 答えられるものであれば。課がいればね。 

 では、まず最初に、主要課題の36番、地域コミュニティの活性化というところなんだけど、

ページでいうと99ページ。 

 地域コミュニティの活性化ということで、これだけ今、文京区、人口が増えてきて、いわ

ゆる町会・自治会の様々な課題というのは、もういろんな場面で、各委員もみんな聞いてい

ると思うんですよね。だから、その担い手不足ということに対して、人口が増えていって、

担い手不足、町会・自治会の担い手不足というのが本当に喫緊の課題だろうなと思っていま

す。 

 そういった中で、地域のコロナ後にお祭りだとかイベントが再開したものに対して、新し

い住民の方ですとか、小さいお子さんを連れた参加者の方が大変増えているのも現状ですし、

それを町会の役員さんたちが一生懸命面倒を見ながら、お祭りをやったりイベントをやった

りしているというのが、文京区中のイベントで見れる光景かなと思っているんですね。 

 地域によっては、ＰＴＡですとか育成会ですとかという、若いお父さん、お母さんに手伝

ってもらって、イベントを前に進めていくというところもあるんですが、それがそのイベン

トだけで終わっていまして、町会行事の様々な場面にそういう人たちの力を借りる方策って

ないのかなというのを、何回もいろんな場面でお話しさせていただいています。 

 行政とすれば、できることというのは限られていますし、去年も、他団体と一緒にイベン

トをやれば、補助金を出して協力しますよという形での協力はよく耳にというか、実際使わ

せていただいたりはしているんですが、その町会の担い手の人材育成という観点からいくと、

すごい難しいだろうなと思うし、今、新しいマンションがこれだけ増えていて、小さいお子

さんもたくさんいる中で、イベントのときだけ参加して、町会の年寄りが一生懸命汗かきな

がらやっているのを見ると、何か違うような気もしているんですよ。 
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 そのあたりで、まず担い手の育成という意味で、区として、何か協力できる方法ってない

のかな。それは金額だけじゃなくて、育成という意味で、もちろん自治体に頑張れというの

は前から言われているし、自分たちで人を探してこいよという話はよく聞きますし、我々も

声はかけますけれども、地域の我々の声がけだけでは、現実問題増えてこないのが今の現状

かなと思っているんですよね。 

 そういった中で、まず町会の担い手の育成という意味で、区としてどんな応援ができるの

かなというところを１点お聞きしたいんですけれども。 

○白石委員長 木村区民課長。 

○木村区民課長 育成というところはすごく難しいところでして、またそういった人材を発掘

していくというのがすごく、町会の方々も本当に大変なところを私たちも聞いています。そ

の中で、今回の自治会加入促進事業補助金、こちらで他団体とイベントをしていただいて、

補助金を出しているというのは、一つ、委員も先ほどおっしゃったとおりなんですけど、そ

の後どうつながっていくかについては、我々もいろいろ今考えているところの中で、様々な、

例えば若い方向けに町会に入っていただく、また担い手になっていただくために、ちょっと

町会向けのＳＮＳ講座とか、そういうものもやっていています。 

 そういった中で、今の町会長さんたちだけだと、担い手がなかなか難しいんですけど、そ

ういった若い方をＳＮＳ、例えばインスタグラムですとか、そういったものをやっていただ

くために参加していただくような、そんな取組もしておりますので、そういったきっかけで

進めていければなと思っています。 

○白石委員長 12時になりましたので、休憩を取りたいと思います。 

 午後１時から再開をしてまいりたいと思います。 

午後 ０時００分 休憩 

午後 １時００分 再開 

○白石委員長 それでは、総務区民委員会を再開いたします。 

 午前中の質疑に続いて、名取委員。 

○名取委員 答弁ありがとうございました。ＳＮＳを活用していくというお話をいただきまし

た。確かに、今ですと、私のほうの育成会のほうでは、いろんなイベントの参加申込みをＱ

Ｒコードで読み取って、参加してくださいということで、それをやると、大体、若い人たち

はもう抵抗なく、申込みがたくさん来るような状況になっています。逆に、地元の人たちが、

例えば盆踊りをやったときなんか、音を聞いて、のぞきに来る人が入れないよというような
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状況があったりとかということはあるんですけれども、そういった意味では、ＳＮＳの活用

というのは大変重要なものだろうなと思っています。 

 また、区でも、今までいろんな機会を捉えて社会福祉協議会と協力しながら活動していた

りということで、地域の担い手の育成ということに対して、しっかり取り組んでいただいて

いることは重々承知はした上で、あと一手何かないかなと。あと一手、マンションの新しい

住民ですとか、地域の若い人たちを、町会に目を向ける。イベントの参加だけじゃなくて、

お手伝いも含めて、地域の高齢者の人たちとの触れ合いじゃないんですけれども、そういっ

たものも、面白い話もたくさん聞けると思うので、そういった魅力を発信できるような何か

方法がないかなと思いますので、ちょっと考えていただければなと思うんですが、答弁あり

ますか。 

○白石委員長 木村区民課長。 

○木村区民課長 今、名取委員のおっしゃったような、そこまでいくかどうかちょっと分から

ないんですけど、今、私どもの重点施策、今年度の重点施策の中では、そういった、先ほど

のＳＮＳ等を活用した広報の伴走支援と、加えて、町会の役員さん向けに、町会・自治会運

営マニュアルというのを今、作成しているところです。私どものほうで案のほうをつくって、

各町会長さんたちのほうにお送りして、いろいろ意見をいただきながら、今、まとめている

ところなんですけれども、そういった役員の人たちのスムーズな引継ぎを支援していくよう

な、そういったものも今、取り組んでいるところでございます。 

○白石委員長 名取委員。 

○名取委員 ありがとうございました。ぜひ、前に進めていただきたいなと思います。 

 次に、主要課題の35番、96ページ、都市交流の促進ということで、国際交流も含めて、国

内の都市交流、今年の５月にも水戸と連携・交流都市協定を結んでいただきました。現在、

文京区は15の都市と様々な協定を結んでいますけれども、これの一定の効果ですとか、続け

ていく上での意義みたいなものがあれば、ちょっと教えていただきたいんですが。 

○白石委員長 阿部観光・都市交流担当課長。 

○阿部観光・都市交流担当課長 今、委員からございました国内外との交流における意義でご

ざいますけれども、様々、事業を通しまして、区にはない他地域の魅力を知っていただく。

そこから翻って、文京区の魅力自体も再認識していただくと。そういった形で、区への愛着

を深めていただくようなことにつながるんだろうなというふうに思ってございます。 

 そういった事業を積み重ねていって、他の地域ですとか、他地域の住民の方々と文京区民
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に関わりを持っていただくことで、例えば生活の活力になったり、少しでも人生が豊かにな

るような、そういった形で区民に還元していけるように、我々も力を入れて取り組んでいき

たいというふうに思ってございます。 

○白石委員長 名取委員。 

○名取委員 ありがとうございます。確かに様々なイベントのときに、関連都市の物産展を開

いていただいたりしながら、区民に発信をしていただいていますが、相互交流という意味で、

例えば山村体験をやっていらっしゃったりしてくれていますけれども、こういったものを今

後、行ったり来たりという意味で、今は、物産とかそういった意味で、文京区の区民の人た

ちにそれぞれの地方の魅力を発信はしてはくれているんですけれども、相互交流というのを

これからどのように進めていくお考えがあるかどうかをちょっとお聞きしたいんですが。 

○白石委員長 阿部観光・都市交流担当課長。 

○阿部観光・都市交流担当課長 今、相互交流というようなお話がございました。例えば先ほ

ど委員からもお話がありました、今年の５月に都市の提携を行いました水戸市の関係では、

例えば今年度ですけれども、文京区の子どもたちを連れて、水戸市の市内の森林体験のツア

ーというものも、バスツアーですね、実施をする予定でございます。行った先で、水戸市さ

んの協力を得まして、水戸市、市が組織している高校生のボランティアのグループのような

ものがありまして、その子どもたちとの交流するようなプログラムというのも水戸市と連携

しながら今、実施をしていきたいというふうに思っているところでございます。 

 様々な形で交流の形式があろうかと思いますけれども、なるべくお互いの住民の交流につ

ながるような事業というのを、それぞれで実施できるようにしていきたいというふうに考え

てございます。 

○白石委員長 名取委員。 

○名取委員 ありがとうございました。ぜひ、前に進めていっていただきたいということもあ

りますし、今の水戸に子どもたちを連れていくというのも大変いい企画かなと思うんですが、

距離的な問題とかもありますので、それぞれの提携している都市とのね。ですから、近いと

ころであれば、そういう形で、日頃のお付き合いといいますかね、例えば学校の課外授業と

かで行ってみるとか、いろんな考え方があると思うので、せっかく提携を結んでいただいて

いるんですから、お互いにそれぞれの魅力をしっかり理解できるような取組をこれからも進

めていっていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 
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○白石委員長 引き続いて、宮野委員。 

○宮野委員 私も少し、項目別ということになるのかもしれないんですけれども、ちょっと２

つの項目にまたがるところで、８ページの１番、妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援と、

それからちょっと飛ぶんですが、41ページの13、総合的な相談・支援体制の強化と子どもの

権利擁護というところで関わってくることなんですけれども、児童福祉法の改正を受けて、

今年度、新しくこども家庭センターが機能整備をされました。それを受けて、この２つの項

目のところで、こども家庭センターの連携強化と一体的な支援の必要性が言及をされており

ます。 

 １のところについては、母子保健と児童福祉の切れ目のない支援というところで、こども

家庭センターが中心を担うことになっていく課題だと思っております。 

 そして、13の項目については、こども家庭センターが児童虐待防止の予防的支援を担う重

要な役割を担うことになると思っております。 

 こうした組織体制、機能の変更を踏まえて、こども家庭センターにおける業務を主要課題

にひもづく計画事業として総合戦略に追加して、点検していく必要があると思うんですけれ

ども、どのような御認識でしょうか。 

○白石委員長 川﨑企画課長。 

○川﨑企画課長 今、御質問のこども家庭センターでございますけれども、こちら児童福祉法

の改正によりまして、各区市町村で設置について努めるということにされておりますけれど

も、区では、今年度からこども家庭支援センター、児童福祉センター担っております。また、

母子保健機能を担っている保健サービスセンター、こちらが今まで以上に連携・協力して、

こども家庭センターとしての機能を果たすというところで取り組んでいるところでございま

す。 

 今回のシートでいいますと、No.の妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援というところと、

また併せまして、No.13、総合的な相談・支援体制の強化と子どもとの権利擁護というとこ

ろで、こちらの成果や課題というところと、今後どのように進めていくかというところで記

載をしております。 

 こちら、今回の振り返りが令和６年度のものですので、これからやっていきますというよ

うな記載になっておりますけれども、課題としても区としても捉えておりまして、例えば取

組ですと、合同ケース会議の実施ですとか、サポートプランの作成、これに当たりましては、

統括支援員を設置して、区として取り組んでいくということにしております。こちら相談を



令和７年10月２日 総務区民委員会（速報版） 

－５７－ 

受けていただけるよう、周知にも取り組んでいきたいというふうに考えているところでござ

います。 

 総合戦略の中での位置付けでございますけれども、こちらの事業につきましては、新年度、

来年度、どのようなものにしていくかというのは、各所管と協議をして検討してまいりたい

というふうに考えております。 

○白石委員長 宮野委員。 

○宮野委員 ありがとうございます。大きな変更の一つだと思いますので、こども家庭センタ

ーの取組の状況をしっかりと可視化して、検証していくためにも、ぜひお願いしたいという

ふうに思っております。 

 それからもう一つ、行財政点検シートの８ページのところにあります子ども宅食プロジェ

クトについてなんですけれども、この子ども宅食プロジェクトについては、物価高騰等の影

響によって、利用世帯には一層の支援が必要となっていると思います。そういう状況である

のに対して、一方では寄附金が減少しているということについて、非常に危機感を持ってお

ります。本事業については、一部のＳＮＳで、政治的な側面があるのか分かりませんけれど

も、一部の情報を切り取って、事実と異なる誹謗中傷のような投稿が拡散されているのをた

びたび目撃しております。 

 寄附金の減少の背景は、一概にはもちろん言えないと思いますが、その一因としては、こ

のような背景も含まれている可能性があるのではないかなと思っております。これについて

は、本日、所管課がいないので、本日は聞くことはいたしません。 

 お聞きしたいのは、広報戦略課さんに対してなんですけれども、誤った情報が拡散されて

いることに対して、区がもっと積極的にホームページ上で情報提供を行ったりですとか、区

のメッセージを発信するなどのそういった対応を積極的にしていかなければ、そのしわ寄せ

が結果的に子どもたちへ降りかかってしまうのではないかなと危惧しております。現在、カ

スハラ対策にも取り組んでいる中で、こうしたＳＮＳでの誤った事実の拡散、事業の妨害と

いう行為に対して、区としてのリスクマネジメントですとか、対策が必要と思うんですけれ

ども、その辺の方針をお聞かせいただけたらと思います。 

○白石委員長 横山広報戦略課長。 

○横山広報戦略課長 今、お話いただきましたような状況につきましては、まず、いわゆる炎

上であるとか誹謗中傷、また不確かな情報が拡散されるような状況というのは、昨今、ＳＮ

Ｓの普及によってかなり大きくなってきているような現状でございます。そういったところ
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におきましては、まず情報が正しく伝わることが非常に重要というふうに考えておりますの

で、まず公である我々区のほうからも、正しい情報をしっかり発信することが重要というふ

うに考えておりまして、そういった中でも、ホームページをはじめ、我々についても、ＳＮ

Ｓ、かなり多用して発信するように努めておりますので、そういった中でしっかりと情報発

信することで、不確かな情報が拡散しないように努めてまいりたいというふうに考えてござ

います。 

○白石委員長 宮野委員。 

○宮野委員 ありがとうございます。所管の課長さんともしっかり連携をしていただいて、物

価高騰で支援を必要としている子育て世帯へしわ寄せがいかないように、しっかりと対策に

取り組んでいただきたいということを要望させていただきます。 

 以上です。 

○白石委員長 ありがとうございました。 

 では、海津委員。 

○海津委員 私は、まずは、いろいろあるんですが、行財政運営点検シート、20ページ、内部

統制制度についてからお伺いしたいと思います。 

 昨日、みんなの学びサポート事業について御質問させていただきました。そこで分かった

ことは、契約書とか見積書といった予算の根拠となる正式な文書がないまま、予算を計上し

ていたと。金額の合理性も事業実行の確実性も担保できていない状態だったと。ただ、準備

的な側面でやったということはお聞きしましたけれども、自治体は、内部統制制度に基づい

て、財務報告の信頼性、法令遵守、業務の有効性を確保しなければいけないわけですよね。

だとすると、そうした契約書がないのに、予算流用とかいう形でしていくということは、こ

れは明らかな内部統制上の重大な不備に当たるのではないかと思うんですけど、そこの見解

をまずお伺いします。 

○白石委員長 畑中総務課長。 

○畑中総務課長 今、御指摘のありました教育委員会の事例につきましては、現状、総務課と

しては、内部統制の事案ということではお話は受けておりませんけれども、毎年度、各所属

のほうで事務執行を振り返って、リスク評価シートを基に評価を行って、不備があったか、

なかったかと、それが重大であったかどうかというところを検証していくということになり

ますので、今回の事例につきましても、改めて７年度の事務執行の評価という中で、所属の

ほうの判断、さらには内部統制の推進本部での判断ということになろうかと思います。 
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○白石委員長 海津委員。 

○海津委員 判断していくということなんですけれども、これ運用上の重大な不備に当たると

いう見識はお持ちかどうか、内部統制上。ちょっとそこをお聞かせください。 

○白石委員長 畑中総務課長。 

○畑中総務課長 私も今、昨日の委員会でのやり取り以上の情報を持っておりませんので、改

めて教育委員会のほうからも事情を伺った上で、最終的には幹事会を経て本部での判断とい

うことになろうかと思います。 

○白石委員長 海津委員。 

○海津委員 昨日、申し上げたように、６月20日に実施要綱を記載し、そこのところでは、契

約はされていない、見積書もその後、そして予算さえも実施要綱、募集もした後に、──予

算もついていると。これがもし重大な不備でないとしたら、その明確な理由というのが相当

に必要になってくるんじゃないかと思いますので、そこはしっかりとお願いをしたいと思い

ます。 

 あわせて、教育委員会が臨時会を、非常に定例会以上に開いたりしているわけですよね。

昨日も申し上げましたけど、昨年度は定例会が12回、臨時会が13回、そこの議事録も何もな

い中で、様々な予算執行なんかがもう決まっていく。それは、やはり区民に約束している根

拠、どういうふうな話があってやるということに関しても、重大な運用上の不備に当たると

考えていますので、そこもしっかりと検討いただきたいと併せてお願いをしておきます。 

 次は、もう一つのほうのページで、総合戦略シートのほうの進行管理のほうで、24ページ、

グローバル社会で必要とされる能力の育成のところに、国際バカロレア機構が開発した教員

研修を実施しますというふうになっているんですが、教員研修についてのことでお伺いした

いんですが、本会議質問でもさせていただきましたが、去年、令和６年９月の時点では、こ

のＩＢの代表の方が言われていたのは、繰り返し言われているんですよね、スマイルバトン

というところに、初め６月の段階では決まっていたんですね。スマイルバトンというのは、

実績のある団体ですというふうに、ＩＢの代理の方はして、区とＩＢとスマイルバトンで共

催ですというふうなことも言われていた。 

 そして、９月の段階でも、区とスマイルバトンで契約すると区は言っているわけです。Ｉ

Ｂがスマイルバトンに研修プログラムを提供、で、スマイルバトンで業務委託契約を締結す

るというふうにここまでなっているんですね。 

 それで、その中でも、区としてもしっかりと、スマイルバトンしかできないことなのかと
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いうことも聞いて、そうですと、そういう認識で結構ですということをこの代表の方は言っ

ている。 

 そしたら、突然、令和７年３月になって、シルバーファーンホールディングスというとこ

ろが、ＩＢとしては、著作権の管理の関係上、スマイルバトンではなく、シルバーファーン

ホールディングスに一元管理してもらいたいと言って、そこから急にシルバーファーンホー

ルディングスに随意契約することになったとなるんですけれども、そこで契約管財課にお伺

いしたいんですけれども、スマイルバトンとの話は、一切、このシルバーファーンホールデ

ィングスとの前にはなかったんでしょうか。 

○白石委員長 木口契約管財課長。 

○木口契約管財課長 御指摘のスマイルバトンに関しましては、令和６年11月に、私どものほ

うで随契業者登録申請といいまして、区の随意契約を行う前段としての業者登録の仕組みが

ございます。こちらに、特定非営利活動法人スマイルバトンということで、この申請がされ

たところで、こちらについては契約管財課としても確認しているところでございます。 

○白石委員長 海津委員。 

○海津委員 何か不思議ですよね。ＩＢの研修をできるのは唯一のところだとして、スマイル

バトンと契約をした。それが唯一じゃなかったということなんですよね。今回出てきたのは、

シルバーファーンホールディングスという、そういう理解でよろしいですか。 

○白石委員長 木口契約管財課長。 

○木口契約管財課長 この提出が昨年11月にこの申請書があったタイミングでは、スマイルバ

トンがこのバカロレアの研修プログラムを利用する予定であるということでの登録申請でご

ざいました。その一方で、本年度、令和７年３月には、改めて随契業者登録申請書、先ほど

と同じ書類が提出を受けておりまして、こちらについては、シルバーファーンホールディン

グス株式会社のほうについて、こちらが随契業者登録申請書ということで、登録を受けてい

るところでございます。 

○白石委員長 海津委員。 

○海津委員 分かりました。スマイルバトンが唯一だったところが、唯一が今度変わってしま

ったと。そこは教育委員会のほうから提出されたことですから、契約管財とすれば、そこの

ところがどう確認したかというと、特にあそこのところで唯一なところだというふうな申請

しかなかったということは、先にお聞きしているところなので、分かるところなんですけれ

ども。 
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 で、区のほうにも、ではシルバーファーンホールディングスが確実なのかというふうに、

本会議質問でお伺いしたところ、国際バカロレア機構が内規に従って適切に事業者を変更し

たものと認識しておりますと言って、ではそれの根拠になるものは何ですかと言ったら、こ

の本当に短い議事録が添付されて、ほかには何もなかったんですよね。 

 シルバーファーンホールディングスのホームページを見ても、ホームページさえも存在し

ない。何かこれで、700万円ですかね、近いお金がここに流れていくということに本当に誰

も疑問を持たないのかということがすごく不思議なんですけど、随契ってそのぐらいのレベ

ルで、本人が言ったらそれでオーケーってなるものなのか、お伺いしたいと思います。 

○白石委員長 海津委員、グローバル社会で必要とされる能力のところから、随分話が、文教

委員会で議論されるようなところまでですが、でも今、契約のことなので、そこだけは聞き

ますけれども。 

 では、木口契約管財課長。 

○木口契約管財課長 先ほど３月の書類というのは、あくまでもこのシルバーファーンホール

ディングス株式会社から、業者の登録申請をされて受けたものでございます。最終的には、

その後、令和７年５月に、私どもが契約するに当たりまして、特に、いわゆる随意契約で業

者を指定して、契約する際に、業者指定依頼書という書式を活用して手続をするんですけれ

ども、こちらの中で、最終的に随意契約につながるための指定理由ですとか、そういったも

のを整理して、実際の契約に至っているものでございます。 

 この段階におきましては、様々な経緯があった結果、やはり本年度のこのバカロレアの研

修をやるためには、このシルバーファーンホールディングスしかやれないといったところを

私どもも教育推進部のほうから確認しておりまして、その理由が妥当であると判断いたしま

したので、契約管財課としてもこの随意契約については妥当であると認識したところでござ

います。 

○白石委員長 海津委員。 

○海津委員 随意契約、ここしかないというところでやられるというところに関すると、やは

り御本人のシルバーファーンホールディングスの代表とＩＢの代理が同一人物ですから、そ

このあたりの不透明さというものが、今、情報公開で見せていただいた限りの中の文書では、

御本人からの申出、ＩＢがそう言っているというのにすぎないんですよね。それをそのまま

教育委員会が書いているというところなので、やはりそこには疑問が生じると思います。 

 それともう一点、契約についてお伺いしたいのが、今回の契約は、教育委員会と、研修で
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すから契約からするわけですよね、このシルバーファーンホールディングス。その中で、教

育長代理でもある清水俊明教育委員が所属されている一般社団法人世界イマーシブラーニン

グ推進協会というところの評議員に清水委員、そして成澤区長、それからこのＩＢの代理人

となっている――――（削除部分）氏、かつシルバーファーンホールディングスの代表理事

でもある、――（削除部分）さんですよね。この方が一緒なんですよね。一緒の評議員をさ

れている。ここは、利益相反的なことはないんですかね。教育長の御答弁は、関係者が同じ

団体で役職を持つことについては、教育委員会として関知する立場にはないと言っておられ

るんですが、これ関知かどうかの問題より、利益相反の問題があるんじゃないかなと思うん

ですけど、契約としてどうなのかというのを御見解をお伺いしたいと思います。 

○白石委員長 木口契約管財課長。 

○木口契約管財課長 ちょっと今、御指摘いただいた点は、今、お話を伺った限りの情報で判

断いたしますと、それが直ちに利益相反に該当するとは契約管財としても考えておりません。 

○白石委員長 海津委員。 

○海津委員 そこはやはり区民にしっかりと説明がつくような形で、依頼する側と依頼される

側が同じだということ。それから、この世界イマーシブラーニング推進協会、お三方が入ら

れている社団法人は、ＨＡＤＯという次世代アクティビティのＡＲ技術を用いた、なさって

いらっしゃるんですけれども、ここの開発にも関わっていらっしゃる会社です。ここの会社

の──ここの会社じゃないんですけど、ＨＡＤＯというゲームを指ヶ谷小学校とかで実践し

たりとか、様々ある中で、実態として、文京区やっていますので、やっぱりそこのところの

つながり的には、非常に疑問を持たれる区民もいらっしゃいますので、ぜひ、説明責任、区

民が納得できるような説明をぜひお願いしておきたいと思います。よろしくお願いします。 

 次に、戦略点検シート、17ページ、就学児童の多様な放課後の居場所づくりというところ

なんですけど、この中に、ずっと再三申し上げている、昨日も申し上げましたけど、令和５

年の代表質問のときに、障害のある子の中１の壁ということで御質問させていただいて、し

っかりと検討していくということなんですが、でも、ここの就学児童の多様な放課後の居場

所づくりのところに、１行も、中１の壁、育成室が必要だった子どもたちのその先について

は、１行も触れられていないんですね。なぜ、こういう子どもたちがまるで透明人間化され

ているのか、戦略点検シート、横串を刺す中での御見解をお伺いしたいと思います。 

○白石委員長 川﨑企画課長。 

○川﨑企画課長 こちらの点検シートでございますけれども、各事業の所管課と企画課のほう
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で確認をしながら作成をしているものでございます。委員御指摘の中１の壁というところも、

区としては認識をしておりますけれども、限りのあるスペースの中で、記載をした中で、今

回については記載がされてないというものでございます。 

○白石委員長 海津委員。 

○海津委員 認識していただいているのは分かりました。ならば、やはりきちっと書き込まれ

て、初めて認識が伝わるわけですよね。なので、やはり当事者の方たちが忘れられていない

ということはとても大事なことだと思いますので、そうしたことはしっかりと、この点検シ

ートを見ていただくときに、漏れているものはないかということは、常々、多様な視点でチ

ェックいただけるように、よろしくお願いしたいと思います。 

 それからもう一点、30ページ、学校施設等の計画的な改築・改修のところでお伺いしたい

んですけど、これって、ユニバーサルデザインを進めていきますということも書かれている

んですけれども、本会議質問でもしましたが、柳町小学校は、区も認めていますが、エレベ

ーターが小学校にはついていないんですね。認定こども園、それから児童館に行くほうのと

ころしかエレベーターがついていなくて、小学校にはエレベーターがないために、認定こど

も園のところのエレベーターを、すみません、貸してくださいと言って借りる、遠回りの設

計になっているんですね。 

 それで、教育委員会も、そこの中で認定こども園、遠回りするのは分かっていると。そう

した中で、でもしようがないんですよみたいな、今回もそんなことを言っているんですが、

これって学ぶ権利からすると、非常に、遠回りが一つの事業、例えば下に下りるにしても、

校庭へ出るにしても、行きで３分、帰りも３分というふうになれば、授業に参加するのも全

然違ってくる。遊ぶ時間も変わってくる。 

 ですから、私はここでお伺いしたいのが、子どもが当然与えられている権利がここで奪わ

れていくということからしたときに、人権の担当でいらっしゃる区の所管としては、そうし

たことに疑問を持たず、設計にも何も言わないのかどうかの見解を聞かせていただきたいと

思います。 

○白石委員長 川﨑企画課長。 

○川﨑企画課長 委員御質問の柳町小学校のエレベーターというところでございますけれども、

過去、教育委員会も答弁されているかと思いますけれども、柳町小学校のエレベーターの配

置につきましては、１階、２階、３階と、またその他教室、体育館というところを踏まえま

まして、施設全体で検討した結果、現在の設計としているというところで聞いているところ
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でございます。 

 区といたしましても、今般、公共施設管理計画を進める中で、ユニバーサルデザインに関

する検討もただいま進めているところでございますので、そういった視点も設計のほうには

反映させていきたいというふうに思っているところでございます。 

 また、人権というところでございますけれども、当然、私ども地方公務員、公務員として、

憲法尊重擁護義務というところでございまして、人権は尊重するというところで考えている

ところでございます。 

○白石委員長 ありがとうございます。 

 海津委員。 

○海津委員 ただ、人権をね、今のままだと柳町小学校は、障害がある、車椅子でエレベータ

ーとかを利用しないと上下に移動ができないというところからしたときに、侵害しているん

ですよね。本来だったら、ユニバーサルデザインで階段と同じように横のところにあれば、

同じような動線で動くことができるのに、動けないと。 

 ですから、人権が分かっていながら、もう認めているんですよ、遠回りになりますよ、２

つ、３つ先に移動になりますがねって、議会答弁でもされているぐらいなんです。でも、そ

れが放置されている文京区って、今度、こどもの権利条例もつくるんですよね。その中で、

まるで障害のある子は別です、しようがないですよねなのか、実際に改修、千代田区もそう

ですし、いろんなところで後づけでエレベーターをつけているんですよ。ですから、今の学

校施設の建て替えの段階でも、今からでもエレベーターを、やはり人権をきちっと考えたと

きに、やろうと思えばできるはずなんですけど、それができないということなんですか。お

金がないからできない。お金をかけてもやるつもりはない。それとも、何なんでかね。そこ

を具体的に教えていただきたいと思います。 

○白石委員長 川﨑企画課長。 

○川﨑企画課長 先ほど御答弁申し上げたとおり、公共施設管理計画の中でユニバーサルデザ

インというところも進めていくところでございますけれども、それに当たりましては、様々

な敷地の条件ですとか建物の条件、あと既存建物の場合は、今、申し上げた建物の条件とい

うところが大きく影響してくるかと思っております。 

 区としても、今後進めていくに当たりましては、中規模改修、大規模改修などのタイミン

グを捉えて、そういったところは進めていきたいというふうに考えているところでございま

す。 
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○白石委員長 大畑整備技術課長。 

○大畑整備技術課長 柳町小学校のエレベーターについてなんですけれども、委員御指摘のよ

うに、幼稚園部分だけにあって、わざわざ借りてというような思想ではなく、幼稚園とこど

も園部分と小学校部分と共用とするという思想の下、当初から設計をしております。たまた

ま１期、２期と校区が分かれているという中で、１期の校舎であるこども園、それから上が

体育館となっておりますが、そちら部分にエレベーターがあるというだけであって、小学校

部分の使い勝手も踏まえた設計となっております。 

○白石委員長 海津委員。 

○海津委員 ごめんなさい、使い勝手は、歩ける人から見てですよね。やっぱり車椅子の方か

ら見たら違うということは、ここでこれ以上議論してもあれだと思いますが、やはりユニバ

ーサルデザインを掲げている限り、今、造られているもので、これから50年、60年使ってい

く施設ですので、やはり子どもたちにそうした、私たちから見たら勝手がいいはずだではな

くて、車椅子の方たちにとっても、差別されない、当たり前に動線で動けるということをき

ちっと具体的なものにしていっていただけますように、再度、人権という視点、こどもの権

利条例をつくる文京区らしい設計をあえてお願いしたいと思います。 

 最後に一つだけ。この行財政運営点検シート、様々いいんですが、最終的にもう一つだけ

あれなのが、これ全部情報という形では発信していただいて、非常に分かりやすくていいと

思うんですが、この間、こうした点検シートの基になる様々な審議会とかそういうところの

インターネット中継を今の段階でやりませんと言われているんですけれども、今、それも、

インターネットで動画が拡散されたりとか、切り取られて拡散されたりとか言っていらっし

ゃるんですが、それは今の時代からすると、逆行するだろうなと思っていますし、まして情

報発信、情報アクセシビリティに関する条例をつくっている文京区ですので、できるもの、

動画で伝えていくというのは、それが同時ですよね、遅くではなくて、それから速やかに議

事録を作っているといったって、１か月先なんですよね。なので、少なくとも審議会、区民

参画しているところは、まずそこに御理解いただいた上でというのはあると思いますが、総

合教育会議や教育委員会は、特別公務員であり、皆さん公務員の方々が参画するだけの会議

ですので、速やかなインターネット中継はすべきだと思うんですが、最後にそこだけ教えて

ください。 

○白石委員長 川﨑企画課長。 

○川﨑企画課長 区の様々な会議のインターネット中継というところでございますけれども、
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先日の一般質問の答弁でもあったとおり、インターネット中継、オンライン配信について、

会場に来られない方にとって、情報技術の発展に伴いまして、新たな手法として、そういっ

た方が情報を得る機会の貴重な一つということは認識しております。 

 現在、基本構想の区民協議会等で試験的に実施をしておりますけれども、そういった効果

があるというところは感じているところでございますが、一方で、答弁でもあったとおり、

ネット中継に伴う様々な課題があるというふうに承知をしております。 

 今後、会議ごとにそういった課題をクリアできるかというところの状況、様々ございます

けれども、そういった課題をクリアできるかというところをそれぞれの会議ごとに検討を進

めてまいりたいというふうに考えております。 

○白石委員長 海津委員。 

○海津委員 もう一度言います。教育委員会、それから教育総合会議に関するって、公務員で

すので、これで私的なものでも、プライベートなものでもなくて、公式な発言ですので、そ

れが拡散された、動画で切り取られるとかそういうことに対しては、毅然とやればいいこと

であるので、しっかりと速やかな動画配信を改めて要望して、終わります。 

○白石委員長 では、浅田委員。 

○浅田委員 名取委員のちょっと続きをということで。区民サービスのさらなる向上、ＩＣＴ

を活用した区民サービスの充実というところで、結構同じ課題を抱えていて、地域の高齢化、

様々な行事、イベント等に対して、地域の高齢化が進んでいて、なかなか重いという声は

多々聞きます。 

 その中で、いや、これは大したもんだなと思って見ているのは、私、所属でいえば、汐見

の地域活動センターの中にあるんですよね。そこで、あそこに座っていらっしゃる阿部課長

が地域活動センターのＬＩＮＥを立ち上げていただいて、これが各地活もそれぞれ始まって

いるそうですけれども、この登録の数はうちがトップだといって自慢されていて、いや、そ

れはいいことだと思うんですね。 

 で、そのことと、それから文京区のＬＩＮＥ、大体この２つを見ると、行事は何をやって

いるかというのは大抵分かりますよね。非常にそれ自体はすばらしいことで、僕らみたいに

ちょっと年取った人間でもついていける。で、感謝しています。本当にいいことだと思いま

す。 

 これは、ただ感じることなんですけど、いろんな行事の情報を区民の方に知らせて、そこ

に参加する方は、結構、今、イベントをやると増えていまして、特に子ども連れの家庭なん
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かの参加というのは非常に増えている。こういってはなんですけど、何をやってもたくさん

方が見えるというふうに思う。だけど、ではそうした地域の活動を担う人がなかなかいない

という、これが名取さんも言われているとおりだと思うんです。 

 私なんかが今、一番心がけているのは、担う人、一緒にやってくれませんかということを

併せてお願いする。例えばですよ、地域のお祭りみたいなのやるじゃないですか。焼きそば

をやるというんだったら、焼きそばを焼いてくれる人、お願いします、集まってください、

綿あめをやってくれる人、集まってくださいという、参加する側と中で運営する側、ここに

呼びかける。そうすると、１人や２人、絶対出てくるんですよね。学園祭をやったって、焼

きそば、買う側の人もいれば、焼いてみたいという側の人というのは必ずいるんですよ。 

 千駄木マラソンをやっても、もちろん走る、自分の子どもが走る、そのことを見たいとい

うのはあるけど、中にはロープを持って、安全、やってあげるよという人もいるんですよ。

だから、ぜひ呼びかけるときに、これは──僕は、協働・協治というのは、区だけに責任じ

ゃなくて、僕ら側が一緒にやる中で、行事を担う人、これも併せて、宣伝するときに必ず担

い手さん何人来てくださいということも含めて、一緒にね、そうすれば、ほんの僅かですけ

れども、つながってくるように思う。これは正直言って、私の経験でもあるんです。だから、

とにかく一緒に運営しましょうよということを言うことね。 

 ただ、もう一つ、これは反省しなきゃいけないのは、地域の年配の人ほど、新しい方が来

るじゃないですか、そうすると必ず、あいつは誰だというところから始まっちゃうんですよ。

敷居が高くなっちゃうのね。だから、そういうことじゃなくて、本当にその地域が一緒にな

って、この地域の住んでいる方、この地域にお仕事なり何なり一緒に来ている方が、その行

事を担うということを、我々もやりますけど、ぜひ区のほうも心がけてやっていただきたい。

これが１つ。 

 それともう一点は、今、東京都、これ文京区もそうなんですけど、物すごい、今、東京都、

お金があって、はっきり言って、物すごいばらまきですよね。今、ここでばらまきのことを

言うんじゃなくて、地域でいろんな行事をやるときに、補助金申請、東京都、物すごい数の

メニューがあるんですね。だけど、それを実際に申請してみると、この手間と複雑さ、もう

これにはほとんどの、普通の地域の方が申請しても、途中で投げてしまいます。それぐらい

複雑、面倒くさい、やってられない、で、投げちゃっている。 

 ちょっとそこに区の、誰になるか分かりませんけれども、そういうことに御相談に乗って

いただけるとか、一緒に書類作成とかしていただけるようなことにならないと、正直言って、
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普通の町会員の方、普通の健全育成会の仕事を持っている方なんかでは、とてもやってられ

ないですよね。本当に面倒くさい。だから、例えばどんなに面倒くさいかというのを……。 

（「ちょっと話が長い……」と言う人あり） 

○浅田委員 言わなくてもいい。でも、大体伝わりますよね。 

（「いや、答弁もらう……」と言う人あり） 

○白石委員長 木村区民課長。 

○木村区民課長 まず、最初の地活のＬＩＮＥなんですけれども、これまだ１つできてないと

ころがあるんですけど、今年度中に９地区全部できる形になりますので、今、そういったお

祭り等とか、そういうものをどんどん発信しているところでございます。 

 そういった中に、例えば今の浅田委員のお話の中で、地活のＬＩＮＥだけで情報発信でき

るもの、できないもの、やっぱりありますので、例えばこの間そういったＳＮＳの研修をや

ったときに、他地域のことではあるんですけれども、そういったインスタグラムなんかを町

会のほうでつくっていただいて、そこの中に、お祭りのときに焼きそばを作っていただく方

募集とかって、実際それをやっているところもあります。そういったものも、この間ちょっ

とそういったお話をする機会があったので、町会の皆さんにちょっとお話をさせていただき

ました。 

 ただ、いきなりインスタグラムというと、みんなハードルが高いので、まずは例えばチラ

シの中でそういったものを取り込んでいくのがいいんじゃないかとか、そういったところも

ちょっと話をさせていただいたので、そういったチラシを作成するところから、そういった

ことも付け加えていきながら、また、私どものほうも、できる対応は一緒にしていきますの

で、そういった中で、一緒になって取り組めればなとは思っています。 

 また、先ほどの補助金のサポートという部分につきましては、今でもサポートについては

地活の所長を含めて、そういったところ手伝いはしてはいるんですけれども、今時点での対

応としては、そういった形でやっているところでございます。 

○白石委員長 浅田委員。 

○浅田委員 補助金申請の大変さは、皆さんのほうが一番よく御存じじゃないかと思うんです

よ。ですから、ちょっとその御協力は、体制を考えてやっていただきたいと。今日のところ

はここにしておきますけど、また次回続きますからね、よろしくお願いします。 

 次、質の高い区民サービスを支える組織体制の構築というところです。 

 ちょっと職員の関係になってきますけれども、請願のところでちょっと議論になりました
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けれども、コミュニケーション能力の向上であるとか、それから企画力の向上であるとかと

いうことが最近よく言われます。 

 実は、私のやっている子ども食堂のところに、これ名前を言いますけれども、議事録は消

していただいて結構ですけど、ただ、そうしないとイメージが分かりづらいので、名前をあ

えて言いますけれど、明治安田生命本社企画部というところから順番にボランティアで見え

ています。どういう目的なんですかと聞いたら、保険会社の商品を売ることが目的ではない

です。社員が地域に入って、様々な地域の方に触れるとか、あるいはそこの文化に触れると

か、あるいは叱られてくるとか、何でもいいから、地域の中に入って、コミュニケーション

能力を磨いてきてくださいというのが、大きな意味で仕事の一つになっているんですね。 

 これはどういうことかというと、今の職場の中で、パソコンを使ってグラフを作ったり、

あるいはデータ分析したり、そういうのはめちゃくちゃみんな得意だと。だけれども、職員

同士が協力し合って、あるいはコミュニケーションを取りながら一つの業務を遂行していく

能力が極めて弱くなっているという、それを少しでも改善したいというのが目的ですという

ふうに来て言っている。 

 これについては、その保険会社の方だけじゃなくて、これもちょっと名前を言っちゃいま

すけど、例えば講談社の本社でも同じことを言われていますね。エーザイさんだってそうで

す。言われています。これはどういうことかというと、私たち、正規だけでも2,000人の職

員、非正規、会計年度を入れたら3,000人いらっしゃるこの文京区の中で、本当の意味での

区民とのコミュニケーション能力、それから職員同士のコミュニケーション能力、これをど

う高めていくのかというのが今問われていると思います。 

 では、そういうことをどうですかと聞いたら、いや、研修をやっていますと言うんですよ。

大抵そうですね。今、文京区でも研修をやられています。この研修だけでは、正直言って、

もう限界に来ているということも言われているんですよ。もっともっと外に出て、いろんな

意見を持っている方、いろんな職種の方、置かれている状況の方の実情、叱られたっていい、

失敗したっていい、とにかく地域に出て学んでくるということが本当に必要じゃないかとい

うふうに今、言われていますよね。そういう職員の、今、言ったようなコミュニケーション

能力を文京区としても培っていく。これが今、問われているんじゃないかというふうに思い

ますが、どなたかな、受けるの……。 

○白石委員長 中川職員課長。 

○中川職員課長 委員おっしゃるように、職員の育成というところで、では全て研修で解決で
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きるかといいますと、なかなかそこは難しい部分があるのは事実だと思います。今、委員が

おっしゃる、民間の方の例を出していただいたと思いますけれども、地域に出るというよう

なところで、今、国のほうでも、自治体のほうの、いわゆる兼業兼職制度というようなもの

で活用しながら、地域に出ていくというようなことを進めているような状況もございます。 

 そういう意味で、研修で外に出ていくということではなくて、それが必ずしも文京区とい

うことじゃない、実際に住んでいる場所の地域かもしれませんけれども、そういったような

ところに職員が出ていくというようなことについては、進められているところではございま

すので、そういった中で、我々職員の中でもそういったものを、制度というところでいえば、

活用しながら、地域とのつながりを深めていく、新しい知見を得ていく、そういった機会に

なっていく、そういう余地はあるのかなというところは考えているところでございます。 

○白石委員長 浅田委員。 

○浅田委員 ぜひ、地域と、例えば、ちょっと名前を出しちゃったけど、阿部課長、前の地域

の所長だったりすると、偏屈な、頑固な、わがままなおじさんたちを相手に仕事をしなきゃ

いけない。でも、それが私は身になっているんじゃないかと思うんですよね、そういうこと

が、実は。そうですよね。だから、立場とか持ち場ということを言い出したら、結局あまり

進歩がないんですよね、正直言って。本当のコミュニケーションというのは、相手を理解す

ると同時に、お互いが高め合うということが当然問われてきますよね。そういうことをしな

いと、いつまでたっても、どうしても自分の持ち場の仕事に終始してしまうということにな

りがちなんですよね。 

 では、ここでいって、名前はちょっと言いませんけど、例えば子ども食堂というのは、始

まって大体十二、三年になりますよね。これはスタート時点としては、大きな意味での子ど

もの貧困を地域が支えるというところからスタートして、行政が支えている。なっているじ

ゃないですか。では、ここの中で、実際に子ども食堂に文京区で行かれたことありますか、

見られたことありますか、どんなことをしているか。はい、では行ったことあるよ。これを

言うとまたあれだけど、でも、やっぱりそういうことなんですよ。私は、ちゃんと文京区の、

名前を言わないほうがいいですけれども、上のほうの人、こそっとね、ちょっと私的に私は

見学に来ましたという方は、この中にはいらっしゃいます。そういう方は、やっぱりすばら

しいなと思いますし、それから皆さんの中でも、私はそういう区民の中の活動ということに

ついては、ぜひ、これからのこの職員の育成というところに位置付けていただきたいという

ふうに思います。何かあれば。 
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○白石委員長 中川職員課長。 

○中川職員課長 先ほど申し上げたような、もろもろ制度とかもありますし、その職員育成と

いう視点でも、どういうことができるか、研修以外の視点で考えていく必要はあるというふ

うには思っております。やはり職員の中でのコミュニケーションもそうですし、外とのコミ

ュニケーションもそうですけれども、そういったものを培っていかないと、職員の本業であ

る我々の行政事務というところにも、もろもろ影響が出るところとは考えておりますので、

そのあたりも含めた総合的な部分で、今後どういったことをやれるのか、やっていくのかと

いうことは検討してまいりたいと思っております。 

○白石委員長 山本委員。 

○山本委員 行財政のほうで、最後のページの国有地の本駒二丁目について、お聞きをしたい

と思います。 

 先日、初めての住民説明会が本駒込地域センターで行われまして、もちろん私も出席をさ

せていただきました。まず、率直に、岡村担当課長を中心に、本当に真摯に区民の様々な意

見や、そしてまた指摘を酌み取って、しっかりとお答えをしていたなということで、私もい

ろんな区民説明会、いろんなというか、地域に関わることや、また、公園の再整備などで聞

かせていただいたり、出る機会がありますけれども、区の職員の方って、本当に立派だな、

人間ができているなと思って、特にこの間は改めて感心をさせていただきました。 

 そして、初めて区民の皆様に文京区の考え方がお示しをされたというところでございます

けれども、私も率直に言って、結構御反対の意見の方が多く手を挙げられておられて、私、

開始10分ぐらい前には行っていたんですけど、最初、人数はぱらぱらだったんですが、始ま

る本当に寸前ぐらいでどどっと来て、四、五十人、一気に埋まりました。 

 で、始まりまして、そういった声が聞こえてきて、あらあらと、私も一傍聴者としていま

したけれども、これ結構先行き心配だなというような形で、言葉を選んで言わなきゃいけな

いのも、結構辛辣な御意見を言われる方がおられて、もう区役所、存在がないみたいなぐら

いの御意見が出ている中でも、課長は本当に真摯にお答えして、結構こういうのって区民感

情大事なので、取っかかりだとか、最初大事なので、そういったことをよく課長は、やっぱ

り知っているんだなと思って、岡村さんに限らず、区の職員の方、本当に立派だな。だから、

私も区民説明会全部行っているわけじゃないですけど、いろんなの、ほかの僕が行ってない

ところでも、きっとしっかりと対応しているんだなと確信はさせていただきました。 

 で、本題というか、この件に関しましては、私も私なりにいろいろと関わらせていただい
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た経緯の中で、ここでお聞きできること、できないことと考えながら質問しなきゃいけない

んですけれども、まずは、国有地の区への、当該自治体への、何売りというんだ、売却じゃ

なくて、打診というか、ありますよね。まず最初に、自治体のほうにお話が国から来て、そ

れでどうしても話がまとまらず、もしくは区が必要ありませんということであると、民間に

次、売却、手に移るということは、間違いないですよ。ここは私もずっと思っていました。 

 それで、今回の件に関して、いろいろ私なりに思ったのは、まず１点目なんですけれども、

だから、公有地の取得の流れなんですよね。そういった最初の話が、打診が来ると、非常に

行政、自治体、要するに皆さんの公金を預かる、運用していくということでは、そういった

安く買えるということで、非常にいいことだなと思うんですけれども、もうかなり、２年以

上前になるんでしょうかね、最初に議会で報告があったときには、国有地二丁目に関しては、

福祉目的なもので使わせていただくことで、国のほうに取得の意向を出していますというこ

となんですが、あのときは僕、もうさらっと頭の中に入っていたんですけれども、私がよく

あのとき言っていたのは、とにかく地元の地域の町会、また近隣の皆様に御理解をいただけ

るような形で進めてねということで、あまり口を挟むといけないと思っているので、お任せ

をしていたんですけれども。 

 そんな中で、ずっと見ていまして、この間の説明会のときに、もう何かすごい勢いで反対

される方は、ここぞとばかりにいろんな御意見を言っていたんですが、もう少し事前に早く

理解や御説明ができていれば、そういうことにもならないし、今後の進め方に関しても、非

常にスムーズな形で行くんではなかったかなというふうに思っていまして、その公有地の取

得の流れについて、例えば最初に福祉目的でということでやっていますということで聞いて、

そういうふうに結局なったんですけれども、なってから説明会を開くまでも結構時間もあり

ましたし、そんな流れの中で、私も感じたんですが、もう少し早く、福祉目的でやるんだと

いうところから、近隣や住民の人に説明をしていたのかどうかというところをちょっとまず

教えてもらいたいですよね。 

○白石委員長 岡村用地・施設マネジメント担当課長。 

○岡村用地・施設マネジメント担当課長 本駒込二丁目国有地につきましては、今、委員から

御紹介のありましたとおり、国のほうから情報提供という形で、令和５年にいただいており

まして、その中で、区のほうで行政需要に鑑みて、取得を希望するか、しないかということ

で、区としては、当時から、おっしゃられたように、福祉目的等ございますので、行政需要

に鑑みて取得をしたいということで申し上げてまいりまして、本年度になるまで、具体的に
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はどのような活用をしていくのかというようなところで、庁内で詰めていたというようなと

ころはございます。 

 一番直近でいいますと、令和７年２月の自治制度のほうで、高齢者、障害者、また児童福

祉の整備用地という形で、大きな形で御報告をしていたという形にはなります。この高齢者、

障害者、児童福祉、この中身を具体的に詰めるというようなところで、１年程度の時間を要

してしまったというところがございます。 

 と申しますのも、例えば高齢者の施設の部分につきましては、直近の昭和小学校の問題が

ございました。様々、高齢者の施設というところで候補はあったところではございますけれ

ども、この本駒込の地域におきまして、昭和小学校の問題というようなところが大きく出て

きたといったところがありまして、行政需要の変化に柔軟に対応するための検討の時間だっ

たというふうに考えてございます。 

 昭和小学校に関しましては、委員も御存じのとおり、隣地の取得なども様々な方策を考え

てきたところではございますけれども、そういったところがなかなか解決に結びつかなかっ

たというような現状もございまして、今回、国有地の取得の中で解決を図っていきたいとい

うことで、方向性を示してきたというところでございます。 

 そういったところで、時間を要してしまったところはございますけれども、今回、改めて

活用方策ということで具体的に地域のほうにお話をさせていただきまして、今回の様々御意

見いただいた中で、もう少し丁寧に意見聴取をしていかなくちゃいけないというようなとこ

ろで、我々も考えてございますので、引き続き丁寧な意見聴取をしながら、地域のほうにも

御理解をいただき、進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

○白石委員長 山本委員。 

○山本委員 ありがとうございます。それで、取得に関して、何か国のほうから、こういう目

的で考えてくれとか、縛りとかがあるのかないのか、買うか買わないに当たっては、とりあ

えず買いたいので、ちょっと待っててくださいとか、そういうことも言えるのか。やっぱり

公金、公有施設ですから、こういう目的で、先ほど、こういった行政需要があって、かくか

くしかじか、こうだからこれでお願いしますって、やっぱり言わなきゃいけないのか。その

辺、どうなんですか。 

○白石委員長 岡村用地・施設マネジメント担当課長。 

○岡村用地・施設マネジメント担当課長 国への取得要望の中では、きちんと区の行政需要を

捉えた上で、こういう目的で取得をしたいということで主張をしていく必要がございまして、
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それの必要性や重要性、あと緊急性ですね、この土地を使ってこういうことをしていきたい

んだということをきちんと国のほうに御説明をしなくてはいけませんので、そういった中で、

単に買うということは、当然、公有地を取得するに当たって、単に買うということはないん

ですけれども、国有地を取得するに当たっては、国のほうできちんと審査をいただいた上で、

区のほうにお譲りいただく、その必要がございますので、そういった手続を踏みながら進め

ていく必要があります。 

○白石委員長 山本委員。 

○山本委員 ありがとうございます。もちろんそうだと思います。で、そのときに、では必要

なものを国のほうに提示をして、それで審査してもらうという中で、その審査にのっける前

の段階で、ちょっと主立った人に、区民の方に説明したり、ちょっと理解を求めるようなこ

と、こういう考えがあるぐらいのことをちらっと言えるということはできないんでしょうか

ね。 

○白石委員長 岡村用地・施設マネジメント担当課長。 

○岡村用地・施設マネジメント担当課長 ８月に意見交換会をしましたけれども、その前には、

地域の町会長さんとかとは、事前にこういうような方策でやっていきたいというようなとこ

ろの下話は何回かさせていただいておりまして、その令和５年に取得要望を出す際にも、あ

る程度の方向性というようなところは、地域のほうにはお話はしてはいたところでございま

す。ただ、今回、地域の方皆さんを集めてお話をするというのは、この８月にさせていただ

くのは初めてだったというところでございます。 

○白石委員長 山本委員。 

○山本委員 すみません、そこで、下話でという話を言っていただいたので、町会長さん、や

っぱり必ず、それいいですけれども、何かやるときに、まず町会長さん、それもちろん大事

なんですが、私の経験則で言うと、かつて、今、進んでいる元町ウェルネスパークのときも、

やっぱり最終、最後はどうしても隣近所、両隣じゃないですけど、やっぱり地続きというか、

もう本当に当該地の隣近所の人がやっぱり何かしら御意見が出てくると思うんですけれども

その辺のフォローとか、下話のときにちょっと感触を聞くとか、そういうことはやれなかっ

たのかなと思うんですけど、進め方の問題で、そういうふうに段階でやっているのかどうか、

その辺、ちょっと確認したいんですけど。 

○白石委員長 岡村用地・施設マネジメント担当課長。 

○岡村用地・施設マネジメント担当課長 活用方策を決めるに当たって、ある程度の方向性と
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いうところで、これまで話をさせていただいてございましたけれども、今般、様々、行政需

要の検討を進める中で、具体的に固まってまいりましたので、初めてお話をさせていただい

たのが、先日の意見交換会となります。これ以降に、様々、意見をいただいているところで

ございますので、改めて近隣の皆様に丁寧に御説明する機会というのは、この後も設けてい

きたいというふうに計画はしてございまして、その中で、今、委員がおっしゃられたような、

近隣の皆様の様々なお考えというようなところは酌み取っていきながら、区のほうでできる

こと、できないこと、そういうところの御説明しながら進めてまいりたいというふうに考え

てございます。 

○白石委員長 山本委員。 

○山本委員 ちょっと長くなっちゃうんですけど、すみません。ぜひ、今後、近隣の方も含め

て、きっと個別でお話をしにいくんだろうと、御理解をいただくようにやるんだろうと思い

ますけれども、本当に足繁く通っていただいたりして、細かくお話を聞いて、今の皆さんで

なら絶対できると思うので、頑張っていただきたいなということと、その後になりますけれ

ども、計画等々が素案が出てくると、またここで御報告があるんだろうと思いますけれども、

ぜひ最大限、最大限配慮した形での施設をお願いしたいなということだけを申し上げさせて

いただきたいと思います。 

 で、ちらっと出ましたが、昭和小学校のことで話がありました。これ実は、私もいろいろ、

皆さんと関わらせていただいて、お話を聞いている中で、今回の国有地の取得で説明会に関

して、結構、１年間ぐらいスパンが空いてしまって、今、岡村課長から昭和小学校の行政需

要が出てきたということで、そういうことでってやって、その頃、いろいろ、昭和小学校の

隣接しているところでビルが売りに出るということで、どうしようか、取得しようかという

ことで止まっていたということもあったので、その辺の、今回の説明会が少し時間が空いた

というのは、一理は、私の責任もあるかなと思いながら感じているんですけれども、一生懸

命やられて、何せ決定しないことには次に進めないという、これが行政のいいところでもあ

り、悪いところなのか分かりませんけれども、ぜひそういった意味では、さっき聞いたのは、

とりあえず手をつけておいて、あと待ってよというぐらい言えないのかなと思って、それは

要望として、希望としてお伝えをしておくだけにしておきますが。 

 で、ここのところ、小日向台町小学校の隣接地を取得したり、あとは窪町小学校の隣接地

を取得して、またはビルトインのビルにするとか教室を入れたりとか、そんな話も、何かぱ

んぱんと進んでいくなと、うらやましいなと私、指くわえて、いつも見ていて、聞いていて、



令和７年10月２日 総務区民委員会（速報版） 

－７６－ 

それで、そこへきて、東邦音大のばーんと140億ぐらい買いますって、すばらしいなって思

う反面、何かもうちょっと昭和のほうもなという気持ちもあったりしてですね。 

 何で、これ進むか、進まないかって、いろいろ私も教えていただいたら、更地引渡しが、

現況引渡しが一応基本だということになっていると聞きまして、昭和小学校の隣接地の売却

したいオーナーさんの場合は、ちょっと古いビルで、図面がもう古くて、中古で買ったらし

いんですよ、もう古いので図面もなくて、ただ、かなり地下に埋設物や大きな杭が入ってい

るので、それを更地渡しということになると、除去しなきゃいけないということで、そこで

かなりの費用がかかってしまうって、それを何もね、自分でそのお金は持って、区に公共施

設のために売りますというような方だったら、もっといいんですけれども、やっぱり御商売

をやられている方だし、そこに自分のところの社屋があって、それを売却して、また次の移

転先も考えなきゃいけないと。 

 そういった意味では、学校に協力されているんだということで、その意思をすごく尊重し

てあげたいなと思っている中で、更地引渡し、土の中のものは全部オーナーさんでお金を出

して除去して、それから売ってくださいと。しかも、除去費用はのせることが現実問題でき

ず、更地引渡しということになると、実際問題売れない、買ってもらえないというようなこ

とにやっぱりなってしまって、今や、実はもう中国系の企業が言い値で買ってくれちゃった

というような現状になってしまって、またあそこも外国人の方が所有するビルになってしま

うというようなことで、ちょっと近隣も注視はしている、見ているんですけれども、そうい

ったあれがあります。 

 なので、これは企画になるのか分からないですけれども、そういった現況更地引渡しとい

うのが、これもう絶対譲れない決まりなのか、弾力的にもうちょっと運用で──区長さんが

いないから言えるんだけれども、もう140億円、東邦音大を買えるんだから、少々借金して

も隣の家は買えってよく、民間でもありますけれども、喫緊の課題を解決するために、ここ

は英断をしていただいて、そこを取得するというような、元行政マンの人に私、ここじゃな

いですよ、違うところの元行政マンに聞いたら、トップの判断であればできるというふうに

ちょっと助言をいただいたりなんかもして、非常に期待をしていた部分もあったんですが、

確かに財産価格審議会に上げるときに、上げられないと。やっぱり区民の税金を使うには、

何だかんだ理由がないと、納得できる理由がないとできないというふうに、それも非常に分

かるんですよ、分かるんですけど、ぜひ英断をしていただいて、その仕組みを、更地じゃな

きゃできないというようなところを、何とかならないかな。あまり言っちゃうと、どんどん
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分かっちゃうんですけど……。 

（発言する人あり） 

○山本委員 分かりました、はいはい。 

○白石委員長 木口契約管財課長。 

○木口契約管財課長 更地引渡しについてのところですけど、私のほうから、今回、御指摘の

案件のみならず、全体的に更地引渡しという今、運用している趣旨について御説明をいたし

ます。 

 我々が本区として不動産を取得する場合に、今、ちょっと具体的に、今回の昭和小の例で

も具体例を委員がおっしゃいましたけれども、それに限らず、一般的な案件でも、やはりア

スベストをはじめ、地中埋設物等がどうしても埋まっている可能性がありまして、それが建

物が建ったままですと、もちろん、その時点でのその土地の所有者がある程度情報を把握さ

れているとは思うんですけれども、場合によっては、把握し切れてないものが土の中とかに

ある可能性も全くゼロではないというところがございますので、土地の地下にそういった本

来の契約の趣旨に適合しないようなものがないかどうかをやはりきちんと判断するためにも、

原則として更地引渡しという運用をしているところでございます。 

○白石委員長 山本委員。 

○山本委員 その原則を、ぜひ、原則なので、何とか検討していただきたいな、今後ね。と思

います。よく追加工事で、議案でも補正予算でも、地中埋設物が出てきました、アスベスト

が出てきました、補正しますってやります。それで、さっき途中で委員長がちょっと一回と

いってあれしたんだけど、言おうしたのは、育成室を建てさせていただいたオーナーさんが

いました。建設が始まりました。やっぱりそこの最初のもともとあった建物が本当古い建物

で、それこそ地中に何かがあるとか、何か用材があるんじゃないかとか、いろいろ近所のう

わさとかあったんですけれども、そこを買ったオーナーが、ほかの目的で買おうと思ったオ

ーナーが考え方を変えてくれて、育成室に、では足らないんだったら、していいですよと売

ってくれて、で、工事が始まりましたと、これやっぱり杭がいろいろ出てきて、当初のあれ

からは全然違って、また追加予算がありました、ガラも出てきましたということで、結構、

真摯に子育て支援課のほうでやっていただいた経緯があるんですね。 

 だから、途中でそういうことができるのに、何で教育関係だけ、現況引渡し、更地引渡し

が原則になっちゃっていたのかなと思って、もう一回だけ聞かせてください。企画じゃない、

そっち……。 
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○白石委員長 木口契約管財課長。 

○木口契約管財課長 その更地引渡しは、契約管財課でも関わっている例で、教育委員会以外

の案件でも、そういった前提で、いろいろそういった取引をしてきた経緯もありますし、今

後もそういった考えでやっていくところでございます。やはり建築物が残った状態での買取

りについては、オーナーさん側の御事情はいろいろあるかと思うんですけれども、やはり買

い取る側としては、契約に適合しない目的物とかが含まれてしまっているリスクがどうして

も残っておりますので、なかなか例外的な対応は難しくて、どうしてもそういったものにつ

いては慎重に判断していかざるを得ないものでございます。 

○白石委員長 山本委員。 

○山本委員 ありがとうございました。引き続き、御検討いただいて、そういうのもお願いし

たいと思います。 

 これ最後に、監査事務局長に聞きたいんですけど、例えば今回の東邦音大の140億円で取

得をしました、我々議会は大手を振って、もう大賛成、よくやった、さすが文京区って、称

賛でみんな言っているんですけど、声を上げているんですけど、例えば区民の方の声とかで、

140億円も税金を使ってもったいないだろうという声が１件でもあったのか。それかもくし

は、監査事務局長に、140億円、おかしいんじゃないか、その買物はと。住民監査請求を出

そうとか、出したとか、そういう話があるか、それだけちょっとお聞きしたいんです。 

○白石委員長 渡邊監査事務局長。 

○渡邊監査事務局長 区民の声として、そういった声があるか、ないかは、広報戦略課長の範

疇かと思いますけれども、少なくとも監査事務局に当該東邦音大購入に係る住民監査請求の

申請は現在出てきておりません。 

○白石委員長 山本委員。 

○山本委員 ないんですね、声もないと。だから、何を私、聞いたかというと、もう言いませ

んよ、絶対。だから、昭和小学校の隣の家をばーんと買っても、住民監査請求とか絶対来な

いから。私が保証しますから。なので、ぜひそういったことも含めて、制度の運用を見直し、

改善をよろしくお願いしたいと思います。 

 以上で、決算委員会だと時間を使っちゃうので、ここで使わせていただきました。ありが

とうございました。 

○白石委員長 吉村委員。 

○吉村委員 私からは、大きく２点質問させていただきたいと思います。 
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 まず、主要課題No.30、中小企業の企業力向上部分について、質問させていただきます。 

 計画の方向性として、中小企業を取り巻く経済状況を踏まえ、企業活動を支える資金繰り

の支援や、経営相談等の実効性のある支援を推進すると記載されておりますけれども、エネ

ルギー価格や原材料費の高騰が依然として続いている昨今、さらには10月１日以降、最低賃

金の引上げですとか、各商品の値上げも報道されておりまして、中小企業のコスト負担とい

うものはさらに増大していくことが考えられます。 

 中小企業が経営を継続していくためには、その企業力を向上させる必要があると言えます

が、まずは区として現状をどのように分析して取り組んでおられるのか、改めて教えてくだ

さい。 

 そしてまた、中小企業の企業力及び生産性を向上させるためにも、来年度に向けて、区の

事業については拡充が必要だと考えておりますけれども、そのお考えについても教えてくだ

さい。 

 地域の中に存在している中小企業は、その地域の商店街に加入している事業者も多くいら

っしゃることから、中小企業の企業力の向上を図るということは、次の項目にあるNo.31の

商店街の活性化というものにもつながっていくものであると思っていますので、非常に重要

な取組だと思いますので、よろしくお願いします。 

○白石委員長 内宮経済課長。 

○内宮経済課長 中小企業の企業力向上といったところで、現状の区の認識といったところで

ございますけれども、委員、今、お話しいただいたとおり、物価高の動向であったり、人手

不足の問題ですね、あと、相互関税のお話も、今年度に入ってからはやはり出てきたという

ところがありますので、経済なんですけど、国内外を含めて、様々な情勢に左右されるとい

いますか、先行きを見通すのはなかなか難しい現状にあるのかなというふうに認識はしてご

ざいます。 

 その中で、そういった先行き見えない中で、企業がどのように自身の力でその波を乗り切

っていくか、それを支援していくところが、行政の施策としても大切かなというふうに考え

ていて、経営基盤の強化、これが一番大切なポイントかなというふうに認識しているところ

でございます。 

 具体的に、それこそ今後の拡充みたいなところも含めてというところでございますが、持

続可能性向上支援補助金、生産性と省エネといった補助金もございます。あと、各種認証取

得や、知的財産なども、企業の基盤ですね、それを強化するのに非常に重要なテーマという
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ふうに考えてございますので、そういった補助金、これまでもかなり拡充するような形でも

取り組んできましたが、これが今後、ニーズ感を含めて、展開できないかどうかというのを

引き続き検討していくかなというふうに考えてございます。 

 また加えて、リスキリングですね、人の生産性を上げていくときに、人手不足の中でどう

やって生産性を上げるかとなると、やはり従業員の方のスキルアップといったところが非常

に重要になるかなと思っております。人材育成、リスキリングといったテーマも、今後、重

要な課題として取り組んでいくべき内容かなというふうに認識しているところでございます。 

○白石委員長 吉村委員。 

○吉村委員 ありがとうございます。今、現状について、どう把握されているかというところ

をお答えいただいたんですけれども、国内外、様々な情勢に、企業の経営状況というのは左

右されるもので、一概に先行きがこうだというふうに確実に言えるものはなくて、コロナ禍

だって、想定してないときにいきなりああいうことがあって、企業の方々とか非常に苦しい

思いもされているので、先行きが見えないので、経営基盤の強化というのが重要だというの

は、本当にそのとおりだと思っております。 

 で、持続可能性向上支援補助金、知的財産権の取得とか、認証取得ですね、持続可能性向

上支援補助金は、省エネ設備と生産性向上があるんですけれども、令和５年度にやったとき

に比べると、ちょっと申請要件が結構、従来どおりになったといえばそれまでなんですけど、

計画を提出したりとか、あとは省エネだったら診断を受けたりとか、ちょっと要件が厳しく

なっていて、それで申請をちゅうちょしてしまっている方とかもいらっしゃるとは思います

ので、そして、申請支援機関というんですか、ちょっと正式名称で言うと認定経営革新等支

援機関、中小企業庁が定めている、そちらで計画を策定──策定は、自分でしてもいいです

けど、そこで認証を受けなければいけないということで、ただ、策定自体もなかなかできる

方は少ないのかなとも思っておりますので、ちょっと零細企業だったりとか中小企業の方と

かは。 

 なので、そういった場合に、そういった支援機関の方へのアクセス方法がなかなか難しい

と。商工会議所にいたりとか、取引先銀行、金融機関さんとかがそういったところの認定支

援機関になっている場合とかは、無償でやってくれたりとかできるんですけれども、大抵は

士業の方とかに行かなければいけないんですけど、一覧でばーっと、何かざーっとすごい量

の方々が、東京都とかで検索すると出てきて、アクセスしたことない方に、急にどうやって

連絡を取ればいいのか分からないとか、ちょっととまどっている方もいらっしゃるので、そ
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ういったところは、区のほうでもちょっと御相談があったら、ただ、その方、誰かを選んだ

ことによって、その人が計画を策定して、それが通るかって、またそういうルートになって

いくので、責任をそこまで追い切れないというところはあると思うんですね。ただ、それで

も、案として、いろいろとこういう方々、近くで登録されている方、いらっしゃいますよと

かを丁寧に御案内していただけたらうれしいなというふうに思っております。 

 リスキリングについても、先日、本会議一般質問でも私も述べさせていただいているんで

すけれども、企業力向上のために、事業戦略とか将来像を見据えて、企業が事業の成長変革

に必要となる職業能力を従業員に取得させるということで、人材を、全部新しい方を採って

いくというのも、なかなか今、難しい状況になっておりますので、今いる方をスキルアップ

というのが本当に重要だと思いますし、こちらもこの資格取得に限らずに、何か幅広く認め、

そうですね、リスキリングの対象になっているというのが非常に重要なのかなと思っており

ますので、こちらで実施したことによって、今後の検証としては、企業の方々がそれをどう

いう講座とかで活用されて、それで企業でどういう声があったのかということまでちょっと

まとめていただけたら、今後のいろんな文京区の中小企業に対する施策とかにもつながって

いくのかなと思いますので、こちらはぜひよろしくお願いします。 

 知的財産権の取得費補助金については、知的財産権というのは、侵害されやすいものでも

ございますし、目に見えるものではないので、同時にいろんな方が使い得る情報というとこ

ろがございますので、そういったものを知的財産権ということで、登録といいますか、そう

いったことをして保護するというのは、非常に重要ですので、こういった補助金がちょっと

前からできていましたけれども、できているというのは、非常に重要かなと思っております

し、意外に利用者が多い、私があまりないのかなと思っていたら、案外多いということも聞

いておりますので、ぜひ、これは引き続き行っていただきたいんですけれども。 

 ただ、前提として、特に中小企業だったり零細企業の方って、知的財産権自体があまり分

からない場合もあると思うんですよ。ちょっと複雑ですよね。だから、自分が扱っている商

品だったりそういったアイデアみたいなものが知的財産権として登録できるものなのかとか、

そういったものとかを、前提知識を教えるような講座だったりとか、何か教えられるような

機会をさらに設けるのが一番いいのかなと思っております。 

 というのも、私の下にも結構相談とか地域の例えばケーキ屋さんだったりとか来て、こう

いうのって登録できるのかなとかって聞いてきたりすることもあるんですよ。でも、やっぱ

り、ちょっと自分で調べても何か難しいみたいなんですね。そういったところがあるので、
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で、私も著作権相談員というものも登録して、試験を受けて、何かやっているので、ちょっ

とそういう相談が来たりはするんですけれども、なので、区としても、そういったハードル

の高い、知らない方からするとハードルの高い内容になっていますので、ぜひそういった

方々のサポートもやっていただければと思っております。 

 認証取得についても、今後も情勢がそういう情勢ですので、継続して、さらに拡充してや

っていただけるようなことなのか──拡充というか、やっていただけるのかなと思っており

ますので、引き続きお願いします。ここまでで……。 

○白石委員長 内宮経済課長。 

○内宮経済課長 まず、認定支援機関のところですね、生産性のところの支援、先ほど町会の

補助金のお話もありましたけれども、やはり申請手続において、生産性のところを見るため

には、必要な書類ということでお願いしているところではございます。ただ、御指摘のとお

り、その作成に当たってのところで、かなり難しいといいますか、アプローチの部分を含め

て、それこそ経済課の職員、あとは、これについては東商とかも相談の窓口としてなってご

ざいますので、そこは協力し合いながら、中小企業支援員も回る中で、そういったアプロー

チというか、どこに相談したらというのも、共に相談に乗っているような状況でございます

ので、引き続きそれを丁寧に対応していきたいというふうに考えてございます。 

 リスキリングのところですね、今年度から資格取得を外した形での資格取得がないものも

対象という形で行っております。まだ途中という形なので、具体的なところの検証までは至

っていない状況ではございますが、今後出てきた実際の利用の状況ですね、そういったもの

を踏まえながら、次年度のところにつなげていければなというふうに考えているところでご

ざいます。 

 最後に、知財のところの研修といいますか、やはり中小企業の中で知財の重要性の理解と

いったところ、ニーズ感の高さは、やはり中小企業が大企業と価格交渉するではないですけ

れども、自らのプロダクトをアピールする、闘っていく材料としてやるためには、知財の重

要性というのは非常に大切なものがございまして、ただ、それを認識していただくためのセ

ミナーの開催、中小企業の委託、各種セミナーを委託して実施などしてございますので、

様々な研修の機会を捉えながら、周知はしていきたいというふうに考えてございます。 

○白石委員長 吉村委員。 

○吉村委員 ありがとうございます。今、認定支援機関についても、経済課さんとか東商さん

の職員さんとかと連携して、御紹介いただくということで、私も、今まで10件以上ですかね、
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誰か紹介してくれませんかって言われたりとかしたこともあって、最初にスタートがちょっ

と分かりづらいというか、アクセスしづらいんだなというのは、ちょっと感じているところ

ですので、丁寧に行っていただければと思います。 

 リスキリングについても、資格取得じゃないものも対象になったということで、今後、ど

ういったものとかにも広がっていって、皆さん活用されて、それがどう企業力向上に結びつ

いたのかということを、ちょっと実績としてまとめて、また御報告いただければとも思って

おりますし、知財の重要性についても、セミナーの開催とかも今もやっていただいていると

いうことですけれども、さらに、例えば回数ですとか、受講しやすさとかも検討の上、一人

でも多くの方が、自分が普通に──多分、知識がない方だと、それが守られるものなのかと

か、例えば登録とかいろいろすることによって、確かに大企業さんに交渉するときとかには、

あ、こういうところもちゃんとやっている企業さんなんだねという印象も与えられると思い

ますので、その企業の方々の売上げですとか経済力のさらに向上になっていくと思いますの

で、そこは引き続きお願いいたします。ありがとうございます。 

 続いて、もう一点だけ、私、質問したいとところがございまして、令和７年度行財政運営

点検シートのほうの行財政運営の視点１、区民サービスのさらなる向上、２の部分について、

質問したいと思います。 

 まず、各種証明書発行手数料の支払い及び公金の納付において、キャッシュレス決済端末

やオンライン決済フォーム等を活用し、キャッシュレス化を推進しますとのことですが、各

種証明書発行手数料の支払い及び公金の納付におけるキャッシュレス化について、現状及び

今後の課題について、教えていただけますでしょうか。 

○白石委員長 野苅家情報政策課長。 

○野苅家情報政策課長 各種のキャッシュレス決済の状況でございますけれども、例えば令和

６年度はふるさと歴史館の入館料ですとか、あとは戸籍住民課の各手数料ですね、こちらを

今、キャッシュレス化しているという状況でございます。今後につきましては、もちろん拡

大の意向でございまして、各所管課のニーズを捉えながら、情報政策課で恐らく一括して機

器を調達するような形で今後、展開していきたいと考えているところでございます。 

○白石委員長 吉村委員。 

○吉村委員 ありがとうございます。ということは、戸籍住民課の郵送請求についても定額小

為替じゃなくて、キャッシュレスでも今いける感じになっているということなんですか。 

○白石委員長 髙橋戸籍住民課長。 
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○髙橋戸籍住民課長 窓口におけるキャッシュレス決済については、今、情報政策課長が御答

弁申し上げたとおりでございます。 

 郵送請求につきましては、窓口もそうなんですけれども、今現在、２階の戸籍住民課のほ

うにつきましては、証明発行業務について委託をしておりまして、委託事業者がそのキャッ

シュレス決済のシステムを使えるかどうかとか、そういったハードルが一定ございます。た

だ、他自治体の事例を見ていくと、できるようになってきているところも増えておりますの

で、ここにつきましては、委託事業者のほうは対応ができるかどうかというところを踏まえ

て、検討していくという形になります。 

○白石委員長 吉村委員。 

○吉村委員 ありがとうございます。分かりました。窓口ではキャッシュレスで、郵送につい

ては、今後、システム、委託の業者さんの状況、対応できる状況なのかというところで考え

ていかれるということで、確かにほかの自治体さんですと、墨田区さんとかも実証的にやっ

ておられたりとか、ＬｏＧｏフォームとかを使って、たしかやっていらっしゃったような気

がするんですよね。なので、システム的にやろうと思えばでき得るとは思うので、委託の業

者さんがそれに対応できる内部のスキルとか、連携できるシステムを持っているとか、ちょ

っと私はここでは分からないのであれなんですけれども。 

 で、定額小為替の使用とかは、何か有効期限の管理ですとか、１枚200円とかで、そうい

ったものを、例えば、いろいろ士業の専門家の方とかは、よく請求するんですけれども、申

請するときに、そういう管理も大変だし、キャッシュレスがあったらうれしいというような

声も聞いておりますので、ぜひ、そちらは前向きに検討していただければと。定額小為替を

使うというところがあまり現代に即してないといったらあれなんですけど、ちょっと私も何

度か買いに行ったことはあるんですよ。自分も請求、他自治体にするときとかに。何か買う

だけでも手数料も取られるし──あ、発行するだけで。それで、結構何か大変なんですよね。

なので、そこら辺は、ＤＸ化が今こんなに推進されているので、そこもぜひ積極的に行って

いただきたいと思っております。 

 あと、こちらの部分で、外部からの攻撃や情報流出等に対する情報セキュリティ対策を強

化していきますという記載があるんですけれども、近年、国内外において、政府機関等に対

するサイバー攻撃とかが続発しておりますね。サイバー攻撃というのは、攻撃の実行者の特

定が難しいとか、攻撃の被害が潜在化する傾向がある。そして、国境を容易に越えて実行可

能であるといった特徴がありまして、国のみならず、私としては、自治体においても、サイ
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バー空間の脅威に対する対応能力の強化というものが本当に今、求められているのかなと思

っているんですけれども、文京区に対するサイバー攻撃ですかね、発生状況等というか、現

状を、答えられる範囲で教えてください、秘匿情報もありますので。 

○白石委員長 野苅家情報政策課長。 

○野苅家情報政策課長 今、委員からいただいたような具体的な文京区に対するサイバー攻撃

というものは、現時点では認識はございません。ちなみに、文京区の情報セキュリティを担

保する仕組みとしましては、これは文京区だけではなくて、東京都全体ですけれども、東京

都がセキュリティクラウドというサービスを設けておりまして、必ず外部とつながるときは、

そこを通じてインターネットなどつながっていくということで、東京都が一時的なゲートに

なってくれているというところです。ですので、日々、そこには様々な攻撃があるかと思い

ますけれども、そこで抑止になっていて、最終的に文京区には脅威が届いていないというよ

うな状況でございます。 

○白石委員長 吉村委員。 

○吉村委員 ありがとうございます。今、ちょっと私も勉強不足でしたけれども、東京都が、

情報セキュリティクラウドで、一時的なゲートをやってくださっているということで、今の

ところ、文京区にはサイバー攻撃されたというような認識がないというか、事実認識がない

というところで、ちょっと安心はしたんですけれども、こういったものもどんどんと手口と

かも、どんどん進化といったら語弊があるんですけど、進化していくものですので、ぜひ、

今後もサイバー攻撃とかそういったものに対するセキュリティというものは非常に強化して

いただきたいと思っております。 

 最近、個人に対してもいろいろ、サイバー攻撃じゃないんですけど、サイバーセキュリテ

ィの問題とかが生じ得ているんですよね。例えば私とかもＳＮＳをやっているんですけれど

も、海外から私のＳＮＳにログインしようとしている履歴とかで、緊急アラートみたいなの

が何か連絡が来ることとか、最近何度もありまして、だから、いろんな危機に個人もさらさ

れている。そして、多分、自治体とか国レベルでもさらされているような時代になってきた

んだなと思っておりますので、ぜひ、今後、自治体自体のサイバーセキュリティの強化もそ

うですし、サイバーセキュリティというものがどうして重要なのかというか、その基本知識

とかですけれども、そういったものを区民とかにも共有するような場とかもつくっていただ

ければと思っております。よろしくお願いします。 

○白石委員長 では、田中香澄委員。 
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○田中（香）委員 総合戦略の点検シートをまた報告してくださいまして、ありがとうござい

ます。 

 第１期の総合戦略も経験して、今、二順目になって、その今回点検シートを出していただ

きました。先ほど課長のほうからも変更点を伝えていただきました。実は、昨年、私もいろ

いろ意見を申し上げる中で、今後の展開とその事業の見直しというのは分けられているんだ

けれども、実質的には重なる内容もあるし、統合したほうが分かりやすいんではないですか

という提案をさせていただいて、それを受けていただけて、本当によかったなと思ったし、

実際に６年度と今の点検シートを比べて、本当にすっきりして見えているというようなこと、

今、実感をしております。 

 そこで、改めて総合戦略の戦略シートにした当初の経緯みたいなのを改めて振り返ったと

きに、最初、経過期間中であっても柔軟に組み替えたりできる、そういう機動的な総合戦略

ですということで言ってくださっていました。加除式というような意味合いで、シートとい

うことだったんですけど、本当にルーズリーフみたいにすれば、ちょっと最初はいいんだろ

うと思ったけれども、やっぱりお金もかかるし、いろいろメリット、デメリットがあるから、

一冊のこういう本になりましたと。それはそれでいいんですけれども、さっき名取委員も触

れていたとおり、スクラップ・アンド・ビルドというのは、これからすごく重要になってき

て、私たちも区議団で区長に御要望申し上げるときに、どんどん増えていってどうするかと

いうことが、会派の中でも課題になっていて、やっぱり英断していかなきゃいけないという

こと、大事なんだろうというふうに思うんですね。 

 で、実際にシートを自由自在に組み替えられるというイメージで、第１期のときから関わ

らせていただいたんですけど、そういったことってあったんでしょうか。コロナが、１項目

だけあったかなという記憶はあるんですけど、どうなんですか。 

○白石委員長 川﨑企画課長。 

○川﨑企画課長 委員御指摘のとおり、現在の「文の京」総合戦略でございますけれども、期

間中、状況の変化に応じて柔軟に変更できるというところをコンセプトとしているところで

ございます。これまで主要課題の変更でございますけれども、第１期のときには、委員御指

摘のとおり、コロナのところというのが途中で変更ということがございました。現在の第２

期で、期間中に変更したものはございませんが、第２期を作成したときに、No.11の高校生

世代の支援というところが区の新たな課題として追加したというところで、随時、柔軟に取

り組んでいるところでございます。 
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○白石委員長 田中委員。 

○田中（香）委員 そうです、そうです、高校生の世代のことを書き入れていただきました。

ということなので、例えばこれからは、若者施策とか、あるいはお一人様が増えてきたから、

お一人様政策についてとか、いろんなことに、幅広くし過ぎちゃうといけないんですけれど

も、やっぱり新しいものを入れていく、何かを削るというか、スマートにさせていくという、

そういったことがなかなか、それほど機会がないから、見える機会がなくて、あれ、思った

よりそういうことがないんだなという印象になっていますと。 

 それは何かちょっともったいないのかなというふうに思っているので、もう少しそういう

ことを見せてもらったほうが、あ、そういう趣旨で総合戦略をつくったよねというふうに、

一緒に共有できるかなと思っています。 

 あるいは、例えばシートもボリュームがだんだん増えてきて、これ採用されるかどうか分

からないですけれども、例えば子育て支援も、ニーズ量と質の担保みたいなことで、もうシ

ートも分けたほうがいいんじゃないかとか、そういうふうに一部なっているかもしれないで

すけど、そういうことだったりとか、あるいは、そうやって若者施策が必要ですよねといっ

て、シートを増やしていくとかということは、これからやっていくべきだろうなと思ってい

るのが１つと。 

 戦略シートの進行管理の仕組みの中で、戦略シートが出ますと、その次に点検シートが出

ますと、その後に重点施策とか予算が決まりますと、それでまたバージョンアップした戦略

シートが出ますという、そういう流れですけれども、その中で、そういったスクラップ・ア

ンド・ビルドの、では組み替えようとか、それからまた増やしていこうということが、どう

いうふうに議論されているのかなというのは、ちょっとお聞きしたいなと思いますね。 

○白石委員長 川﨑企画課長。 

○川﨑企画課長 期間中の柔軟な対応というところでございますけれども、先ほどシートにつ

いては御答弁申し上げましたけれども、例えば令和６年のときにございました事業単位でい

いますと、例えば誠之小学校の改築ですとか、当時ございました高校生世代への育成の支援

金、こういった事業は一定程度見込みが立ったというところで、事業は終了という扱いにし

て、このシートから削除しております。 

 一方、例えば今回でいいますと、訪問系の障害福祉サービスの事業所の人材確保対策支援

事業ですとか、また、ＡＥＤの設置促進というのは今後進めていくというところで、事業と

しては追加をするということで、事業単位の入替えはしているというところでございます。 
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 主要課題シートごと変えていくかというところにつきましては、状況を見まして、例えば

若者施策でいいますと、今年度中の若者計画の策定に向けて動いておりますので、その中で、

区として、来年度以降どのように取り組んでいくかというところは、組織ですとかこういっ

た主要課題をどうしていくかというところと併せて検討していきたいというふうに考えてお

ります。 

 また、進行管理上のスクラップ・アンド・ビルドというところでございますけれども、今

後、今回の点検評価を基に、重点施策の取組につなげてまいりますけれども、各所管から重

点施策の提案を受けるときには、そのシート上で、例えばほかの事業と統合できないかとか、

この事業を廃止できないかと、そういったところもあれば、ぜひ積極的に出していただくと

いうふうにお願いをしておりますので、可能な範囲、そのような方向で取り組んでいきたい

というふうに思っております。 

○白石委員長 田中委員。 

○田中（香）委員 ありがとうございます。新しく総務区民になられた委員の方たちもいらっ

しゃるし、私のように毎回総務区民委員会に参加させていただいている人間とまたいろいろ

取組というか、違うかもしれないんですけれども、ずっとこの二順目を一緒にやってきてい

る者からすると、やっぱり効果測定といいますか、平素の６年度から７年度に当たって、ど

ういうふうにそれが解決したのかということがやっぱり注目するところだし、それを目指し

て総合戦略をつくってくださっているし、実行してくださっていると思うので、それが何か

やっぱり、報告していただいているんですけど、それをもう少し見えるように、説明すると

きも、そういったことも丁寧にやっていただけるといいのかなというふうに御要望はさせて

いただきたいと思っています。 

 見せ方になりますけれども、中身は、あまり今日はお話ししないというふうに私は思って

おるんですけど、見せ方については、令和７年３月に、「文の京」のＳＤＧｓという電子ブ

ックを出していただいたんですけれど、これ実は、本当に私も知らなくて、御報告をしてい

ただいてないなという、これはちょっと寂しい思いをして、拝見をしたんですけれども、そ

れを、その御報告のことに関しては、ちょっとどういう経緯だったのかなというのはお聞か

せいただきたいんですが、これ私たち、ＳＤＧｓとひもづけて、しっかりと目標達成に向か

ってやってくださいということで、推進をしてきた会派としては、ありがとうございますと

いうことで、また内容も、イラストだったり、写真が入っているので、すごく分かりやすい

仕上がりになっています。 
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 こういったことを今の総合戦略にももっと活用するべきだし、これが本当だったら、総合

戦略ができて冊子になったときに、やっぱりセットになって見せてもらうべきものだったな

というふうに思うので、それは今後、そういうタイミングのときは、そろえてやっていただ

きたいなというふうに思います。 

 もう一つ、見せ方、グラフや写真の入れ方ということではあるんですけれど、例えばグラ

フも、このグラフが、この紙面の量の取り方として本当にいいのかどうか。いろいろ細かい

文字で細かな課題だとか展開を書いていく中で、どーんとグラフがありますと。このグラフ

の選定については、もう少し工夫が必要なのではないかなと思うところが散見されているよ

うな気がしております。そのあたりの御見解を教えていただきたいと思います。 

○白石委員長 川﨑企画課長。 

○川﨑企画課長 全般的に見せ方という御質問でございますけれども、ＳＤＧｓ電子ブックの

経緯でございますけれども、こちら、この第２期から、各主要施策ごとにＳＤＧｓの17のゴ

ールとひもづけをしているというところで、冊子のほうには掲載をしているところでござい

ます。 

 見せ方として、逆引きで、ＳＤＧｓの17のゴール側から区の重要課題がどのようにひもづ

いているかが見えたほうがいいのではないかというところを踏まえまして、今年の３月に電

子ブックでホームページの掲載メニューとして、作成をしたという経緯でございます。 

 すみません、議会報告は、というわけで、していなかったところでございますけれども、

今回、点検評価を御報告させていただいておりますけれども、併せて、これを区民の方に知

っていただくために、今後、10月下旬から11月上旬に区民協議会がございますので、そこに

合わせて、区のホームページのほうで、より分かりやすくしていきたいと思います。こちら

のＳＤＧｓブックも、非常に見ると分かりやすいものなんですけれども、ちょっと私どもの

取組として、まだ多くの方に見ていただけているという状況では正直ございませんので、今

後、さらに多くの方の目に留まっていただけるような工夫を、意を用いてしていきたいとい

うふうに考えております。 

 また、グラフとか、また例えば写真ということなんですけど、主にグラフということかも

しれませんけれども、そこの見せ方というところでございますけれども、我々のほうもちょ

っと工夫はしているところでございますけれども、今の委員の御指摘も踏まえまして、今後

の区民委員の皆様のお声も聞きながら、見せ方でいいことというのは、決してゴールはない

と思うので、どんどんブラッシュアップして、よりいい見せ方を工夫して、皆さんに伝える



令和７年10月２日 総務区民委員会（速報版） 

－９０－ 

ような形で取り組んでまいりたいというふうに思っております。 

○白石委員長 田中委員。 

○田中（香）委員 ありがとうございます。報告は、ぜひ丁寧にやっていただきたいなという

ふうに思います。 

 グラフの選定のことで、53ページの認知症の高齢者の棒グラフがあるんですよね。認知症

の高齢者の推移って、すごく大事だと思うんですけれども、何かこういうネガティブな感じ

のグラフがどーんとあるだけじゃなくて、だったらそういった施策、それにイベントだとか

事業をこんなふうにやって、こんなふうに理解する人を増やしたよということをセットでや

っていくとか、そういうふうに何かグラフを載せる部分はもう少し、一つ一つ見ていただき

たいなというふうに御要望申し上げます。 

 それから、例えば学校の施設の改修とか、35人学級にこれからしていきますというときに、

やっぱり公共施設マネジメントが関係してきますよねというところで、本当は総合戦略の中

に、いろんな計画がそこにひもづいているわけじゃないですか。それで、全部で補完して、

文京区の区政を前に進めていますという、私、そういう理解なんですけれども、なので本当

は、総合戦略に全部それがひもづけられるように、リンクを張るとか、計画のリンクを張っ

ていくとか、何かその先には細かくこういう計画、子育て支援計画に、地域福祉計画にとか、

そういうふうにして、ここに書き切れてないところはやっていますというようなことを、こ

この一冊に網羅していくということもあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、

それは一つ、御意見を聞かせていただきたいというふうに思うのと。 

 あとは、これから小学生や中学生のデジタル教科書もそうですけれども、ＱＲコードをか

ざして動く資料があったりとか、動画が見せられるというようなことなので、ちょっとずつ

ブラッシュアップしてくださるということなんですけど、写真やグラフや、あるいはそうい

う動くようなもの、で、やっぱり写真が１枚もないから、何かそこに人のぬくもりもないし、

総合戦略、ちょっと固いなみたいな感じに今なっていますけれども、そういうことで見せる

工夫はしていただきたいというところです。 

 あと、今後の展開で、これから重点施策が少しにおわされているのかなというふうに思う

んですけれども、そういう理解でよろしいんでしょうか。 

○白石委員長 川﨑企画課長。 

○川﨑企画課長 こちらの総合戦略は、５つの基本政策を定めておりますけれども、こちらは

それぞれ、環境面ですとか福祉面ですとか、そういった個別計画がございます。そちらとひ
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もづいているものではございます。どのように見せていけるかというところは、ちょっと工

夫をしてまいりたいというふうに思っております。 

 また、例えばＱＲコードですとか、写真、動画というところでございます。現状のシート

は、ちょっとレイアウト、なるべくシンプルにというところでございまして、現状は載せて

いないというところでございます。例えば工事、ハード面の事業などもございますけれども、

そういったものは、例えば進捗は写真があると分かりやすいというところもあるかと思いま

す。 

 一方、ちょっと容量を食ってしまうという課題もございますので、そういったところ、そ

もそも載せられるのかというところと、載せるならどういうものがいいのかというところも

ちょっと今後検討してまいりたいというふうに思っております。 

○白石委員長 ３時になりましたので、一旦休憩を取って、３時半から再開したいと思います

が、委員の皆様に申し上げます。昨日はじめ、補正予算、総合戦略等、しっかり御議論いた

だいていることは、すばらしいことだと思いますが、あと報告案件が７件残っています。残

すところ90分を７で割ると14分という形になります。一般質問もやりたいという方もいらっ

しゃいますが、できないものと考えながら、その辺の運営に御協力いただけるように、でき

ますか。 

（「はい」と言う人あり） 

○白石委員長 では、理事会も開かず、そのように決定させていただきたいと思います。 

午後 ３時００分 休憩 

午後 ３時２８分 再開 

○白石委員長 それでは、時間前ですけれども、再開をしていきたいと思います。 

 では、田中香澄委員、よろしくお願いいたします。 

○田中（香）委員 様々、見せ方については、またこれからもブラッシュアップしていただき

たいと思います。確かに動画とかやったら、もうどれだけ容量が大きくなるのかという話も

ありますし、でも、それぞれシートにもＱＲコードを載せていただいて、最新版を見れるよ

うにもしていただいていた、本当にそのあたりは脱帽するぐらい、ありがとうございますと

いうか、いつも本当にそういうふうにしてきめ細やかに更新していただいていることには感

謝申し上げます。 

 そういったシートを増やしたり、また統合していったりというようなことは、今後もやる

必要があるし、またその説明をしっかりやっていただくということは、私たちにも大事だし、
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区民の方にもしっかり伝わるようにやっていただきたいなというふうには思っています。 

 それと、ごめんなさい、最後に、内容に触れないと言いながら、ちょっと宮本さんにお願

いをされたことだったんですけど、さっき、これから重点とかが発表になるというところで

あります。例えばなんですけど、48ページに、主要課題15、地域共生社会を目指した包括的

な支援体制の強化というところがございます。これから重層的支援体制の整備とかというこ

とがすごく重要だというふうに思っているわけなんですけれども、「つながる相談窓口」と

か「アウトリーチサポーター」とか、こういうことを区はしっかり考えてくださっているの

かなというワードが出てきております。そういったことは、すごく私たち、これからそうい

ったことを所管は取り組もうとしていて、仮に重点になっても、ならなくても、そういう意

欲みたいなのを感じ取ることができるのかなと、これ私、勝手に、うちの内部ではそういう

ふうに見ているんですけど、このあたりは、課としてはどういうふうにして取り組んで、書

き込んでいるのかということですね。 

 所管課が本当に、さっき申しましたとおり、重点になっても、ならなくても、うちはこれ

をしっかりやっていくんだという意欲がやっぱり見えるということが大事だと思っているん

ですよ。そのあたり。 

 あと、ここに書き込んでいるボリュームがそれぞれ、すごくシンプルなところとがっちり

なところといろいろあるなというのが率直な感想なんですけど、そのあたりはどうなんです

かね、教えてください。 

○白石委員長 川﨑企画課長。 

○川﨑企画課長 来年度に向けての方向性というところでございますけれども、委員御指摘の

ところも含めまして、今回、その成果や課題は何かというところを点検・分析した結果とい

うことでございます。やはりこうしたところが所管課として、今後の予算要求ですとか、重

点施策の提案につながってくるものでございます。委員御指摘のとおり、重点に認定される

かどうかというところ、また予算がどのように計上されるかというところは、今後、区の中

で検討していくものではございますけれども、いずれにいたしましても、所管課としては取

り組んでいくという方向性が示されているというところで考えております。 

（「ありがとうございます。結構です」と言う人あり） 

○白石委員長 続きまして、金子副委員長。 

○金子副委員長 では、ちょっとまとめて聞きますが、実は、この主要課題の番号でちょっと

いきますけど、全体として、今、人口23から４万になるんですかね、住民の皆さんのいろん
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なニーズや要求をかなえていくという上で、ハードや土地やインフラの拡充というのは、全

体として、もう本当に必要になっているという側面の主要課題が、例えばNo.４の放課後の

居場所で、育成室の待機児加速化ということで、実際の数字としてはなかなか加速化してい

かないと。努力しているのは分かるんだけど。だから、民間提案方式じゃなくて、やっぱり

そういうインフラを確保してやっていくと。確保してやっているんだけれども、さらにそう

いう提案方式じゃなくてというようなことで。 

 それから、例えば７番のところにいくと、共生力の育成というんだけれども、特別支援教

育についても、これちょっと書き方が、これから必要性が増えていったら、新設・増設しま

すということで、増えていったら、ハードも増やしますというか、床も増やしますというふ

うに見えるんだけれども、それは当然なんだけれども、何か文教委員会でも話題になったみ

たいなんですけれども、当然、それはやっぱりハード、インフラ整備、確保というのが必要

になってくるんですね。 

 それから、No.９のところ、学校施設改築・改修で、順次やっていて、同時３校、これか

らもまだ２校続くということですけれども、先だって東京都全体の中学校校長会、それから

副校長会の先生方が東京都教育庁に申入れされたんですね。35人学級は、８年度に国の措置

で１年生になるんだけど、それじゃ困ると、一気にやってくれと。それは教員の確保とか、

そういう問題も含めて、ちょっと細かいこと、全部展開できないんだけど、とにかく一気に

やってくれと、中学校の校長会、副校長会が申し入れているんですと。そうすると、中学校

は比較的余裕があるところもあるけれども、そうじゃないところももちろんあるわけで、こ

の点で、やっぱりさらなる対応を求められる。 

 それから、12番の子どもの発達というところ、放デイの拡充、これは区立で一つ、ロード

というのを音羽のほうにつくっていただきましたけれども、これもまだまだこれからという

のもあるわけですね。 

 それから、No.22の障害者の自立とあるけれども、ここは障害者グループホームについて

は、書きぶりとしては実績なしと書いてあるんですね。だから、補助拡充というふうにいつ

も厚生委員会で話題になる、報告があるんだけれども、御答弁があるんだけど、それのやっ

ぱり限界が見えてきているんじゃないかなとかですね。 

 それから、19番の高齢者の居住支援といっても、これストック活用と家賃補助の問題とい

うのはずっと議論があるんだけれども、インフラということでね、必要なんじゃないか。 

 それから、もっと具体的に言うと、21番、主要施策の介護基盤の整備というところで、こ
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の間ずっと旧区立特養の改修工事を、大規模改修をやっていただいているんだけれども、次

は白山の郷に入って、その後千駄木だという話になっています。千駄木では、法人の入替え

がこれから本格化するという話は昨日やりましたけれども、例えば千駄木の郷なんかについ

ては、保健サービスセンターと、形式的には実は合築形式なんだと。そうなりますと、思い

切って、保健サービスセンターの老朽化というのも検討されているという話になっているの

で、保健サービスセンターのほうに新しい特養を造って、一方通行のほうに、手前のほうに、

保健サービスセンターを持ってきて、そこに、さらに一方通行手前にある本郷図書館に合築

してある汐見の出張所を、ちょっとあれ、出張所廃止したときの瞬間の形式なので、保健サ

ービスセンターのほうに合築するとかね。 

 その間、では保健サービスセンターをどうするんだといって、私たちは６月の本会議でち

ょっと聞きましたけれども、向丘一丁目に民地がありますよという話もしましたけれども、

そういうのを全体考えて、今、言ったようなハードやインフラの整備というのをどんどんや

っていくということが必要なんじゃないかと思うんですね。 

 それで、そういう点では、先ほど本駒込の土地、それから行財政のところで、山本委員が

聞かれたように、結局、あの話でいくと、あれ購入するわけですから、本駒は。最後の、住

民の皆さんとの、それ本当に頑張っていただきたいんだけれども、私たちも頑張るというこ

とで。それで、国との関係では、買うわけで、その最終的な詰めというか、締切りというの

はどういう形になるのか。その点についても、一つ御説明いただきたいんだけれども、そう

いう区民ニーズを充足させていく上で、行財政のシートなんかに書いてある、インフラ確保

とか整備というところには、例えば公有地の確保なので、書いてあるのはね。今、持ってい

るものの転換とかなので、買っていくという話はやっぱり付け加える必要が出てくるんじゃ

ないかというふうに思うんだけれども、いかがですかというのは最初の質問。 

 それから、まとめてね、44番、20番、34番で全然違うような施策のように見えるんだけど、

44番の地球温暖化対策ですね、ここは今や、毎年一番暑い夏が続いていて、気候危機対策と

いうふうな名称に例えばバージョンアップして、例えば、それで20番のところで、ひとり暮

らしの高齢者の皆さんを地域包括の職員が見守りというか、回っていますよね。そういうの

に類する施策というのもいろいろあると思うんだけど、酷暑対策というのが、やっぱり全体

連環させて、必要になってくるんじゃないかなとか、それから34番も、誰もが来たくなる文

京区なんだけど、文京区の場合、まち歩き観光ということで、この項目の中に、展望台が再

オープンしたらということも書いている。それでやっていただいても構わないんだけど、真
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夏に歩くというのは、それはなかなか大変だけど、今年の夏に向けて、給水ポイントとか、

涼み処、あれ旗を作ってやりましたよね、ああいうのをやっぱりやって、多少暑くても来れ

ますよみたいにやって、やっぱりまち歩きすると地域が潤うというような形をつくっていく

必要があるんじゃないかというふうに思う。 

 そういう点でいくと、それらのところは、気候危機対策というようなことで、関連するよ

うなところをまとめて、さらにバージョンアップさせていく必要があるんじゃないかなとい

うふうに思うんだけれども、いかがかということです。 

 それから、３つ目の固まりとして、No.６の新しい時代の「学力」向上と、ここで国際バ

カロレア機構との協力、覚書というのがあるんですけれども、私もこの間のシンポジウムを

動画で拝見しました。最初に、成澤区長さんが御挨拶されていて、これ何で始めたかという

ことを御挨拶されているんだけれども、学力テストの平均点こそトップレベルなんだけれど

も、能力も高いと。だけど、情報を集め、調べる力とか問題解決のところが課題があるだろ

うというふうにおっしゃっている。 

 学力テストというのは、当初、文科省も、この結果というのは特定の一部分なんだと。こ

れを指標にして何かやるというわけじゃないんですよというので始まったものなんですね、

もともと。 

 それで、こういう形でやっぱり活用されるということ。それから、そういう形で区長部局

からサディスチョンしていくという、総合教育会議というツールを使ってね。これは、やは

り介入に当たるんじゃないかということで、危惧をしてきたと、３月の予算委員会でも言い

ましたけど。だから、そうなると、この点で、これは当初2015年の教育基本法の改定のとき

に合わせた条例改正のときに、区側もこういうふうに言っていたんですよ。教育の政治的中

立、それから継続性や安定性を確保するということは非常に重要だというふうに考えており

ます。危惧するという声が議会でも相次いだんですね、幾つかね。だから、そういうような

危惧が現実のものになっているんじゃないかと思うんだけれども、それは今、どういうふう

に考えているのかというのを聞いておきたいということであります。 

○白石委員長 岡村用地・施設マネジメント担当課長。 

○岡村用地・施設マネジメント担当課長 まず最初にいただきました、公共施設マネジメント

の関係でお話をさせていただきます。 

 様々、施設の課題につきまして、副委員長のほうから具体例をいただいたところでござい

ます。公有地全体の活用方策も見据えながら、公共施設の効果的な活用だとか、必要に応じ



令和７年10月２日 総務区民委員会（速報版） 

－９６－ 

て用地の確保を行うことだとか、全体の最適化の視点を持ちながら、進めていく必要がある

かというふうに考えてございます。 

 また、施設の長寿命化を図りながら、ライフサイクルコストの削減も図っていく、あるい

は更新等の機会を捉えて、公共施設の集約化とか複合化だとか、また新たに土地取得をする

だけじゃなくて、今のリソースを有効活用しながら、進めていくことが大事かなというふう

に考えてございます。 

 先ほど、山本委員とのやり取りの中でもお話をさせていただいておりました本駒込二丁目

のところも、1,000平米近い国有地を取得する可能性が今、出てきているということで、区

としては、積極的に地域とも御説明をしながら、国のほうには強い取得要望をしているとこ

ろでございます。 

 令和５年からこの取得要望を進めておりまして、今年度中に取得をしたいということで、

国と進めているところではございますけれども、先ほどお話をさせていただきましたとおり、

地域の中でも様々な御意見をいただいているところでございますので、丁寧なやり取りをし

ながら今後進めてまいります。 

 その中で、スケジュール感につきましても、一定、後ろ倒しになっていく可能性もござい

ますので、そのあたりは、国ともスケジュール感も協議をしながら、進めてまいりたいとい

うふうに考えてございます。 

○白石委員長 川﨑企画課長。 

○川﨑企画課長 まず、様々な行政課題がある中で、横串を刺した取組を進めているというの

は事実でございます。委員御指摘のとおり、涼み処のところも、保健衛生部と各施設を持っ

ている所管のほうで横串を刺して行っておりますし、またマイボトルのところも、そういっ

た施設と横串を刺してやっているところでございます。 

 主要課題ですとか、そこにのせる事業のどうしていくかというところは、田中委員のとこ

ろでも御答弁申し上げましたけれども、今後、必要に応じて検討してまいりたいというふう

に思っております。 

 また、No.６のところの国際バカロレアというところでございますけれども、文京区の総

合教育会議でございますけれども、法律に基づいて設置をされております。区長部局と教育

委員会のほうで、必要なテーマに関して情報交換をすると、また調整をするという会議でご

ざいます。 

 昨年度の会議では、世界に向けた学びを紡ぐプロジェクトについてということで、教育委
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員会のほうから議題の提出がありまして、意見交換をしたところでございます。 

 こうしたところで、会議のほうは適切に行われているというところでございますので、教

育の政治的中立性については問題がないというふうに思っております。 

○白石委員長 金子副委員長。 

○金子副委員長 本駒の国有地については、国とスケジュール感を持ってというようなことで、

今の後ろ倒しということもあったけれども、やっぱり住民の皆さんとの地元での合意、それ

は第一義的には、新たな地主さんたる文京区が取り付けていくということで、頑張っていた

だくということですけれども、それはやはり住民の皆さんとのつながり、議会の役割という

のもあろうかと思いますので、ぜひそれは成功裏に、ぜひ皆さんに御理解いただけるよう頑

張っていただきたいというふうに思っております。 

 それから、政治的な中立、教育委員会制度のこの間の活用という点では、私たちは引き続

き、これ危惧というか、心配な面は拭えません。それは区長の先ほどの発言に見られるよう

に、それはやっぱり危惧の領域を、私たち、出ないというふうに思っています。この問題は、

折に触れて私たち問題提起をしてきた経過がありますけれども、私が記憶しているのは、当

時の企画政策部長さんだったかな、御心配にはおよびませんというふうにおっしゃった方も

おられましたけれども、それが具体化、じわじわしているんじゃないかなという気がいたし

ます。 

 それは、今議会で、海津委員が本会議で質問されたように、やはり人的な属性に属するこ

との解明が、やはり説明が求められる時代だというように私たちは思っております。それは、

ひとえに区長の説明責任だというように思いますので、その点は指摘をしておきたいと思い

ます。 

 それから、行財政運営のほうで２点、指定管理とか委託の手法というのは、この間ずっと

取られてきた。先ほど請願のときに言いましたけれども、例えば給食調理の委託とかいうこ

と。やっぱり限界というか、いろいろ支障が出てきているというふうに思うんですね、総合

体育館の昨日のプールの話なんかもね。その点については、検証、見直しということはもう

必要だというふうに思います。このままずっといきますというわけにいかないと思う。 

 それから２点目として、シビックの改修がここに書かれています。この議会フロアの改修

については、この間、幾らかかるのかというふうに問合せをしてきた経過がありますので、

21階の仮控室も含めて、今回出た費用というのは、大体幾らぐらいかかるというふうに見積

もられているんですか。最新の数値でお答えください。 
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○白石委員長 木口契約管財課長。 

○木口契約管財課長 指定管理者制度につきましては、もともと、御案内のとおり、平成15年

の地方自治法改正により導入された制度でございまして、本区では、平成18年度から一部施

設に導入して、現在51施設に導入しております。この制度の運用に当たっては、御指摘のよ

うな個別の課題も過去にもあったところでございますけれども、制度全体といたしましては、

直営の時代と比べまして、開館時間の拡大ですとか、区民ニーズに即した自主事業の実施な

ど、区民サービスの向上が図られてきておりますし、指定に向けては、御議決をいただくな

ど、手続がより透明化された部分があるかと思います。 

 個別の課題につきましては、それぞれの所管課において、モニタリングですとか、評価で

すとか、そういったところの中で適切に課題を把握して解決して、よりよい運営に努めてい

くものと考えております。 

○白石委員長 寺崎保全技術課長。 

○寺崎保全技術課長 シビックセンターの議会フロア工事の概算工事費でございますが、現在、

仮議員控室を含めました議員フロアの改修につきまして、区議会からの御要望などを踏まえ

て、現在、実施設計を行っているところでございます。改修工事費については、引き続きコ

ストダウンに努めるよう精査してまいりたいと考えております。 

○白石委員長 金子副委員長。 

○金子副委員長 そうすると、指定管理のほうは、当初、政策研究担当課長さんのポストで、

形をつくって、今は契約さんのほうに移っていますけれども、この間、日弁連なんかがやっ

ぱり自治体の運用を見ていると、例えば指定管理に関わる基本条例をつくって、コントロー

ルしていく必要があるとか、それとか例えば国のほうでも、いろんな文科大臣がこれはなじ

まないとか答弁されてきたという経緯がありますよね。やはり私たちは検証必要だと思いま

す。 

 それから、シビックの改修の議会フロアについては、ではこの間、幹事長会で報告のあっ

た、21階を含めて30億ちょっとという数字については、さらにコストダウンするということ

なんですか。 

○白石委員長 寺崎保全技術課長。 

○寺崎保全技術課長 現在、実施設計を行っているところでございまして、既存利用できるも

のもさらに精査して、引き続きコストダウンに努めるよう、精査してまいりたいと考えてお

ります。 
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○白石委員長 金子副委員長。 

○金子副委員長 では、幹事長会で言った金額を言わないから、今、言いましたけれども、少

なくとも幹事長会で出されたのは、30.8億円ぐらいだったんですね、足すと。だから、それ

はあまりに高過ぎます。極限化して、ＬＥＤの改修とトイレの改修ぐらいに留めておくべき

だと思います。これは今の区民の暮らし、経済状況などから考えても、議会が率先して30億

に迫る工事費をかけて改修などやるというのは、とても考えられないと、これは言っておき

ます。 

○白石委員長 これで、報告事項１を終了いたします。 

 次に、総務部より１件、報告事項２「旧区立根津一丁目住宅（契約管財課）の売却につい

て」、説明をお願いいたします。 

 木口契約管財課長。 

○木口契約管財課長 それでは、資料第２号を御覧ください。 

 旧区立根津一丁目住宅（契約管財課）の売却についてでございます。 

 旧区立根津一丁目住宅の一部につきましては、こちらの事業、令和５年２月末をもって区

立住宅事業を終了した後に、売却に向けた手続を行っておったところです。その際に、財産

取得した当時に登記面積に誤りがあったことが判明いたしまして、売却に向けては、更正登

記をする必要が生じたものでございます。このたび、その更正登記が終わりましたので、売

却に向けて事務を進めてまいります。 

 １の物件概要を御覧ください。 

 具体的に(4)なんですけれども、売却の対象となるものは、こちらの旧区立根津一丁目住

宅のうち、建物番号401番から1,203番までの合計８戸でございます。いずれも、70平米前後

の物件でございます。 

 ４番の今後の予定を御覧ください。 

 本日の議会報告を終えた後に、今月中に財産価格審議会を行います。こちらについては、

２番のとおり、今回は区が売却をするケースですので、審議会では、いわゆる売却に当たっ

ての下限額を御審議いただくものでございます。 

 その後、庁内の委員会である公有財産管理運用委員会を、契約の節目節目で開催いたしま

して、具体的には、11月中旬には、入札公告、入札の案内を公表いたしまして、年明け１月

下旬には、一般競争入札による売却を行う予定です。その後、仮契約を締結いたしまして、

今回、売却額が高額になることが想定されますので、６月で、また区議会におきまして御議



令和７年10月２日 総務区民委員会（速報版） 

－１００－ 

決が必要になりまして、議決をいただいて、本契約となるものでございます。 

 御報告は以上です。 

○白石委員長 それでは、質疑のある方はいらっしゃいますか。 

 浅田委員。 

○浅田委員 ありがとうございます。 

 最近の不動産情報によりますと、都心、特に山手線内における中古マンションも含めて、

約70平米が１億円から１億2,000万円にまでなるという話です。非常に人気があるというこ

とと、投資性が高いということ。それから、頂いた資料を見ますと、フロアで２つずつあっ

たりしますよね。ということは、場合によっては、非常に大きな資本を持っている方が、ど

ことは言いませんけど、持っている方が上限を決めずに高い額で引き落としたら、そこでの、

制度上、管理運営に物すごく大きな力を持って、例えばということで、民泊をやるというこ

とも数の力で決めることも可能になってくるんじゃないかという危惧があります。 

 したがいまして、ちょっと一定の何らかの工夫なりでもって、広く競売にかけるに当たっ

て、何らかの工夫なり、ちょっといただかないと、今後、危惧されることが生まれるような

気もしますので、ちょっとその辺の御検討はいかがでしょうか。 

○白石委員長 木口契約管財課長。 

○木口契約管財課長 まず、私どもが公有財産を売却するに当たりましては、まず一応法令の

趣旨を踏まえまして、原則としては、一般競争入札によって公平性や競争性を確保しながら、

より高い金額で売却する必要があります。その一方で、今、委員からも御指摘がありました

ような課題ですとか、あるいは、これまでおよそ20年間、区立住宅として活用してきたとい

う経緯もございますので、この住環境としての一定の適切な環境の継続といった、そういっ

た必要性もあるかと考えております。そのためには、この２つの要請といいますか、観点を

意識しながら、ある意味、一定バランスを取った何らかの制限は必要だと考えてございます。 

 それで、一つ、幾つか制限は考えているところなんですけれども、御指摘の話に直結する

ところでいいますと、今回、８戸の売却ではございますが、一定制限をかけまして、最大で

も２戸までしか落札できないような運用を今ちょっと考えているところでございます。 

 また、これはもう当然の話ですけど、暴力団ですとか無差別大量殺人を行った団体等の当

然入札も禁じますし、また、指名停止の事業者、破産者などの入札参加も制限いたします。 

 その一方で、日本語を理解されて、あと最終的な金額のお支払いは日本円で行うような手

続を必須としたりですとか、あるいは、先ほどおっしゃった投機への対応といたしましては、
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購入したまま何もリノベーションとかせずにそのままの状況での第三者への転売について、

制限をかけるですとか、さらには、そういった場合じゃなくて、一定認められる転売の場合

でも、転売時に当初の入札のときに一定かけられた制限にきちっと配慮してもらうような仕

組みを今、検討しているところでございます。 

○白石委員長 浅田委員。 

○浅田委員 今の状況で一番危惧されるのは、駒込であったような外国資本による、まとめて

１棟買いがあって、そこで民泊をやるというような状況があって、そこが一番危惧されると

ころですので、ぜひ慎重な御検討をお願いいたします。 

○白石委員長 金子副委員長。 

○金子副委員長 今の話の続きで、私も同じ問題意識で、根津だけ、文京区が売却したことを

発端に、ばっと上がるみたいなことになっては困るというふうに思うんです。 

 今、最大２戸までと言いましたけど、さらに、実際問題としては、１戸ずつ個別に売ると

いうふうにすべきだというふうに思うんですね。それは転売規制は、一定検討するとさっき

おっしゃっていたのかな、だからそれは必要だと思うんだけど、規制したとしても、例えば

今のスキームでいったら、２戸まで買えますよと。Ａというところが２戸買って、Ｂのとこ

ろが２戸買って、ＡとＢは実は資本関係があるとか、ホールディングスでくっついていると

かね、そういうのは当然あると思うんですよ。金主のところへ行けば幾らでもあるみたいな

ことが今ありますからね。だから、やはり転売規制を実質的なものにすると。 

 それから、２戸までというと、でかいところが来るわけですから、１戸ずつということで、

なるべく地域コミュニティになじむ方たちに買っていただくというのが、税金で造ったもの

を売るときの一つの歯止めなんだと。これは22年のときに、廃止条例のときも当時の課長さ

んが検討しますとおっしゃっていたから、いろいろ検討されていたと思うんだけど。 

 加えて、地域コミュニティということでいえば、将来的には、区も共有者でいるわけです

ね、保育園とかシルバーピアとかね。遠い将来かもしれないけれども、そんな遠くなくて、

区が建て替えるとか、全体をリノベーションするとかいうときに、区も地主として、床主と

してずっといるわけで、そういうことに協力してくれとか、理解があるとか、そういうこと

なんかもやっぱり考えてほしいし、地域でマンションを建てるときなんかによく声が出るん

だけど、町会にちゃんと入ってくださいねとか、区報を配るのに協力してくださいねとか、

配れるポストを使ってくださいねとか、そんなことまで出てくるわけで、お祭りにも協力し

てくれるのかなとかね、そういう話。 
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 だから、そういう地域共生といったら格好いい言い方だけど、そういうことにも留意して、

区の施策にも一定協力するみたいな、それぐらいまで求めないと、区が、あれ９億円かかっ

たっていってね、あのとき吉村委員さんが言っていましたけれども。実質がそれで確保でき

るというふうにぜひしてほしいというふうに思います。それは、お願いします。 

○白石委員長 木口契約管財課長。 

○木口契約管財課長 すみません、先ほどの浅田委員への答弁でも、ちょっと言葉が足りなか

ったところ、その２戸を制限するところで、基本的に８戸は、８戸まとめて売るのではなく、

１戸１戸入札にかける予定でございます。その中で、１戸１戸やるんですけれども、トータ

ルでも２戸落札した段階で、もうそれ以上は入札に参加できないというようなことで、２戸

までと考えたところでございます。 

 転売につきましても、完全に禁止をしてしまいますと、現実的にこういった物件に手を挙

げる可能性の高い事業者を完全に排除してしまうことにもなってしまいますので、そこまで

は難しいものの、先ほど申し上げましたように、いわゆる明らかに投機目的と思われるよう

な転売のところについては、一定規制をかけたいなと考えております。 

 また、今、金子副委員長がおっしゃったように、町会とかそういったところにつきまして

も、強制まではできないにしても、いろいろ入札公告とかの案内の中で、そういった町会の

御案内ですとか、あるいは、こちら、もともと福祉住宅が引き続きありますし、障害者住宅、

防災住宅とかありますので、そういった特徴のある建物だというところは、入札の段階から

きちんとＰＲして進めていきたいと考えております。 

○白石委員長 金子副委員長。 

○金子副委員長 くれぐれもそういうことで、区の財産を売るということだけれども、中に行

政目的のような施設があるということと、地域への様々な協力関係、また将来的な協力とい

うようなことも取りつけるという点では、改めて、僕はやっぱり、２戸最大というんじゃな

くて、１戸にすると。それで、多様な方が買えて、コミュニティに入っていくというような

スタイルをつくるべきだというふうに思います。それは意見として申し上げておきたいと思

いますので、よろしく……。 

○白石委員長 以上で、報告事項２を終了いたします。 

 それでは、区民部３件に入ります。 

 報告事項３「本駒込地域センター改修工事について」、報告事項４「白山交流館外３交流

館の指定管理者の評価結果について」の説明をお願いいたします。 
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 木村区民課長。 

○木村区民課長 それでは、資料第３号、本駒込地域センター改修工事について、御報告申し

上げます。 

 概要でございますが、この本駒込地域センターは、開設以来25年たちまして、設備等の老

朽化が進んでいることから、今回、外壁及び屋上防水改修、また、駒込地域活動センター内

の貸室の内装改修工事及び空調改修を実施するものでございます。 

 工事の期間は、来年令和８年７月から令和９年の３月までを予定してございます。 

 工事中の対応でございますけれども、駒込地区活動センターにつきましては、フロアごと

に工事を実施してまいります。このため、工事期間中は、フロアごと、貸付事業を一時中止

することとなります。 

 ただし、工事が完了したら再開する予定となっております。 

 一時中止している間は、勤労福祉会館ですとかふれあい館ですとか、そういったところを

御紹介していきたいというふうに考えてございます。 

 なお、１階の地域活動センターの窓口業務につきましては、工事もそこほとんどやらない

ものですから、現行のとおり実施する予定でございます。 

 また、ここの２階に認可保育所が入っておりますけれども、そちらのほうもそのまま継続

的に園のほうを続けていくという形になります。 

 今後のスケジュールでございますが、令和８年１月に、利用者説明会を行いまして、先ほ

どお示ししたとおり、令和８年７月から令和９年３月まで改修工事を行い、令和９年４月か

らリニューアルオープンという形になります。 

 次のページに、各フロアの工事の内容があるんですけれども、一つ特徴といたしますと、

よく利用者から要望のございました、４階の洋室Ａ、Ｂにつきましては、こちら通常の内装

改修だけじゃなく、よく暑いと言われた部屋でございましたので、断熱材や断熱ブラインド

など増設して、空調を改修したときに空調効率を高めるような工夫もしてございます。 

 こちらの報告は以上になります。 

 続きまして、資料第４号、白山交流館外３交流館の指定管理者の評価結果について、御報

告いたします。 

 こちらの評価につきましては、指定管理期間５年のうち１年目である令和６年度の管理運

営実績について、評価を行ったものでございます。 

 対象施設であります４施設のうち、株式会社オーエンスが白山及び千駄木交流館、株式会
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社日本保育サービスが目白台及び根津交流館について管理を行ってございます。 

 評価につきましては、区民部に設置しました指定管理者評価検討会において、７月に一時

評価を行ったものでございます。 

 評価結果につきましては、２ページを御覧ください。 

 株式会社オーエンスは、評価が76点満点中62点で、総合評価Ｂ、日本保育サービスは、評

価76点満点中61点で、こちらも総合評価Ｂでございました。 

 なお、３ページ以降が、評価検討会における評価報告書となってございます。 

 御報告は以上となります。 

○白石委員長 次に、報告事項５「文京区勤労福祉会館の指定管理者の評価結果について」、

御説明をお願いいたします。 

 内宮経済課長。 

○内宮経済課長 それでは、資料第５号、文京区勤労福祉会館の指定管理者の評価結果につい

て、御報告をいたします。 

 勤労福祉会館の令和６年度の管理運営実績という形で、５年間の指定期間のうちの２年目

という形の評価になってございます。 

 項番の１、指定管理者は、株式会社オーエンスでございます。 

 項番の２、管理運営施設は、文京区勤労福祉会館。 

 項番の３、評価の経過でございます。区民部に設置した評価検討会、こちらのほうで、令

和７年７月の一次評価を行ったものでございます。 

 項番の４、評価結果でございますが、次ページを御覧ください。 

 分野別評価のところで申し上げますと、サービス向上の有効性が35点で、評価Ｂ、経費の

効率性と管理運営の適正性については評価Ｃとなってございます。総合評価は71点で、Ｂと

いう評価になってございます。 

 次ページ以降は、評価に関するその他細かい資料となってございます。 

 御報告は以上です。 

○白石委員長 それでは、報告事項３「本駒込地域センター改修工事について」の御質疑をお

願いいたします。 

（「なし」と言う人あり） 

○白石委員長 では、報告事項３を終了いたします。 

 続いて、報告事項４「白山交流館外３交流館の指定管理者の評価結果について」の御質疑
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をお願いいたします。 

 浅田委員。 

○浅田委員 これ、率直に思うんですけれども、評価検討委員会というのが設置されてやられ

ますよね、ここに書かれてあるのでいえば、髙橋部長と木村、瀬尾さん、日比谷さんがこち

らの方で、あとお二人の方が利用者なんですけど、書類等で見て、これはいいんじゃないの

というのと、実際にその施設を利用して判断をするというのは、私はまた違うんじゃないか

と思うんですよね。もちろん書類もね、こちら専門ですから、見て、特にお金の関係とかと

いうのは、こちらじゃないとなかなか分からないから、それは分かりますよ。でも、実際に

その施設を利用して、そこにいらっしゃる指定管理の方と接して、サービスを受けて、それ

で判断されたんですか。ちょっとそこのところを、私、いつも疑問に思っているんです。 

○白石委員長 木村区民課長。 

○木村区民課長 この評価検討会のメンバーには、利用者の代表が入っておりますので、実際

にこの交流館を利用した方々に来ていただいて評価を行っておりますので、きちんと利用さ

れている方が来ているという状況でございます。 

○白石委員長 浅田委員。 

○浅田委員 私、お伺いしているのは、利用されている方がいらして、お二人の方ね、それは

分かります。選考される方ですよ、方は利用されて、そこにいらっしゃる実際にサービスを

行っている職員の方、指定管理の方、施設を見て、そういうことをされているんですかとい

うことをお伺いしているんです。 

○白石委員長 木村区民課長。 

○木村区民課長 利用者の方以外でいきますと、私たちになるんですけれども、当然、私たち

も通常、現場のほうにも赴いておりますので、状況も確認しております。そういった中で、

全体的な評価をしていることになりますので、書面だけで評価しているということではござ

いません。 

○白石委員長 浅田委員。 

○浅田委員 では、千駄木とか白山の建物についても、一応もう熟知されているということで

よろしいわけですか。本当に利用してみて、指定管理の、それはサービスをされる方よね、

そこについての評価だ、それは分かりますよね。でも、そちらの方は、そこの施設を利用し

て、お客さんに、私たち利用者に対して、サービスを提供していただいているわけですよね。

そこら辺のことについても、私はきちっと実態把握をしてほしいなというふうに思うんです
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よね。直接意見も聞いてね。そういうことを、これは実はほかのところも全部言えるんです

けど、全部、私は、足を運んで、きちっとそちらで働いている方の事情も伺って、その上で

判断をぜひしていただきたいということが、ちょっと今日、時間ないですから、今日は終わ

りますが……。 

○白石委員長 木村区民課長。 

○木村区民課長 引き続き、我々も現場のほうに足を向けて、当然、働いている人の職員の話、

利用者の話というのは、引き続きこちらのほうも聞いてまいりたいというふうに考えてござ

います。 

○白石委員長 では、金子副委員長。 

○金子副委員長 目白台と根津の交流館のほうですけど、日本保育サービスに代わって、今日

報告いただいていると。私、地元のほうで、根津の交流館だと、高齢者の体操とか、朝、定

期的に行かれる方がたくさんいてね、声かけていただいて、見ていってくださいというので、

館の方にね、様子を伺ったこともありました。大変喜ばれているから、その点では本当に役

に立っているなと、交流館ね。その点は評価できるというふうに思うんです。 

 ここの目白台と根津は、児童館と一体のね、だから交流といった場合に、一般的な交流事

業だけじゃなくて、子どもとの交流ということで、ちょっと所管がまたがっちゃっているん

だけど、そういうことも期待されていた施設なんですよね。 

 今日、ちょっとお伝えしたいのは、根津の交流館なんだけど、今年の夏暑かったから、す

ぐ前に公園がありまして、子どもたちが、暑いからアイスクリームを買って、児童館じゃな

くて、交流館のフロアで食べていたと。そしたら、もう出禁になっちゃったと。出禁って言

われたって、子どもたちがね。出禁って何なのかなって、だから出禁だよと言われたんです

けど、ちゃんとルールを守らなかったときは、駄目ですよというふうに言うと、いうことは

必要だと思うのね。ちょっと出禁がね、ずっと続いているか、ちょっとまだ分からないんだ

けれども、まだ続いているような話もちょっとあって、そういうのは、やっぱり一体の施設

で、子どもが行ったり来たりして遊びという利用が実際は続いてきた施設だと思うんですよ。 

 だから、その辺は、この館のつくりに応じて、目白台と根津はこういうふうになっている

ということで、私はその点は心配しているんだけれども、きちっと実態などをつかんで、ま

た、現場を頼んで受けている職員の方がいるわけだから、その方たちを尊重することも当然

必要だと思う。子どもたちの関係、高齢者との関係、地元の皆さんとの関係というかね、そ

ういうようなことをちょっとお伝えしておきますので、対応をきちっとしていただければと
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思いますけれども、いかがですか。 

○白石委員長 木村区民課長。 

○木村区民課長 今、副委員長のほうからお話のありました、ちょっと子どもたちが一定程度、

アイスを食べていたから出禁になったという話ではなくて、その後、ちょっとここでは細か

く言いませんけれども、様々いろんなことがあって、ちょっとあまりにも施設として看過で

きないことがあったので、出禁にしたという経緯でございますので、そこはアイスだけじゃ

ないということは御理解いただければと思います。ただ、今は、もう多分大丈夫だと思いま

すので、そこはもう解除されていると思います。 

○白石委員長 金子副委員長。 

○金子副委員長 出禁ということにしたのはびっくりしちゃったんだけど、ただ、あそこは目

の前の公園もあるんだけど、根津の住宅をつくったから、公園できたりしたんだけど、そこ

も時々、道路で遊んじゃいけないとか、時々そういうようなルールがかかったりして、さっ

きインフラの拡充って言ったけど、子どもが遊ぶ場所とか、なかなか苦しい面もあるんです

よ、大きくなってくればね。だから、そういう点での利用者さん同士の、また館をお願いし

ている事業者さん、職員の皆さんとの交流というのは、やはり折に触れてきちっと進むよう

に、区のほうとしても目を配っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○白石委員長 以上で、報告事項４を終了いたします。 

 続いて、報告事項５「文京区勤労福祉会館の指定管理者の評価結果について」の御質疑を

お願いいたします。 

 山本委員。 

○山本委員 勤労福祉会館、よくやっているということで存じていますが、そういうことじゃ

なくて、すみません、ちょっと事前にお打合わせをする時間がなかったものですから、評価

の点数の出し方というか、書き方というところで、例えば９ページ目の管理運営の適正性と

いうところで、ずらっと９項目あるんですけれども、配点が４点に対して、評価が３点とい

うことなんですね。27点内でＣということで、適正だということなんですけれども、これず

っとこの間、いろんな指定管理の評価を受けていて、今頃申し訳ないんですけれども、この

配点の、ちょっと後ろのほうを見たんだけど、ちょっと分からない。配点の点数の４という

のと、あと８というのと２種類あるんですけれども、３とか５とか10じゃなくてね。 

 要は、これ例えば、４点の配点のところで、評価が３で、これずらずらっと、この管理運

営のところは来ているんですけど、そうすると、４点に対して３なので、もうちょっとで満
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点じゃないかなんだけれども、これずっと９項目足していくと、全部１点ずつ減っていっち

ゃって、3333で。36点満点に対して27点って、何かいまいち見せ方がちょっと寂しいなとい

うふうに感じまして、例えばこの配点が10点満点だったら、評価が９点とかなってくれれば、

90点の評価に対して81点も取れるというふうな見方になるんですけど、そうすると、何かす

ごい頑張っているなというふうな見方に私はなるなと思ったんですけど、その辺のこの配点

の出し方とか、今さらなんですが、ちょっと教えていただければと今、思ったんですが。 

○白石委員長 内宮経済課長。 

○内宮経済課長 指定管理の評価のところでございますが、資料でいいますと、２ページ目の

ところですかね、一応分野ごとに評価をいたしまして、最終的に勤労福祉会館の評価でいう

と、総合評価としては、配点として88点満点中のところの71点という形で、80％のところに

なり、評価はＢという形で評価をさせていただいているところでございます。 

 その下のところで、まさに分野別評価の見方といったところで出しておりますけれども、

基本的に、区が求める業務要求水準、こちらを適正にやっていただければＣで、おおむね適

正であるという評価をさせていただき、区が求める水準以上のものを勤労福祉会館の中で御

実施をいただいたときに、Ｂ、Ａという形の評価がなされるものでございます。 

 今、御指摘いただいた、特に管理運営の適正性のところなどは、今回、高く評価したとこ

ろは、まさにサービス向上の有効性というところで、自主事業の実施であったりとか、区民

の方のアンケートの結果、そういったものを区が求める基準を上回る実績を出していただい

ているので、評価としてさせていただいているところなんですが、管理運営の適正性のとこ

ろは、いわゆる金銭的な管理の部分であったりとか、備品台帳等の適正な運用といったとこ

ろになりますので、基本的になかなか評価の点数としても、いわゆるここでいうところの４

の評価を取るのはちょっとなかなか難しいところではございます。ただ、指定管理の管理が

決して足りないというか、評価として適切にされてないということではなくて、しっかりと

求めたものをやっていただいているというふうに考えてございます。 

○白石委員長 木口契約管財課長。 

○木口契約管財課長 ちょっと今の経済課長の御説明に、若干、私のほうから補足いたします。 

 先ほど委員がいっていた４段階評価の３のところに関しましては、こちらの資料の11ペー

ジをちょっと御覧いただきまして、こちらのところに(1)分野評価の下のほうに、マル１、

４段階評価・乗率とありまして、こちらの、先ほど御指摘いただきました各項目というのは、

基本的にはその４段階で４、３、２、１、優良から要改善までで評価をいたしておりまして、
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こちら右側に乗率というのがございまして、４段階評価で４ですと100％なので、４になる

と。その一方で、３だと75％なので、４点満点の75なので３点になるといったところで、先

ほど御指摘いただいたところの４点満点で評価が３で得点３というのは、こちらの表を使っ

て算出しているものでございます。 

○白石委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、今、そうだなと思って見ていたんですけど、８点はどういうふうに

見たらいいですかね。 

○白石委員長 木口契約管財課長。 

○木口契約管財課長 ８点も、例えば８点で、同じ考え方ですので、配点が８点で、評価が４

ですと100％なので、８になる一方で、もしこれが３ですと75％になりますので、得点が６

点になるというものでございます。 

○白石委員長 山本委員。 

○山本委員 分かりました。ちょっともう少しよく調べます。ありがとうございます。 

 では、見方が、ちょっと点数が低く出ちゃうんじゃないかなと思って、この配点４に３、

中には、アカデミーのほうなんか、４点で満点を取っているところもあるので、何かかわい

そうだなと思って。また、続きを今度やらせていただきたい。ありがとうございます。 

○白石委員長 ほかに、御質疑ある方。 

 金子副委員長。 

○金子副委員長 ちょっと勤福については、経過があって、利用者さんの声として、この間伝

えてきたんだけど、和室に背もたれのない座椅子があって、背もたれのあるのに替えてほし

いと。何か順次、年間に１個か２個ずつだったか、ちょっと分からないけど、もう全部替わ

りましたかね、これね。それ確認。 

 それから、給湯室の給湯器が新しいんだけど、型式が古いと。一時、何かシベリア鉄道に

あったみたいなやつって言ったら、みんな笑っていましたけど、いや、本当そうなの、型式

が古いわけ。だから、使い方が非常に難しそうで、使わないでくださいと書いてあるんです

よ、責任者に聞いてくださいって書いてある。そうすると、１階まで行かなきゃいけない、

お湯を使うのにね。あれどうなったんですかというのが２つ目ね。もっと使いやすいのにね、

──新しいからね、替えたばっかりですよって、びっくりしちゃったんだけれども。３年前

かな、あれね。それどうなったのか。 

 それから、体育館にエアコンをつけていただきましたよね。今年の指定管理の評価のアン
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ケートは、それはついてないときのアンケートだから、やっぱりつけてほしいという声がず

っと続いていたから、少し前倒しでつけていただいて、利用者さんの声はいかがですか。 

○白石委員長 内宮経済課長。 

○内宮経済課長 まず、御質問いただいた、座椅子のところの状況でございます。 

 令和４年度に３脚購入して、あと令和５年度も３脚という形で、現状、和室、今、３室あ

る形ようになるんですけれども、各部屋に背もたれのある座椅子は２脚ずつ入っているよう

な状況でございます。 

 座椅子の入替えのところなんですけれども、現状、座椅子の中で背もたれがあるものとな

いものが、そういう意味では各部屋に混在しているような状況でして、座椅子の背もたれが

あるやつはどうしても置場の問題で、全て背もたれをつけるのは難しいというふうに指定管

理者のほうからも言われてございまして、利用者のニーズを酌みながら、ちょっとそれにつ

いては今後検討していきますというような話を伺っているところでございます。 

 加えて、給湯器のところですね。実際、利用に関しましては、代替として電気ケトルを貸

し出すような形で、いわゆる区民の方が使いたいと言ったときに、施設の職員のほうで対応

するという運用をしているところではございますが、コロナ前はやはり一定御利用があった

ところではあったんですが、最近のところはあまり利用がされている状況ではないというと

ころで、ちょっと利用者のニーズを見ながら考えていきたいというふうに併せて聞いている

ところでございます。 

 最後に、エアコンのところですね。エアコンの状況なんですけれども、利用者の方からや

はり入った後、快適ですという御意見を多くいただいておりまして、ちょっと印象に残った

意見のところでいうと、やはりお子さんと一緒にイベントをやるようなもの、なかなか夏の

時期だと、エアコンがない時期は、ちょっとお子さんを招いて何かやるというのがちょっと

抵抗感があったというか、心配だったというのが、今回、エアコンが入ることで、子どもの

利用をさせやすくなったねというようなお声をいただいているような状況でございます。 

○白石委員長 金子副委員長。 

○金子副委員長 ちょっと背もたれのやつと旧式の給湯器については、引き続き対応して、背

もたれのないので、ひっくり返っちゃって、けがにならないようにということです、それは。 

 あと、最後のエアコンですけれども、そうするとそれはよかったんだけれども、あのエア

コンは暖房もつくんですか。それは、本会議で、寒くて、上、開放型だから、寒冷じんまし

んで使えないという声もあったわけでね、あれ暖房つくんですかね。 
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○白石委員長 内宮経済課長。 

○内宮経済課長 暖房も対応できるという形で考えてございます。ただ、やはり空調の設備と

して、暖房だとちょっと上に空気が行ってしまうといったところがあって、その効きの具合

といったところは、ちょっと実際使ってみてのところでという感じでございます。 

○白石委員長 金子副委員長。 

○金子副委員長 またちょっと冬の具合も見ていただいて、利用者目線で、よくしていただき

たいと思います。 

○白石委員長 以上で、報告事項５を終了いたします。 

 それでは、アカデミー推進部より３件です。 

 初めに、報告事項６「文京区立アカデミー文京外６施設の指定管理者の評価結果について」

の説明をお願いいたします。 

 吉本アカデミー推進課長。 

○吉本アカデミー推進課長 それでは、資料第６号によりまして、文京区立アカデミー文京外

６施設の指定管理者の評価結果について、報告いたします。 

 こちらについては、令和６年度の実績について評価したものでございます。 

 まず、指定管理者につきましては、公益財団法人文京アカデミー、管理運営施設について

は、表記の７施設でございます。 

 評価の経過につきましては、アカデミー推進部に設置した評価検討会で７月に行ったもの

でございます。 

 評価結果でございますが、２ページ目を御覧ください。 

 まず、分野評価として、サービス向上の有効性は36点でＡ、経費の効率性は12点でＡ、管

理運営の適正性は30点でＢ、業務の改善性は評価対象外でございます。総合評価、配点88点

中78点で、総合評価Ｂとなってございます。 

 次ページ以降に、詳細が載っていますので御覧ください。 

 報告は以上でございます。 

○白石委員長 次に、報告事項７「日中友好交流都市中学生卓球交歓大会への参加報告につい

て」、報告事項８「文京総合体育館外６スポーツ施設の指定管理者の評価結果について」の

説明をお願いいたします。 

 矢部スポーツ振興課長。 

○矢部スポーツ振興課長 まず、資料７号の説明をさせていただきます。 
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 １番の大会の開催主旨についてでございます。 

 日中両国の中学生による卓球交歓大会を通じて、青少年の友好交流の場を大きく広げるこ

とを目的として開催されたものとなっております。 

 大会主催団体、開催場所につきましては、記載のとおりです。 

 ４、大会日程につきましては、８月の３日から８日まで、５泊６日の行程で行ってまいり

ました。 

 ５、参加チーム及び競技方式につきましては、日本と中国両方の自治体、全部で42チーム

が参加しております。文京区につきましては、北京市通州区とともに参加をしております。 

 大会の成績につきましては、記載のとおりです。 

 資料７号は説明以上です。 

 続きまして、資料８号の説明をさせていただきます。 

 文京総合体育館外６スポーツ施設の指定管理者の評価結果についてです。 

 こちらの総合体育館を含めた７スポーツ施設の令和６年度の管理運営実績について、評価

を実施いたしました。 

 指定管理者は、文京区スポーツ推進共同事業体です。 

 指定管理施設につきましては、記載の７スポーツ施設となっております。 

 評価の結果につきましては、部内に設置した指定管理者評価検討会において、令和７年７

月に評価を行いました。 

 評価結果については、２ページ目を御覧ください。 

 総合評価が88点満点中69点のＣ評価、おおむね適正であるというふうになります。 

 ３ページ以降が、評価検討会における詳細となっております。 

 資料８号の説明については、以上です。 

○白石委員長 それでは、報告事項６「文京区立アカデミー文京外６施設の指定管理者の評価

結果について」の御質疑をお願いしたいと思います。 

 山本委員。 

○山本委員 ７ページ目のサービス向上の有効性というところの下２つなんですけれども、配

点が４で、利用者からの苦情に対する対応と報告が適切に行われたかというところなんです

が、満点じゃなかった理由と、あと、その下の「利用者数、稼働率等の」というところの、

やっぱりこれも満点じゃなかったというところ、何か事案が大きなものがあったのかという

のと、その前の８ページ、18番目の事故、災害等の緊急事態が発生した場合の対応、これも
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満点取らなかったって、どういった事例があったのかというのをちょっと確認したい。 

○白石委員長 吉本アカデミー推進課長。 

○吉本アカデミー推進課長 まず１点目の利用者からの苦情に対する対応と報告というところ

ですけど、報告については、随時上がってきておるところでございます。１点、なかなか対

応が即時難しいところについて、まだ検討中のところがあるので、おおむね適正というとこ

ろで、３点評価になってはございます。 

 ２点目の利用者数と稼働率というところですけれども、シビックホール、大ホール、小ホ

ールについては、コロナ前以上に戻ってはきているんですけれども、外の部分の地域アカデ

ミーの貸室のところがまだ若干戻ってきてないところもあるので、おおむね適正という評価

にはなってはございます。 

 もう一点の緊急事態のところについても、避難訓練を模した、コンサートだったり寄席だ

ったりという事業はしておるんですけれども、それはおおむね適正という範囲で評価したと

いうところで、何かが不足しているというところではなくて、おおむね適正という評価でご

ざいます。 

○白石委員長 山本委員。 

○山本委員 アカデミーさん、委託とはいえ、職員の方も行っているし、区の自前の業者だと

いうふうに私は認識しますので、ぜひ、ほかの指定管理者等の評価に比べて、頑張っていた

だきたいという応援の意味で聞かせていただきましたが、特段大きな事故があったというこ

とじゃないことが確認できましたので、よかったと思いました。 

○白石委員長 続きまして、宮野委員。 

○宮野委員 指定管理者の文京アカデミーについては、ホールでの公演事業をはじめ、貸館業

務やアウトリーチ事業、生涯学習など、指定事業、自主事業ともに、様々な工夫をされて、

適切に事業運営してくださっているというふうに認識をしております。２年ほど前から始ま

った子ども宅食や、茗荷谷クラブの利用者をホールでの公演に招待するという取組に対して

も評価をしております。今後も拡充していっていただきたいというふうに思っております。 

 質問が細かい点になるんですけれども、ピアノの保守管理についてです。 

 シビックホールのピアノの調律は、自主事業に位置づけられているということを検討委員

会の資料から読み取ったんですけれども、地域アカデミーのピアノの調律というのは、同じ

ように自主事業なのか、指定事業なのかというのをちょっと確認させてください。 

○白石委員長 吉本アカデミー推進課長。 
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○吉本アカデミー推進課長 地域アカデミーのところのピアノの調律について、年間、物によ

って２回から４回までの調律をしてございます。事業としては、自主事業となってございま

す。 

○白石委員長 宮野委員。 

○宮野委員 自主事業ということで、やっぱりピアノというのは、地域アカデミーにおいて重

要な備品ではないのかなと私は思うんですけれども、指定事業でないということは、業務要

求水準書によって、保守管理や修繕ということが求められている備品としては、カウントさ

れていないということになるんですよね。 

○白石委員長 吉本アカデミー推進課長。 

○吉本アカデミー推進課長 区の備品ですので、しっかり管理していただくということについ

ては、当然管理していく内容ではございます。実際、調律の回数とかというのを指定してい

るわけではございませんので、それについては、そういう扱いにはなってございます。 

○白石委員長 宮野委員。 

○宮野委員 視聴覚設備、例えばスクリーンとか音響というものについては、保守管理が指定

事業になっているんですけれども、ピアノについてもやっぱり同様に、アカデミー施設にと

って必須の備品として、同じような扱いをすべきものではないのかなというふうに思ってい

るんですけれども、そこがどのような区別になっているのかを確認したいのと、現在、地域

アカデミーにおいては、ピアノの調律をそれぞれ、先ほど御答弁いただきましたけれども、

２回から４回実施してくださっているということですけれども、利用者の区民の方から、ピ

アノの調律が、自分が利用したときには、ちょっと狂っていたというような感想を聞いてお

ります。 

 多くの利用者が利用されておりますし、その利用のタイミングですとか、施設の温度・湿

度とかいうところも影響してきたりするのかもしれないんですけれども、その中でも特に２

回という回数の施設では、特に調律が不安定な期間が生じやすいのではないのかなと推測を

しております。調律の回数を増やしていくこと、また、それが可能な財政支援というところ

を要望したいんですが、いかがでしょうか。 

○白石委員長 吉本アカデミー推進課長。 

○吉本アカデミー推進課長 ピアノの調律につきましては、利用状況であるとか、そこに置か

れている状況であるとかといろいろあるところでございます。調律につきまして、２回から

４回というところでございますけれども、利用者の御意見とかその内容を踏まえまして、検
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討はしていける内容かなとは考えてございます。 

○白石委員長 宮野委員。 

○宮野委員 ありがとうございます。多くの楽器は持ち運ぶことができて、自分の楽器を持ち

運んで演奏できますし、自分でチューニングというものができます。一方で、ピアノという

ものは、自分の楽器を持ち込むことはできませんし、調律も調律師さんがいないとできない

楽器ですので、そうしたやはり特性も踏まえていただいて、ぜひ前向きな御検討をいただき

たいというふうにお願いをいたします。 

○白石委員長 田中香澄委員。 

○田中（香）委員 すみません、１件だけ。アカデミー文京のレクリエーションホールのこと

だったんですけれども、これ１件、お願いはしている件ですけれども、ガラス張りになると

いう施設ですよね、開閉式の扉があって、それをぱたぱたぱたっと片づけると鏡が出てきて、

バレエとかそういった体操とかやる団体は、そこをそういうふうに使っているというふうに

認識しているんですけど、その高齢者の体操のクラブの方が、その扉を稼働して仕舞うとき

に指を挟んでけがをされたという事案がありました。そのときに、多分平日だったというふ

うに私は聞いているんですけれども、そこにどなたもいらっしゃらなくて、２階の受付に行

けば、きっと何かしら、いろんな対応だとか救急箱があったりとかってしたのかなと思うん

ですけど、周りにそういった方たちがいなくて、カフェ・ド・クリエさんからタオルと何と

かを借りてちょっと処置しましたみたいな、そんなことで、あそこはどこにどうすればよか

ったのかしらって、高齢者のクラブの方たちがおっしゃっていました。 

 そういったけがの対応、けがはもちろんもうなくしていただきたいなと思うんですけれど

も、何かカーテンにできないのかとか、何か別なものに変えられないのかとかという御相談

をさせていただいております。そのあたりの御見解だけ聞いて、ぜひそういったことがない

ように、また、それが御無理でしたら、そういった注意喚起をしっかりしていただいて、や

ってもらいたいと思います。 

 １つだけ、ガラス張りにする団体さんって多いんですかね。少ないのであれば、お手伝い

してさしあげるのも一つかなというふうには思いますけれども、いかがなものでしょうか。 

○白石委員長 吉本アカデミー推進課長。 

○吉本アカデミー推進課長 今の開閉のところでのけがの対応というところですけど、そのあ

たりは、連絡がしっかり取れるような体制を今後検討してまいりたいと思います。 

 あと、実際に鏡張りを使っている方がどれぐらいいるかというのは、あまり把握はできて
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ないんですけれども、そんなに多くはないかなと思いますけれども、それぞれの利用者にと

って使いやすいような対応を今後も検討していきたいと考えてございます。 

○白石委員長 ほかに、御質疑のある方。 

 それでは、報告事項６を終了したいと思います。 

 続いて、報告事項７「日中友好交流都市中学生卓球交歓大会への参加報告について」の御

質疑をお願いいたします。 

 吉村委員。 

○吉村委員 ありがとうございます。 

 今回、日中の友好交流都市同士で、１チームを構成して、文京区は北京市の通州区ととも

に参加をして、文京区側は選手２人、同行役員４人を派遣されたということなんですけれど

も、区として、まずこの卓球交歓大会を通じて、どのような効果が生じたと考えておられる

のかという点、教えてください。 

○白石委員長 矢部スポーツ振興課長。 

○矢部スポーツ振興課長 今回の卓球交歓大会を通じて、まず参加した生徒につきましては、

当然、同じ通州区のメンバーとチームを組んで戦ったわけですけれども、言葉はなかなか通

じなかったんですけれども、チャットツールを使って、変換機能を使って、言葉のやり取り

という部分を補完したりとか、同じ競技をやっているということから、サインであるとか身

振り手振り、ジェスチャーの部分で、一定コミュニケーションというのは取れたものという

ふうに思っております。 

 そのほかには、文京区以外の日本側から参加した自治体の生徒同士と一定の交流なんかも

持てまして、帰国後も、日本に帰ってから一緒に練習をしているとか、中国の参加生徒とも

チャットを通じて連絡のやり取りが続いているというような報告も受けているので、そうい

う友好交流の場に貢献できたものと認識しております。 

○白石委員長 吉村委員。 

○吉村委員 ありがとうございます。今、おっしゃったように、確かに中学生ですね、言葉は

なかなか通じないとは思うんですけれども、さすが中学生ですね、チャットツールを使って、

変換機能で多分その場でリアルタイムに意思の疎通が図れたのかなと思いますし、ジェスチ

ャーとか、サインですか、そういったものでコミュニケーションがしっかり取れたというこ

とで、その裏づけとして、今、御説明いただいたように、日本に戻ってきてからも、何かチ

ャットツールで連絡を取り合ったりと、その場だけの交流ではなくて、その後も続くという
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のが、やっぱりこういう大会に派遣することでは非常に重要かなと思っておりますので、今

もやり取りとかが続いているというのは、すばらしいことですし。 

 あと、友好都市の通州区だけではなくて、こちら、岐阜県さんとか長野県さんとか仙台市

さんとか、いろいろ参加されているようですけれども、そういったほかの自治体さんの日本

の学生さん同士も交流が図れていて、しかも、結構距離があるようにも思えるんですけど、

一緒に練習をされているとおっしゃっていたので、何かすばらしい効果があったのかなと思

っておりますけれども、チャットツールってどんなものを使っていらっしゃったんですか。 

○白石委員長 矢部スポーツ振興課長。 

○矢部スポーツ振興課長 ウィーチャットというツールで、日本でいうところのＬＩＮＥに相

当するようなものですかね、になります。 

○白石委員長 吉村委員。 

○吉村委員 ありがとうございます。ウィーチャットって、私、あまり詳しくなかったんです

けれども、そういったものを使って、いろいろとリアルタイムのやり取りもできたというこ

とで、今後ぜひ、こういった大会、コロナ禍では開催はできなかったとは思うんですけれど

も、コロナ禍も明けて、通常運転を今している状況ですので、来年以降も、年に１度なのか

どうなのかはちょっと分からないですけれども、今後もこういった大会の参加とかを積極的

に行っていただいて、そういった学生さん同士、自治体同士の交流ももちろんのこと、住ん

でいる区民の方、そしていろんな年齢の区民の方がそれぞれの自治体で交流ができるような、

つながりができる仕組みづくりというか、制度をさらに推進していただければと思っており

ますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

○白石委員長 矢部スポーツ振興課長。 

○矢部スポーツ振興課長 今回の卓球交歓大会につきましては、基本的に５年に１度の開催と

いうふうになっております。ただ、前回開催したのが８年前で、その後、コロナの関係でち

ょっと今回８年ぶりの開催というふうになっております。本来、これ日中国交正常化40周年

以降、５年ごとに続いているものですので、恐らくどこかのタイミングで、今、周年からは

ずれている状態になるので、どこかのタイミングでその周年に合わさるのではないのかなと

いうふうに思っておりますけれども、またこういうところがお誘いがあれば、積極的に参加

というのはしていきたいというふうに考えております。 

○白石委員長 浅田委員。 

○浅田委員 今日のように日本と中国との関係がちょっとうまくいってないようなとき、こう
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いうときこそ、こうした企画が行われる。特に各自治体がこうしたことを行うというのは、

本当に私はすばらしいことで、ぜひ今後もやっていただきたいというふうに思っているんで

す。 

 それで、今の話だと、行った方、スポーツをされた、試合に出られた方の交流であるとか

というのは伺ったんですけど、やっぱり代表で行って、実際に試合をし、交流をしてきたそ

のことを、そういうことをやっていると広く、私はもっと区民に、文京区としてやっている

わけですから、広い宣伝というのは必要じゃないかなというふうに思うんですよね。やって

いる意味はすばらしいことですからね。それはぜひお願いしたい。 

 それから、先ほど、５年に１回、８年ぶりということでしたけれども、ちょっと経緯を、

つまりこれ呼びかけられて行うわけですよね、ちょっと簡単に経緯を手短に、この２点、ま

ずお願いいたします。 

○白石委員長 矢部スポーツ振興課長。 

○矢部スポーツ振興課長 まず１点目の広く区民への周知というか、そういう部分につきまし

ては、今回、中国に出発する前と、前後、帰ってきた後というところで、表敬訪問なんかを

行っております。その中で、実際の成果の発表であるとか、そういうところはホームページ

のほうにも一応公表はさせていただいている状況です。 

 あと、２点目の経緯の部分ですね、こちらもともとは、姉妹都市関係にある通州区のほう

から、こういう大会があるので一緒に出ないかというお誘いがあって、それにつきまして、

こちらも卓球連盟等々に相談して、参加をするという運びになった経緯です。 

○白石委員長 浅田委員。 

○浅田委員 やっぱりこういう意味のあることを、私は、報告も兼ねた、こういうことをやっ

ているんだよということは広く伝えていただきたいということが１点。 

 それから、私がずっと気になるというか、こういうことについてはどうなんだろうという

のがあります。それは、卓球を通じて日中が友好を結ぶと、それはすばらしいことだと思い

ます。で、こんな事例がありました。これは文京区じゃないですけれども、卓球の日本代表

の女子の早田選手というのは、日本のトップ、いらっしゃいますね。オリンピックが終わっ

て、今後どうされますかというインタビューの中で、自分としては、これまで生きてきた中

で同じ世代の人が味わった体験の一つで、鹿児島県の知覧、特攻平和会館に行ってみたいと

いう話をしましてね。そしたら、それが日中の国交の影響にまで大きく響くというような事

態になって、中国の解釈によれば、早田というのは戦争を美化している、そういう人とは卓
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球、試合もしたくないというような声明が出るようなことになったというふうに伺っていま

す。 

 つまり、日本と中国の関係は、本当に微妙な過去の歴史を背負っているわけで、私たちが

日中の友好を進めようとする中でも、本当の意味での歴史認識については一定知る必要もあ

るんじゃないかというふうに私は思っているんです。決して早田さんが戦争を美化したりす

る人でもないし、そういう意図は全くなくても、そういうふうに理解されることもあるわけ

で、今後の、特にアジアの国際交流においては、私たち自身がきちんと歴史認識というもの

も踏まえた上で継続をしていくということは問われるんじゃないかと思うんですが、この点

についてはいかがでしょうか。 

○白石委員長 阿部観光・都市交流担当課長。 

○阿部観光・都市交流担当課長 今、国際交流について、様々御意見を頂戴したところでござ

います。日中のみならず、日本と諸外国の間には、過去に様々な事件、事故があったという

ようなことは承知をしてございます。これ専門家の間なんかでも様々議論が分かれていると

いうふうには思いますけれども、国際交流の一つの目的、理想といたしまして、国際平和に

つなげていくというようなところもあろうかというふうに思ってございます。過去を忘れな

いということももちろん重要なんですけれども、未来志向で交流していくということも同様

にまた重要であるというふうに考えてございますので、今後の、アジアのみならず、諸外国、

友好都市等との交流がこういった草の根の交流として、国際平和にもつながるように、先方

各自治体とも関係性を強固にしていきたいというふうに思ってございます。 

○白石委員長 浅田委員。 

○浅田委員 阿部課長に私は期待しますけれども、難しさというのは、私たちは未来志向とい

っても、受け止める側、つまり被害を受けた側の方というのは、なかなかそうならないとい

うのが、そこが国際交流の難しさだろうというふうに思うんですね。そこのところで、私た

ちが未来志向でやっていきましょうといっても、いやいや、ちょっと待てよという話にやっ

ぱりなるわけじゃないですか。だからこそ、私たちがきちっとした、まずは歴史認識を持っ

て、その上で未来志向ということをぜひ考える、そういう文京区としての国際交流をぜひや

っていただきたいということを申し添えて、終わります。 

 以上です。 

○白石委員長 以上で、報告事項７を終了いたします。 

 続いて、報告事項８「文京総合体育館外６スポーツ施設の指定管理者の評価結果について」
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の御質疑をお願いいたします。 

 山本委員。 

○山本委員 評価結果、非常に、スポーツ施設、頑張っていただきたいと思っております。絞

って、８ページ目の利用者から苦情に対する対応と報告が適切に行われたかということで、

残念ながら満点じゃなかったんですけど、この辺、苦情は件数的に多くなっているのか、ど

ういった内容のものが多いのか、例年に比べてちょっと内容が変わってきたのか、その辺、

ちょっと教えて……。 

○白石委員長 矢部スポーツ振興課長。 

○矢部スポーツ振興課長 アンケート等の結果から、特に苦情の内容が多かったとか件数が増

えているというわけではないんですけれども、令和６年度に限っていえば、竹早テニスコー

トの部分について、一定区外の方も利用を認めてほしいというような御意見がタイムリーな

ところだったので、多かったというふうに思います。 

○白石委員長 山本委員。 

○山本委員 そこなんですけど、認めてほしいというのは、いっぱい使わせてもらいたいとい

う、苦情じゃないんですよね。 

○白石委員長 矢部スポーツ振興課長。 

○矢部スポーツ振興課長 苦情というか、要望、御意見というような部分と受け止めておりま

す。 

○白石委員長 山本委員。 

○山本委員 ありがとうございます。よかったです。逆に、竹早テニスコートに対しての何か

意図的な苦情があるのかなと思って、それを確認をさせていただきましたので、ありがとう

ございました。 

 あと最後１点、次の９ページの、ここはちょっと教えてもらいたいんですけど、金銭の管

理が問題だ、適正に行われたかと、これは何かあったんでしょうか。ちょっと重要なことか

なと。 

○白石委員長 矢部スポーツ振興課長。 

○矢部スポーツ振興課長 こちら、モニタリングでチェックしたところを、収入日計表等の印

漏れがちょっとあったとかというようなところで、ちょっと指摘をさせていただいた状況で

す。 

（「ありがとうございます。以上で……」と言う人あり） 
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○白石委員長 委員の皆様、お約束どおり、５時までは残り５分となりましたので、あと１名、

副委員長に御協力いただいて、宮野委員の御質疑で終わっていきたいと思いますので、宮野

委員、どうぞ。 

○宮野委員 すみません、ありがとうございます。 

 先ほど御答弁にもあった竹早テニスコートの件で、私も情報公開をかけさせていただいて

います。利用者アンケート、実際に拝見したんですけれども、やはり区外も利用させてほし

いという声が非常に多くありました。これは、同じく同じ時期に行われた目白台運動場の指

定管理者評価においても、利用者からテニスコートの利用者が区内在住・在勤・在学者のみ

に限られていることについて、非常に多くの反対意見というか、同じような、区外も利用さ

せてほしいという声が多くあったと確認されておりました。 

 これまで、やはり議会でも多くの会派から、テニスコートの利用制限の緩和については要

望が上がっておりますが、私のほうにも、直接区民のほうから問題提起がありました。多く

の方が指摘されているとおりなので、ここでは長く言わないんですけれども、実際に私がお

声をいただいた方は、他区で文京区民は使わせてもらえるのに、文京区では使わせてあげら

れないということで、本当に文京区ってけちだねということを言われてしまったそうです。 

 この問題については、本当に早急に制度の改善を図っていただいて、ルールを構築してい

ただきたいと思っておりますので、要望で大丈夫なんですが、お願いいたします。 

○白石委員長 はい。では、一言やるか。では、１分だけあげます。 

 金子副委員長。 

○金子副委員長 昨日の続きで、総体のプールの女子更衣室の天井材、落下寸前で取ったとい

う、その報告は、７月30日に来たということでした。質問は、この指定管理の評価検討会は、

７月18日に行われているんですよ。その際の記録を見ると、14番目の項目で、これは書類の

資料説明なんだけど、利用者が安全快適に施設を利用できるよう、適切に施設の保守・修

繕・清掃等が行われたかと。この７月18日のときに、指定管理者からは、プールの更衣室の

湿気が入って結露して、さびが生えていたり、天井材が結露しているという状況については、

報告がなかったんですか。 

 で、経過を聞くと、区がその報告を聞いたのは、だからその報告書のね、７月30日だと。

現地を課長さんが見たのは７月13日だと。施設管理のほうが対応したのは８月22日、21日、

それぐらいというふうに事前に聞いているんだけど、この指定管理の評価検討会、そのとき

に報告はあったんですか、なかったんですか。 
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○白石委員長 矢部スポーツ振興課長。 

○矢部スポーツ振興課長 こちら評価検討会の際に、そういう報告は受けておりません。 

○白石委員長 金子副委員長。 

○金子副委員長 それは大問題だと。実態があるのに、評価検討会のときに事故の報告なるこ

とを報告しない。これは指定管理者としての責務を果たしていないということが明らかにな

ったので、即刻こういう方式は検証してやめる必要があるということと、今回、天井材取り

ましたけれども、カビ、さび、これは収まってないです。大規模修繕が必要だという指摘を

受けていますね、東急コミュニティから。だから、これはやっぱり全面的にやらないと、大

変なことになるというふうに私、本当に心配ですよ。だから、これは、評価検討の今日の報

告事項も、内容もね、全く報告してないで評価しているわけだから、それやり直しも必要だ

しね、ちょっと大変な事態だというふうにこれ指摘しておきたいと思います。 

○白石委員長 矢部スポーツ振興課長。 

○矢部スポーツ振興課長 この評価検討会については、その一部だけを切り取って評価するも

のではなくて、７スポーツ施設の令和６年度の評価について行ったものですので、その場で

の報告というのは必要なかったものと認識しております。 

○白石委員長 以上で、報告事項８を終了させていただきます。 

 これで全て終わりました。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○白石委員長 本会議での委員会報告について。文案の作成については、委員長に御一任願い

たいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

○白石委員長 委員会記録についても、委員長に御一任願いたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○白石委員長 これで、総務区民委員会を閉会させていただきます。 

午後 ５時００分 閉会 


